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Ⅰ はじめに 

 

本報告書は、「東京湾再生推進会議における行動計画（第二期）」の策定から 10 年が経

過し、予定された取組期間が終了することから、本行動計画における各取組の実施状況、

目標達成状況及びその分析・評価を行うとともに、今後の取組方針の視点と方向性につい

て取りまとめたものである。 

 

Ⅱ 「東京湾再生のための行動計画（第二期）」の概要 

 

１．背景  

東京湾は、その流域や沿岸部に大都市を抱えており、陸域からの大量の汚濁負荷の流入、

沿岸部の埋立による干潟・浅場等の減少、また地形的な特性もあり、慢性的な富栄養化が

問題となっている。慢性的な富栄養化は赤潮を生み、さらに赤潮は東京湾の底層に貧酸素

水塊を発生させる要因となっている。特に夏季において、東京湾の底層は貧酸素水塊に覆

われることが常態化しており、時には青潮の発生につながる。貧酸素水塊や青潮の発生は

生物にとって過酷な生息環境をもたらし、生物の減少が更なる富栄養化を引き起こすとい

う負のスパイラルが生じている。 

このような状況において、東京湾再生推進会議では、陸域からの汚濁負荷の削減、海域

における環境改善といった対策を講じるとともに、東京湾の水環境の変遷をモニタリング

してきた。様々な対策により、水質は一時に比べ改善されつつあるものの、生物生息状況

は必ずしも芳しいものといえず、その改善は一部に留まっている。 

 

２．基本的な考え方  

（１）東京湾再生の意義 

① 豊かな海の保全回復（共生する） 

○ 多様な生態系を取り戻すことにより、人及び生物にとって生きやすい湾を実現さ

せるとともに、東京湾が持つ水環境の自然回復力を取り戻す。 

○ 干潟や藻場等の沿岸域生態系を保全・再生することにより、海洋中の炭素（ブルー

カーボン）固定量を増やし、地球環境問題への貢献が期待される。 

② 持続型社会の実現（食べる） 

○ かつて豊饒であった東京湾を豊かにし、東京湾の漁業生産を取りまく環境改善を

図ることにより、日本の水産資源を維持・増大する。 

○ 東京湾の漁業の活性化を図り、「江戸前」のブランド化等水産物の高付加価値化や

新たな商品開発等の６次産業化の流れを加速することにより、多様で国際競争力

のある地域産業・雇用を創出するとともに、意欲ある若者が継続して漁業を担え

る社会を実現する。 

③ 東京湾の文化の創生（遊ぶ） 

○ 東京湾の自然の中で生み出される固有の文化や遊びを復活・創造し、世界的に魅

力ある東京湾を実現し、生活の質を高める。 

○ 東京湾の文化を観光資源につなげ、国内外の来訪者を増やし、新たな内需を創出

する。 

④ 人と海とのつながりの回復（癒す） 
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○ 自然環境や自然体験は人々の人格形成に大きく寄与することに鑑み、子供のころ

からの海との触れあいや体験学習を行う機会を創出することにより、海への理解

や関心、憧憬、感謝の心を育て、想像力及び創造力のある、海から未来を拓く人材

を育成する。 

○ 人と海、人と人、人と地域とのつながりを取り戻し、ぬくもりのある社会を実現さ

せる。 

⑤ 新たなイノベーションや科学技術の発展（知財） 

○ 豊かな湾の実現に向け、我が国の科学技術力を結集・創出することにより、課題解

決に向けた新たなイノベーションや「知」の資産につなげるとともに、海の再生に

係る科学技術分野を担う優れた人材を育成・確保する。 

 

（２）行動計画（第二期）の全体目標 

快適に水遊びができ、「江戸前」をはじめ多くの生物が生息する、 

親しみやすく美しい「海」を取り戻し、首都圏にふさわしい 

「東京湾」を創出する。 

 

（３）評価指標 

定性的な目標をより定量的に示すとともに、水環境の改善状況や施策の進行状況を把握・

評価するものとして、平成 27年５月に策定した 28項目の評価指標を用いる。 
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（４）アピールポイントの設定 

 東京湾沿岸部において、市民に分かりやすい場所であり、施策の効果を端的に評価でき

る場所として７海域のアピールポイントを設定し、ポイント毎に施策の効果を評価する。 

 

（５）計画期間の設定 

  計画期間は、平成 25年度から令和４年度までの 10 年間とする。 

 

３．目標達成のための施策の推進  

（１）陸域負荷削減対策 

① 陸域からの汚濁負荷削減のための総量削減計画の実施と効果的な事業施策の実施 

陸域からの汚濁負荷削減のため、総量削減計画の着実な実施を図りながら、各事業

施策を効率的に実施する。 

② 汚水処理施設の整備・普及及び高度処理の促進 

汚水処理の概成に向け、効率的に汚水処理施設の整備普及を図るとともに、富栄養

化防止のため高度処理の導入を促進する。また、雨天時における流出負荷の削減のた

め、合流式下水道の改善を積極的に行う。 

③ 河川の浄化対策 

河川浄化施設等の有機汚濁負荷対策に加え、水質浄化等にも資する湿地や河口干潟

の再生を推進する。 

④ 面源から発生する汚濁負荷の削減 

貯留、浸透施設の設置等により雨水の流出を抑制し、汚濁負荷の削減を図る。また、

●：アピールポイント

アピールポイントの考え方
施策による改善の効果について、身近に市民が体感・実感できる
ような場所であり、施策の効果が端的に評価できる場所でもある。

いなげの浜～幕張の浜付近
・目標
クサフグ・ハゼ・アサリ等の確認
七都県市底質環境評価区分Ⅱ以上
・施策
合流式下水道改善、南部・中央浄化センター
へ高度処理導入
合併処理浄化槽へ転換促進
高度処理型浄化槽の設置推進

三番瀬付近
・目標
検討中
・施策
情報発信・広報活動
下水道幹線管渠整備、処理場施設整備
江戸川の浄化対策、湿地等の自然再生
ＮＰＯの活動を後援など

葛西海浜公園周辺
・目標
アサリ・バカガイ・コアジサシ等の確認
七都県市底質環境評価区分Ⅲ以上
・施策
綾瀬川の浄化対策
荒川において干潟等の自然再生
荒川、新河岸川、中川水循環センター等
の高度処理導入

お台場周辺
・目標
アサリ、カガミガイ、シオフキの確認
七都県市底質環境評価区分Ⅲ以上
・施策
三河島水再生センターの段階的高度処理
施設整備
芝浦水再生センターに貯留施設
増設と高速ろ過施設導入海浜の清掃活動

多摩川河口周辺
・目標
七都県市底質環境評価区分Ⅱ以上
・施策
多摩川河口干潟生物調査
多摩川等に干潟等の自然再生
合流式下水道の改善
下水道未接続排水の適正処理の推進
等々力・入江崎水処理センターの
高度処理推進

みなとみらい２１周辺
・目標
クサフグ、ウミタナゴ、ワカメの確認
七都県市底質環境評価区分Ⅱ以上
・施策
清掃船による浮遊ゴミ回収
ＮＰＯ等による海底ゴミの回収
合流式下水道の改善
神奈川水再生センターの高度処理導入

海の公園・八景島周辺
・目標
シロギス、オサガニ、アマモの確認
七都県市底質環境評価区分Ⅲ以上
・施策
清掃船による浮遊ゴミ回収
合流式下水道の改善
金沢水再生センターの高度処理導入 ●：アピールポイント

アピールポイントの考え方
施策による改善の効果について、身近に市民が体感・実感できる
ような場所であり、施策の効果が端的に評価できる場所でもある。

いなげの浜～幕張の浜付近
・目標
クサフグ・ハゼ・アサリ等の確認
七都県市底質環境評価区分Ⅱ以上
・施策
合流式下水道改善、南部・中央浄化センター
へ高度処理導入
合併処理浄化槽へ転換促進
高度処理型浄化槽の設置推進

三番瀬付近
・目標
検討中
・施策
情報発信・広報活動
下水道幹線管渠整備、処理場施設整備
江戸川の浄化対策、湿地等の自然再生
ＮＰＯの活動を後援など

葛西海浜公園周辺
・目標
アサリ・バカガイ・コアジサシ等の確認
七都県市底質環境評価区分Ⅲ以上
・施策
綾瀬川の浄化対策
荒川において干潟等の自然再生
荒川、新河岸川、中川水循環センター等
の高度処理導入

お台場周辺
・目標
アサリ、カガミガイ、シオフキの確認
七都県市底質環境評価区分Ⅲ以上
・施策
三河島水再生センターの段階的高度処理
施設整備
芝浦水再生センターに貯留施設
増設と高速ろ過施設導入海浜の清掃活動

多摩川河口周辺
・目標
七都県市底質環境評価区分Ⅱ以上
・施策
多摩川河口干潟生物調査
多摩川等に干潟等の自然再生
合流式下水道の改善
下水道未接続排水の適正処理の推進
等々力・入江崎水処理センターの
高度処理推進

みなとみらい２１周辺
・目標
クサフグ、ウミタナゴ、ワカメの確認
七都県市底質環境評価区分Ⅱ以上
・施策
清掃船による浮遊ゴミ回収
ＮＰＯ等による海底ゴミの回収
合流式下水道の改善
神奈川水再生センターの高度処理導入

海の公園・八景島周辺
・目標
シロギス、オサガニ、アマモの確認
七都県市底質環境評価区分Ⅲ以上
・施策
清掃船による浮遊ゴミ回収
合流式下水道の改善
金沢水再生センターの高度処理導入
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面源負荷の削減を図るため、間伐の実施、多様な森林づくり等を実施する。 

⑤ 浮遊ゴミ等の回収 

浮遊ゴミ等の回収については、市民活動の取組を促進する。 

 

（２）海域における環境改善対策 

① 貧酸素水塊や青潮の影響からの効果的な回避又は軽減を図るための取組 

○ 貧酸素水塊の減少及び生物生息場の拡大等に資する干潟・浅場・藻場等の保全・再

生・創出、覆砂等による底質改善、生物共生型護岸等の整備・改修、青潮の形成要

因となる硫化物の発生場所の一つとされる深掘跡の埋戻しを推進する。 

○ 貧酸素水塊や青潮の発生メカニズムに対する更なる解明を進めるとともに、これ

らに係るモニタリング技術や緩和技術の開発を推進する。 

② 底泥の除去や浮遊ゴミの回収等の実施 

○ 運河等の湾奥部を中心とした堆積有機物をはじめとする底泥の除去（汚泥浚渫）

等を効果的に推進する。 

○ 海面を漂う浮遊ゴミ・油等の効率的な回収を進めるとともに、NPOや企業、漁業者

等による海底ゴミの回収や海浜・干潟の清掃活動を推進する。 

③ 低炭素・循環型社会の構築に向けた取組 

○ 海藻等のバイオマスエネルギーの活用や底泥の浄化速度を向上させる技術開発等

に向けた検討を実施するとともに、海洋における炭素固定（ブルーカーボン）の調

査研究や再生可能エネルギーの利活用等を推進する。 

④ 東京湾における漁業の活性化を図るための取組 

○ 漁場環境の改善による水産資源の維持・増大を図り、資源情報の収集・管理を通し

て、漁業経営の安定化を推進する。 

⑤ 海域環境改善に向けた活動の輪を広げるための取組 

○ NPOや企業、漁業者等による藻場等の造成を推進する。 

○ 民間による護岸の津波・高潮対策等の整備若しくは改修を行う際に、生物環境へ

の配慮に資する技術的支援や助言を行う。 

○ 多様な者との連携・協働による海における環境教育、マリンレジャー、多様で豊か

な恵みの啓発や情報発信等の機会の創出を推進するとともに、市民が海に親しみ

やすい環境の整備を図る。 

 

（３）東京湾のモニタリング 

① 施策の評価に向けた取組方針 

平成 20 年度から実施している東京湾環境一斉調査については、継続して実施する

こととする。一斉調査における調査項目については、必要に応じて検討する。併せて、

生物調査についても、調査生物種、調査方法及び評価方法について検討を行う。 

② 各観測機関の役割 

モニタリング分科会メンバーである、海上保安庁、国土交通省関東地方整備局、水

産庁、環境省、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さい

たま市それぞれにおいて個別に取組むべき施策を設定する。 

③ 取組にあたっての留意点 

今後の検討課題については、平成 19 年度にモニタリング分科会に設置された有識
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者会議である「東京湾モニタリング研究会」等官民連携のもと十分な議論が行われる

場を活用し、具体的な実施方法を模索する。 

 

（４）各アピールポイントにおける取組 

施策による改善の効果を身近に感じてもらう場所として設定した７海域において、別表

２に示すとおりの小目標に対する施策を実施する。 

 

（５）官民連携の推進 

東京湾再生官民連携フォーラムの取組を推進する。 

 

４．行動計画を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

（１）多様な関係者の連携・協働の強化 

 東京湾再生の取組について、東京湾再生官民連携フォーラムにおける検討・提案を踏ま

え、施策に反映させるとともに、毎年、施策の実施状況についてフォローアップを実施す

る。 

 

（２）推進状況の把握と効果等の評価 

 ３年が経過した段階で、行動計画の評価を行い、進捗状況の把握、効果等の評価を実施

する。 

 

（３）行動計画の見直し 

 必要に応じて見直しを実施する。 

  



（案） 

 

 6 

Ⅲ 第二期期末評価について 

 

１．目的  

第二期行動計画の開始以降 10年間の取組状況を確認し、その分析・評価を行うことに

より、今後の取組の方針、方向性を取りまとめる。 

 

２．評価の対象  

 「東京湾再生のための行動計画（第二期）」に記載されている施策及びプロジェクト一覧

を評価するとともに、計画時には記載されなかったものの、その後実施され、第二期行動

計画の推進に寄与した顕著な取組についても評価する。 

 

３．評価の対象期間  

平成 25 年度から令和４年度までの 10 年間を対象とする。 

 

４．評価方法  

Ⅲ ２．評価の対象については、「施策の実施状況」、「分析・評価」、「今後の取組」を取

りまとめる。 

 

５．評価についての考え方  

分析・評価にあたっては、基本的に以下の考え方に基づいて行う。 

○ 行動計画に数値目標が設定されている施策については、何割程度達成したか、具体的

な数値を記載する。 

○ 行動計画に数値目標が設定されていない施策については、平成 25 年度以前もしくは

平成 25年度から平成 30年度との比較により評価する。 

○ 実施状況が十分でない場合には、改善策を検討し、今後の取組方針を記載する。 

 

６．評価の見方  

○―○ 施策項目又はプロジェクト名 

 

「東京湾再生のための行動計画（第二期）」抜粋 又はプロジェクト概要 

 

【施策の実施状況】 

平成 25年度から令和４年度までの施策の実施状況を記載 

【実施状況の分析・評価】 

施策の実施状況を踏まえた分析・評価を記載 

【今後の取組について】 

今後の取組方針を記載 
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Ⅳ 「東京湾再生のための行動計画（第二期）」期末評価 

 

１．陸域負荷削減対策  

１－１．陸域からの汚濁負荷削減のための総量削減計画の実施と効果的な事業施策の実施 

東京湾における早急な水質改善を図るため、水質総量削減制度に基づき各都県が策定す

る総量削減計画の着実な実施及び事業場に対する総量規制基準の遵守の徹底等を図るとと

もに、流域単位において、関係機関等と連携のもと、高度処理、面源汚濁負荷対策等を含

めた効率的、総合的な負荷削減の検討を行う。また、雨天時における汚濁負荷について、

その把握とともに一層の削減対策を行う。 

 

【施策の実施状況】 

○ COD、窒素及びりんを対象とした第７次水質総量削減（目標年度：平成 26年度）及

び第８次水質総量削減（目標年度：令和元年度）を実施した。また、総量削減計画

の削減目標を着実に達成するため、一般住民向けのパンフレット配布等の啓発活動

を実施したほか、総量削減計画の実施状況をウェブサイトで公表した。 

○ 令和元年度を目標年度とする第８次総量削減計画の策定に向け、汚濁負荷量データ

解析等を実施し、平成 26 年９月に第８次水質総量削減の在り方について、中央環境

審議会に諮問し、水環境部会総量削減専門委員会で検討を行い、平成 27年 12月に

中央環境審議会の答申を得た。さらに、平成 27年 12 月に水質に係る化学的酸素要

求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定について、中央環境審議会

に諮問し、水環境部会総量規制基準専門委員会で検討を行い、平成 28年５月に中央

環境審議会の答申を得た。 

○ 平成 28 年９月に第８次水質総量削減における総量規制基準の設定方法についての

告示を改正し、第８次水質総量削減における総量削減基本方針を策定した。また、

これを受けて各都県において第８次総量削減計画の策定及び総量規制基準の設定を

行った。 

○ 令和２年３月に第９次水質総量削減の在り方について、中央環境審議会に諮問し、

水環境・土壌農薬部会総量削減専門委員会で検討を行い、令和３年３月に中央環境

審議会の答申を得た。さらに、答申を踏まえ、令和３年 10月に総量規制基準の設定

方法についての告示を改正し、令和４年１月に令和６年度を目標年度とする第９次

の総量削減基本方針を策定した。当該基本方針では、新たに合流式下水道における

越流水による負荷等への対策の重要性に鑑み、改善の取組を推進することとした。

当該基本方針に基づき関係都県において、総量削減計画の策定及び総量規制基準の

設定を行った。 

○ 水質総量削減による汚濁負荷量削減効果を把握するため、東京湾に流入する COD、

窒素及びりんの汚濁負荷量を毎年度算定（平成 25～令和３年度）したほか、平成 25

年度から令和３年度の毎年度に各都県の総量削減計画に基づく規制対象事業場への

立入指導・自主測定結果の報告徴収及び取りまとめを実施した。 

○ 各関係機関においては、下水道等の高度処理、合流改善事業を推進するとともに、

河川の浄化対策、貯留・浸透施設の設置、森林の整備・保全等、複合的な対策を実

施した。 
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○ 生産性と調和しつつ環境負荷の軽減に配慮した環境保全型農業を推進した（４都県

（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）のエコファーマー※の累積新規認定件数：平

成 24年度末 12,739 件、令和２年度末 14,826 件）。 

※ エコファーマー：「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」に基づき土

づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取組む計画を立て、都道

府県知事の認定を受けた農業者の愛称。 

※ 「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」は令和４年７月１日をもっ

て廃止 

○ 雨天時における汚濁負荷については、「１－２－３．雨天時における流出負荷の削減」

を参照されたい。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 陸域汚濁負荷削減のための各種施策の実施により、本行動計画第一期期末時点から

令和２年度までの８ヶ年で評価すると、COD 負荷量は 26トン/日、窒素負荷量は 18

トン/日、りん負荷量は 0.7トン/日削減し、汚濁負荷量の削減が進んでいる。 

○ エコファーマーの累積新規認定件数は 2,071 件増加し、着実に推進されている。 

 

【今後の取組について】 

○ 東京湾における窒素、りんの環境基準達成率は向上したものの、COD の達成率は十

分な状況になく、湾奥部では赤潮、貧酸素水塊といった富栄養化に伴う問題が依然

として発生している。このため、生物多様性・生物生産性の視点においても望まし

い水質を目指しつつ、貧酸素水塊の発生抑制等の観点から水環境改善を図るため、

第９次水質総量削減を推進し、総量削減対象事業場に対する総量規制基準による規

制や監視・指導等（規制対象事業場への立入指導・自主測定結果の報告徴収及び取

りまとめ等）を引き続き実施する。また、下水道、浄化槽等の汚水処理施設の整備・

高度処理の推進、小規模事業場や農業等に対する削減指導の実施等、総合的な汚濁

負荷削減対策により水環境の改善、削減目標量の達成に向けて取組んでいく。 

○ 水質総量削減による汚濁負荷量の削減効果を把握するため、東京湾に流入する COD、

窒素及びりんの汚濁負荷量等を算定する。また、総量削減計画の実施状況をウェブ

サイトで公表する。 

○ 引き続き、生産性と調和しつつ環境負荷の軽減に配慮した環境保全型農業を推進す

る。 

 

１－２．汚水処理施設の整備・普及及び高度処理の促進 

１－２－１．汚水処理施設の整備 

汚水処理施設の整備については、都道府県構想や生活排水処理基本計画等に基づき、効

率的に実施する。また、それら計画は社会情勢等の変化に応じて定期的に見直しを行う。 

 

【施策の実施状況】 

○ 都道府県構想や生活排水処理基本計画等における役割分担に基づき、効率的に汚水

処理施設の整備を実施している。 
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○ 汚水処理施設整備については、将来の人口減少等の社会情勢の変化を踏まえ、平成

26 年１月に、国土交通省、農林水産省、環境省が連携し、作成・公表した「持続的

な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」に基づき、令和８

年度末までの汚水処理施設整備の概成を目指し、都道府県構想や生活排水処理基本

計画等とアクションプランを策定し、未普及地域の解消を図っている。 

○ 汚水処理施設の効率的な事業運営を図るため、平成 30 年１月に、国土交通省、総務

省、農林水産省、環境省の連名により、全ての都道府県における令和４年度までの

「広域化・共同化計画」策定を要請し、計画策定から事業実施まで一体的に支援す

る「下水道広域化推進総合事業」を創設した。 

○ 都道府県構想や生活排水処理基本計画等の進捗状況を評価するため、汚水処理人口

普及率の算定を毎年度実施した。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 東京湾流域における汚水処理人口普及率※１は、令和３年度末では 97.3%となり、９

年間で 2.0 ポイント増加した（平成 25～令和３年度）。一方、全国の汚水処理人口

普及率※2は、令和３年度末では 92.6%となり、９年間で 4.5 ポイントの増加となっ

ている。東京湾流域における汚水処理人口普及率は全国における汚水処理人口普及

率を上回っているが、増加ポイントは下回っている。なお、東京都、神奈川県の汚

水処理人口普及率は 99.5%以上と概成しているのに対し、埼玉県、千葉県は 93%程度

となっている。 

○ 東京湾流域における中小市町村（人口５万人未満）での汚水処理人口普及率※1 は、

令和３年度末では 79.1%となり、９年間で 8.5ポイント増加した（平成 25～令和３

年度）。一方、全国の中小市町村（人口５万人未満）での汚水処理人口普及率※2は、

令和３年度末では 82.7%となり、９年間で 8.3 ポイントの増加となっており、東京

湾流域の中小市町村における汚水処理人口普及率は全国における汚水処理人口普及

率を下回っているものの、増加ポイントは上回っている。 

○ 各都県においては、都道府県構想や生活排水処理基本計画等とアクションプランの

策定に着手しており、効率的な汚水処理施設の整備に向けた取組みが行われている。 

※ １ 東京湾流域における汚水処理人口普及率：東京湾流域を含む市町村の合計 

値。  

※ ２ 全国の汚水処理人口普及率：東日本大震災の影響により、福島県を除く。 

 

【今後の取組について】 

○ 東京湾の水質改善のためには、より早期に流入負荷の削減対策を講じ、流入負荷の

蓄積を抑制することが重要であるため、今後とも汚水処理施設の整備を効率的に実

施する。 

○ 令和８年度末までの汚水処理施設整備の概成を目指し、見直した都道府県構想や生

活排水処理基本計画等に基づき整備を推進する。 

○ 下水道を含む汚水処理の広域化・共同化を推進するため、汚水処理の広域化に係る

計画策定、汚泥の共同処理等の整備を推進する。 

○ 都道府県構想や生活排水処理基本計画等の進捗状況を評価するため、汚水処理人口

普及率の算定を引き続き毎年度実施する。 
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１－２－２．下水道 

下水道においては、東京湾流域別下水道整備総合計画に関する基本方針に基づいた各都

県における流域別下水道整備総合計画等に従い、中小市町村での普及促進、高度処理の促

進、合流式下水道改善等を積極的に行う。なお、高度処理の促進は、東京湾の水質改善に

は不可欠であり、施設の部分改造による早期水質改善を図る等、強力に整備推進を図る。 

 

【施策の実施状況】 

○ 部分的な施設・設備の改造等により可能な限り早期に処理水質の向上を図る段階的

高度処理も含め、19箇所の処理場で新たに高度処理の供用を開始した（平成 25～令

和３年度）。 

○ 段階的高度処理の導入に向け、「既存施設を活用した段階的高度処理の普及ガイド

ライン（案）（平成 27年７月）」を示した。また、情報共有を進め普及促進を図るた

め、「既存ストックを活用した段階的高度処理に係るナレッジ共有会議」、「東京湾流

域における段階的高度処理の普及促進連絡会」を開催した。 

○ 合流式下水道の改善については、「１－２－３．雨天時における流出負荷の削減」を

参照されたい。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 東京湾流域※における下水道処理人口普及率は、令和３年度末では 93.6%となり、９

年間で 2.3 ポイント増加した（平成 25～令和３年度）。 

○ 東京湾流域※における中小市町村（人口５万人未満）での下水道処理人口普及率は、

令和３年度末では 50.4%となり、９年間で 5.0ポイント増加した（平成 25～令和３

年度）。 

○ 高度処理実施率は、令和３年度末で約 69%となり、窒素又はりんの除去率+窒素及

びりんの同時除去率において、９年間で 50 ポイント増加し（平成 25～令和３年

度）、着実に向上している。 

○ 下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）や東京都下水道局において、新

たな高度処理方法の開発が推進された。 

※ 東京湾流域における汚水処理人口普及率：東京湾流域を含む市町村の合計値。  

 

【今後の取組について】 

○ 東京湾流域別下水道整備総合計画基本方針と整合を図りつつ、高度処理や合流式下

水道の改善対策等を計画的に推進する。 

 

 

１－２－３．雨天時における流出負荷の削減 

合流式下水道からの雨天時未処理放流水による放流先での水質の悪化を防ぐため、策定

した合流式下水道の改善計画に基づき、中小規模の都市では平成 25年度末までに、大規模

の都市では令和５年度末までに、以下のような目標を達成するため、重点的に改善事業（ろ

過スクリーン設置、貯留施設、消毒施設整備等）を実施していく。 
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＜施策内容＞ 

○ 合流式下水道から排出される BOD汚濁負荷量を分流式下水道以下にする。 

○ 自然吐きやポンプ施設における全ての吐口において越流回数を少なくとも半減す

る。 

○ 原則として、自然吐きやポンプ施設における全ての吐口において夾雑物の流出防止

を実施する。 

 

【施策の実施状況】 

○ 合流式下水道を採用している自治体は、必要な改善対策を実施し、37都市・団体中、

34都市・団体において対策が完了した。 

○ 合流式下水道の雨水の影響が大きいときの放流水の水質の技術上の基準の遵守を確

認するため、水質検査を年１回以上実施した。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 平成 25 年度末までに、下水道法施行令に基づく改善対策を終えることとなってい

る自治体は 100%完了したほか、令和５年度目標の大規模な自治体においても着実に

進捗している。その結果、令和３年度末時点で合流式下水道改善率は東京湾流域に

おいて約 90%となり、９年間で 22ポイント増加した（平成 25～令和３年度）。 

○ 合流改善計画期間が終了した自治体においては、順次、各施策内容の目標（排出す

る汚濁負荷量を分流式下水道以下、越流回数を半減及び夾雑物の流出防止）の達成

に関する事後評価及び結果の公表に取組んでいる。 

 

【今後の取組について】 

○ 令和５年度末までに対策を完了すべき大規模の自治体においては、引き続き改善計

画に基づく合流式下水道の改善事業を実施するとともに、その進捗状況等を評価す

るなど、着実に推進する。 

○ 雨水の影響が大きいときの、合流式下水道の放流水質の技術上の基準の遵守を確認

するため、引き続き水質検査を実施する。 

 

１－２－４．農業集落排水施設 

農業集落排水施設について、上流部に位置する農村地域の水質改善を図り、陸域から東

京湾への汚濁負荷削減に資するため、未整備地域の整備を促進するとともに、老朽化施設

の更新整備や高度処理の導入の促進が一層図られるよう、関係機関の連携のもと進めてい

く。 

 

【施策の実施状況】 

○ 農業集落排水施設の整備として、９年間で 14 箇所が整備された（平成 25～令和３

年度）。 

（平成 24年度末 128箇所 → 令和３年度末 142 箇所） 

○ 老朽化施設の更新整備として、14箇所で着工された（平成 25～令和３年度）。 

（平成 24年度末 ７箇所 → 令和３年度末 21箇所） 
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○ 高度処理の導入として、２箇所で導入された（平成 25～令和３年度）。 

（平成 24年度末 34箇所/123箇所中 → 令和３年度末 36 箇所/123箇所中） 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 東京湾流域において、農業集落排水施設の整備済み人口の伸び率は、この９年間で

－４％（7.3 万人（平成 24 年度末)→7.0 万人※1（令和２年度末））となっている。

この間、全国の伸び率は-14%（343 万人→296 万人）※1、※2となっている。 

※１ 下水道への接続等により、農業集落排水施設整備済み人口が減少することが

ある。 

※２ 東日本大震災の影響により、福島県の一部を除く。 

 

○ 適切な汚水処理機能の維持のため、老朽化施設の更新整備が着実に推進されている。 

○ 処理水質の改善のための高度処理の導入についても、着実に推進されている。 

 

【今後の取組について】 

○ 東京湾の水質改善に向け、今後とも農業集落排水施設の普及、更新整備及び高度処

理の導入について、関係自治体と連携して推進する。 

 

１－２－５．浄化槽 

浄化槽については、住民意識を高めるほか、市町村が主体となって浄化槽の整備・維持

管理を行う事業を積極的に活用し、既存の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を

促進するとともに、窒素又はりんの除去性能を有する高度処理型浄化槽の整備の促進を図

る。 

 

【施策の実施状況】 

○ 東京湾流域においては、平成 24 年度末までに全体で約 475 千基の合併処理浄化槽

が設置され、その後約 59千基増加した（平成 25～令和２年度）。 

○ 合併処理浄化槽の転換に伴う単独処理浄化槽の撤去について、撤去費の国庫補助を

引き続き実施した。 

○ 市町村が主体となって浄化槽の設置や維持管理を行う公共浄化槽等整備促進事業に

ついて、市町村の負担を軽減するための補助を引き続き実施した。 

○ 高度処理型浄化槽については、東京湾流域において、平成 24 年度末までに全体で約

50 千基が設置され、その後約 48千基増加した（平成 25～令和２年度、ただし埼玉

県を除く）。 

○ 平成 22年度から平成 27年度まで低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業を実施し、

平成 28年度からは環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業を実施し、省エネ

浄化槽の整備及び単独処理浄化槽からの転換を行った。 

○ 適正な維持管理を実施し、浄化槽の機能を最大限に発揮させ、悪臭・水質汚濁等を

未然に防ぎ、生活環境の保全を図るため、浄化槽講習会等を実施し、市民の啓発に

努めている。 
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【実施状況の分析・評価】 

○ 東京湾流域における合併処理浄化槽の増加率は、1.15 倍（平成 24～令和２年度末）

となっている。、全国の増加率 1.2倍とほぼ同等であり、高度処理型浄化槽も含め着

実に整備が進められている。 

○ 東京湾流域における浄化槽設置については、継続的に事業が行われている点に加え、

平成 27年度までは低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業、平成 28年度からは環境

配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業も実施されたことにより、省エネ型浄化

槽の設置が促進されている。 

○ ウェブサイト、浄化槽講習会等により、浄化槽の適正な維持管理に対して、住民意

識の向上が図られている。 

○ 令和元年度からは単独処理浄化槽の撤去費だけではなく宅内配管の助成を行い、単

独処理浄化槽の転換促進が図られている。また、令和３年度補正予算以降はくみ取

り転換の撤去費及び宅内配管についても助成対象としている。 

 

【今後の取組について】 

○ 浄化槽の整備については、支援措置の充実・強化が図られており、引き続き、ウェ

ブサイト、浄化槽講習会等により、住民意識を高めるほか、市町村が主体となって

浄化槽の整備・維持管理を行う事業を積極的に活用するなど、単独処理浄化槽から

合併処理浄化槽への転換や高度処理型浄化槽の整備の促進を図る。 

○ 単独処理浄化槽の転換促進を目指し、単独処理浄化槽又はくみ取り転換の宅内配管

の助成を引き続き実施する。 

○ 公共浄化槽等整備推進事業について、市町村の負担を軽減するための補助や単独転

換又はくみ取り転換を行う際の撤去費について補助を引き続き実施する。 

 

１－３．河川の浄化対策 

河川の浄化対策については、河川直接浄化施設による浄化、浚渫等の有機汚濁対策に加

え、水質浄化等にも資する湿地や河口干潟再生等の自然再生を、当該河川関係住民の意見

を踏まえた河川整備計画に基づき、積極的に推進する。 

 

【施策の実施状況】 

○ 河川直接浄化施設による浄化、浄化用水の導入、浚渫等の有機汚濁対策として、平

成 25 年度から平成 29 年度は毎年度７河川、平成 30 年度６河川、令和元年度５河

川、令和２年度５河川、令和３年度４河川で河川浄化を実施した。 

○ 浚渫による有機汚濁対策として、平成 25年度 14河川、平成 26 年度 14河川、平成

27 年度 10河川、平成 28年度８河川、平成 29年度９河川、平成 30 年度８河川、令

和元年度３河川、令和２年度４河川、令和３年度７河川で浚渫を実施した。 

○ 湿地や河口干潟の再生による栄養塩の削減の推進として、平成 26年度１河川、平成

27 年度２河川、平成 28 年度１河川、平成 29 年度１河川、平成 30 年度２河川、令

和元年度１河川、令和３年度１河川で干潟再生を実施した。 

 

【実施状況の分析・評価】 



（案） 

 

 14 

○ 東京湾に流入する有機汚濁及び窒素・りん等の削減に寄与する、河川浄化や浚渫、

干潟再生の取組が着実に実施されている。 

 

【今後の取組について】 

○ 今後も浚渫、干潟再生を東京湾において継続的に実施していく。 

○ 浄化施設において、河川水質が改善し環境基準を満足している施設についてはプロ

ジェクトの目標設定の見直しを行っていく。 

 

１－４．面源から発生する汚濁負荷の削減 

１－４－１．貯留、浸透施設の設置 

面源から発生する汚濁負荷の削減を行うため、流出する負荷を浄化するだけでなく、貯

留・浸透施設の設置等により雨水の流出を抑制し、汚濁負荷の削減を図る。 

 

【施策の実施状況】 

○ 雨水浸透ますの設置の促進や、公共下水道整備による雨水浸透ます・浸透トレンチ・

浸透マンホールの設置を実施した。 

○ 雨水浸透ますの設置数は約 299千個増加した（平成 25～令和２年度）。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 雨水浸透ますは、平成 25 年度から令和２年度にかけて約 299 千個設置され、面源か

らの汚濁負荷削減に寄与している。 

 

【今後の取組について】 

○ 今後も、汚濁負荷削減のため貯留・浸透施設の設置に積極的に取組む。 

 

１－４－２．森林の整備・保全 

４都県の育成林において、水質浄化等にも資するため、適切な間伐の実施、複層林の造

成など多様な森林の整備を進め、樹木の健全な成長や下層植生の繁茂を促すとともに、林

地を保全するための施設の整備等を推進する。 

 

【施策の実施状況】 

○ 「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づき間伐を実施（平成 25～

令和元年度までの間伐面積約 39千 ha（民有林））するとともに、複層林化、広葉樹

林化など多様な森林の整備を行った。また、国有林においても、間伐等の森林整備

を着実に実施した（平成 25～令和元年度の間伐等面積：３千 ha）。 

○ 荒廃地の復旧や機能の低下した保安林の整備等を実施した（平成 25～30年度：227

箇所）。 

○ 保安林の計画的な指定及び適切な管理を推進した（保安林面積：平成 24 年度末：

137 千 ha、令和元年度末：138千 ha）。 

 

【実施状況の分析・評価】 
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○ 水源の涵養や土砂の流出・崩壊の防止等、森林の持つ公益的機能の発揮の上で特に

重要な森林を保安林に指定し、土地の形質の変更等を制限するとともに、その機能

を十分に発揮させるため、荒廃地の復旧や間伐等の森林整備の重点的実施により、

面源からの汚濁負荷削減に寄与している。 

○ 森林は成長や状態に応じ、適切な施業の実施が不可欠である中、森林の整備・保全

の諸施策が継続的に実施されている。 

○ 一方で、間伐が進みにくい条件の不利な森林など、手入れが行き届いていない人工

林も残されているため、更なる間伐等の対策の推進が必要である。 

 

【今後の取組について】 

○ 今後も、多様で健全な森林の整備・保全等を着実に推進するとともに、面源からの

汚濁負荷削減を図るため、公益的機能の発揮の上で特に重要な森林について保安林

の指定、荒廃地の復旧等を推進する。 

 

１－５．浮遊ゴミ等の回収 

景観等の観点から行う浮遊ゴミ等の回収については、流域全体の取組が有効なことから、

流域に住む住民の協力が重要であり、公的主体のみでなく、市民活動の取組を促進する必

要がある。 

【施策の実施状況】 

市民とともに清掃活動を実施した例は以下のとおりである。 

○ 埼玉県では、河川愛護意識の一層の高揚と良好な河川環境の維持・保全に資するこ

とを目的に、県管理河川においてボランティアで河川の美化活動を実施する自治会

や愛護団体等に対して「川の国応援団美化活動団体」への登録制度を設けて、その

活動を支援している。令和３年度末における登録団体数は 484団体となっている。 

○ さいたま市では、綾瀬川において市民参加による清掃活動を実施し、2,460kg のゴ

ミを回収した（平成 25～30年度）。なお、令和元年度は台風 19 号の影響により、令

和２、３年度は新型コロナウイルスの影響により中止となっている。また、市が管

理する河川・遊水地・公園内の水辺等について自治会、企業、市民団体等が環境美

化活動等を行い、市がこれを支援する制度として、「さいたま市水辺のサポート制度」

を策定した。令和３年度末における参加団体は 16団体となっている。 

○ 横浜市では、地域住民等により構成された水辺愛護会が河川、せせらぎ緑道などの

美化活動等を行い、市は活動の規模や内容に応じて、補助金の交付等の支援を行っ

た（平成 25～令和３年度）。 

○ 川崎市では、市と市民が協働で河川や水路の環境を良好に保ち、快適な水辺にふれ

あい、親しむことができるよう市民の活動を支援し、市民が自主的、日常的に清掃

活動等を行う「川崎市河川愛護ボランティア制度」を設けており、その制度に登録

したボランティア団体に対して、清掃活動等に係る消耗品等を配布し、市民協働に

よる河川における美化活動等を推進した。 

○ 千葉県では、「千葉県河川海岸アダプトプログラム」により、県が管理する河川及び

海岸において、清掃、除草、草花の植栽や水辺における環境の保全に関する活動な

どを実施している団体等と合意書を締結し、ボランティア活動に関する機械器具の
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貸与等の支援を行っている。令和３年度末現在の、東京湾及び東京湾流入河川で美

化活動を行う登録団体数は 40団体となっている。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 市民の水辺愛護意識の向上や良好な水辺環境の維持・保全に向けて、市民とともに

清掃活動を実施し、ゴミの回収が行われている。地域住民の活動により、より細微

にわたる清掃が可能となるほか、行政経費の低減にも寄与していると考えられるこ

とから、ゴミ等の回収に対し、流域に住む住民の協力は重要であり、市民参加型の

取組が進展しており、評価できる。 

○ 市民団体等の清掃活動等を支援することにより、良好な水辺環境の保全と美化が推

進されている。 

 

【今後の取組について】 

○ 今後も、市民参加型のゴミ回収等の取組を更に広げるとともに、海洋プラスチック

削減等、流域全体の取組みとして啓発していく。 

○ 今後も広報活動などにより、アダプト制度の普及啓発を図っていく。 

 

２．海域における環境改善対策  

２－１. 貧酸素水塊や青潮の影響からの効果的な回避又は軽減を図るための取組 

貧酸素水塊の減少及び生物生息場の拡大等に資する干潟・浅場・藻場等の保全・再生・

創出、覆砂等による底質改善、生物付着の促進や生物生息場の創出を目指した生物共生型

護岸等の整備・改修、青潮の形成要因となる硫化物の発生場所の一つとされる深掘跡の埋

戻しを推進する。 

 

【施策の実施状況】 

○ 千葉県富津沖において、陸上建設発生土を有効活用した窪地の埋戻し及び覆砂によ

る浅場造成（約94ha）を実施するとともに、モニタリング（工事中の水質調査、底

質・底生生物調査等）を実施した（平成25～令和３年度）。 

○ 千葉港及び湾奥部において、深掘り跡の埋戻し（約915万m3）を実施した（平成25

～令和3年度）。 

○ 川崎港において、建設発生土を有効利用し、深堀跡への埋戻し（約52万m3）を実施

した（令和2～3年度）。 

○ 東京港野鳥公園において、干潟拡張工事を実施した（平成29年度完了）。 

○ 東京港の運河部等において、覆砂工事を約16ha実施した（平成25～令和３年度）。 

○ 横須賀港追浜地区において、港湾工事から発生した浚渫土砂等を有効利用した浅海

域（干潟）の整備に向け、関係者・関係機関との調整等を経て、浅海域（干潟）の

整備を実施した（平成30年度）。 

○ 関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所構内に整備された干潟・磯場実験施設

「潮彩の渚」において、実証実験、モニタリング等を実施した。 

○ 横浜市高島水際線公園に整備された「潮入りの池」において愛護会を結成し、生物

観察・自然体験活動を実施した（平成 27年度～）。 

 



（案） 

 

 17 

【実施状況の分析・評価】 

○ 千葉県富津沖の浅場造成により、底生生物や魚類等多様な生物の生息が確認されて

おり、環境改善の効果が見られた。 

○ 千葉港及び湾奥部に存在する深掘り跡の埋戻しにより生物の蝟集効果が認められ

た。 

○ 川崎港における深堀跡への埋戻しにより、底泥から溶出する汚濁物質の低減を図っ

た。 

○ 東京港野鳥公園において、干潟拡張工事が完了した。 

○ 東京港勝島運河において、覆砂工事が完了した。完了後の事後調査により環境が改

善されたことが確認された。 

○ 横須賀港において、浚渫土砂等を有効利用した浅海域（干潟）の整備が完了した。 

（令和元年の台風被害により一般開放は見送っている）。 

○ 「潮彩の渚」において、生物の付着・生息が199種確認されており、多様な生物の

生息場として安定した環境の形成に寄与することが確認された。 

○ 「潮入りの池」において、整備された池がハゼ・エビを始めとする生物生息場とし

て機能している様子が確認されるとともに、近隣の小学校による総合学習の場とし

ても活用されている。 

 

【今後の取組について】 

○ 富津市富津地区において、引き続き陸上建設発生土により、富津沖に存在する窪地

の埋戻し及び覆砂による浅場造成とモニタリング（工事中の水質調査、底質・底生

生物調査等）を実施する。 

○ 千葉港及び湾奥部において、漁場造成の一環として引き続き深掘り跡の埋戻しを実

施する。 

○ 川崎港において、底泥から溶出する汚濁物質の低減を図るため、引き続き、深堀跡

への埋戻しを実施する。 

○ 港湾構造物の整備・改修にあたっては、生物や環境へ配慮した施設の導入に向けて

必要な対策を検討・実施する。 

○ 干潟などの生物生息場の造成にあたっては、生物や環境へ配慮するとともに、市民

等の活動の場として活用できるよう安全面にも配慮する。 

 

貧酸素水塊や青潮の発生メカニズムに対する更なる解明を進めるとともに、これらに係

るモニタリング技術や緩和技術の開発を推進する。 

 

【施策の実施状況】 

○ 東京湾の流況・水質を再現し、貧酸素化緩和技術の評価等、将来環境予測を行うた

め東京湾全体のシミュレーションモデルの構築を進めた（平成25年度）。東京湾の

流況・水質シミュレーションのモデル及び入力パラメータの妥当性の評価（平成26

年度）、シミュレーションモデルの精度向上（平成30年度）を実施した。 

○ 千葉県が、東京湾貧酸素水塊分布予測システムによる分布予測情報の提供、貧酸素

水塊の漁業資源への影響調査を実施した。また、より精度の高い貧酸素水塊の分布
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予測や青潮被害軽減シミュレーションシステムの開発に取組んだ。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ シミュレーションモデルにおいて、概ね高い精度で既往観測が実施されている流

況、水質等の再現ができた。 

○ 精度の上がった東京湾貧酸素水塊分布予測システムによる分布予測をウェブサイト

で公表することにより、漁業者の漁場利用の効率化を図った。 

 

【今後の取組について】 

○ 港湾空港技術研究所などと協働し、東京湾全体のシミュレーションの標準化につい

て取組む。 

○ 精度の上がった東京湾貧酸素水塊分布予測システムを運用し、漁業者の漁場利用の

効率化を図る。 

 

２－２．底泥の除去や浮遊ゴミの回収等の実施 

これまでに堆積した有機物の除去対策及び堆積した有機物からの硫化物等の溶出防止対

策として、運河等の湾奥部を中心とした堆積有機物をはじめとする底泥の除去（汚泥浚

渫）等を効果的に推進する。 

 

【施策の実施状況】 

○ 東京港において汚泥浚渫を約24万m3実施した。（平成25～令和３年度）川崎港にお

いて、建設発生土を有効利用し、深堀跡への埋戻しを実施した（令和２～３年

度）。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 東京港における汚泥浚渫により、底泥から溶出する汚濁物質の低減を図った。 

 

【今後の取組について】 

○ 東京港において、底泥から溶出する汚濁物質の低減を図るため、引き続き、汚泥浚

渫を実施する。 

 

 

海面を漂う浮遊ゴミ・油等については、親水空間への漂着による景観及び快適性の観点

や水質改善の観点から、効率的な回収を進める。 

 

【施策の実施状況】 

○ 国土交通省が所有する清掃兼油回収船「べいくりん」により、浮遊ゴミ

（1,254m3）の回収を実施した。また、海洋短波レーダーを活用した浮遊ゴミの回

収システムにより「べいくりん」の回収エリア、航行ルートを決定する際の基本情

報として活用している（平成25～令和３年度）。 

○ 千葉港及び木更津港において、により浮遊ゴミ（22,679m3）の回収を実施した（平

成25～令和3年度）。 
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○ 東京港において、清掃船により浮遊ゴミ（20,502m3）の回収を実施した（平成25～

令和３年度）。 

○ 横浜港において、清掃船により浮遊ゴミ（13,538M/T）の回収を実施した（平成25

～令和３年度）。 

○ 川崎港において、清掃船により浮遊ゴミ（3,178m3）の回収を実施した（平成25～

令和３年度）。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 湾内の一般海域・港湾区域内において、国土交通省及び港湾管理者が所有する清掃

船等により浮遊ゴミ・油等の回収を行っており、親水空間の景観及び快適性の向上

や水質改善に向けた取組を着実に実施している。 

○ 海洋短波レーダーを活用した浮遊ゴミの回収システムにより効率的な回収を実施し

ている。 

 

【今後の取組について】 

○ 親水空間の景観及び快適性の向上や海域における水質改善のため、引き続き、清掃

船等による浮遊ゴミ・油等の回収を実施する。 

○ 清掃兼油回収船「べいくりん」においては、引き続き、海洋短波レーダーを活用し

た回収システムを利用し、効率的な浮遊ゴミの回収を実施する。 

 

 

NPOや企業、漁業者等による海底ゴミの回収や海浜・干潟の清掃活動を推進する。 

 

【施策の実施状況】 

○ 国、自治体と市民等により、東京湾クリーンアップ大作戦等の清掃活動を行ってい

る。 

○ 千葉港中央地区において、千葉ポートパーク周辺の清掃活動を実施し、850人が参

加した。 

○ 川崎港東扇島地区において、清掃活動を行い、2386人の参加で41.5トンのゴミを回

収した（平成25年～令和元年度）。 

○ 東京港お台場海浜公園及び城南島海浜公園において、海浜清掃を実施し、13,646人

の参加者により12.0トンのゴミを回収した（平成25～令和３年度）。 

○ 横浜港山下公園前面水域において海底の清掃を実施し、741人の参加者により5.4ト

ンのゴミを回収した（平成25～令和2年度 ※令和3年度はコロナ禍のため中止）。 

○ 横須賀港走水海浜地において、海浜清掃を実施し、1,407人の参加者により1.6トン

のゴミを回収した（平成25、28～30、令和元年度）。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 東京湾各地において、多くのNPOや企業、漁業者等が参加して清掃活動が継続的に

実施されている。 

 

【今後の取組について】 
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○ 引き続き、NPOや企業、漁業者等による海底ゴミの回収や海浜・干潟の清掃活動を

推進する。 

 

２－３．低炭素・循環型社会の構築に向けた取組 

東京湾における資源の有効活用を図るため、海藻等のバイオマスエネルギーの活用や底

泥の浄化速度を向上させる技術開発等に向けた検討を実施していく。 

地球温暖化対策の観点から海洋における炭素固定（ブルーカーボン）の調査研究や再生

可能エネルギーの利活用等についても、より一層推進する。 

 

【施策の実施状況】 

○ ブルーカーボンに関する定量評価の確立に向け、CO2吸収効果の計測手法に関する

調査研究を実施した（平成26年度）。気候変動の緩和機能と減災機能の便益算定法

の検討、各港湾整備事業による緩和機能と減災機能評価法の検討を実施した（平成

27年度）。国内外の藻場・干潟・サンゴ礁，マングローブとその流域，外海におい

ては，炭素動態に関連する水底大気質を実測するとともに、干潟水槽・メソコスム

水槽において，炭素動態に関する実験を実施した。また浅海域生態系による波浪減

衰や越流量低減効果に関するモデル化と試計算した（平成28-30年度）。ブルーカ

ーボンの活用に関する検討を目的に、平成29年２月に設置された「ブルーカーボン

研究会」においては、地球温暖化対策の吸収源の一つとして定めることを目標に定

量化に係る検討が行われた。令和元年６月に「地球温暖化防止に貢献するブルーカ

ーボンの役割に関する検討会、（以下、「ブルーカーボン検討会」という。）」を

設置し、CO2吸収量の客観的な評価手法等について検討を進めた。令和２年７月に

ブルーカーボンに関する試験研究を行う、「ジャパンブルーエコノミー技術研究組

合（JBE)」の設立を認可した。令和２年度には、藻場の保全活動等によるブルーカ

ーボン生態系が吸収したCO2量をJBEがクレジットとして認証し、取引を可能とする

「ブルーカーボン・オフセット・クレジット制度」を全国制度とするための制度試

行の取組を進め、横浜港において試行を実施し、約23トンのCO2吸収量を取引が成

立した。令和3年度には横浜港・徳山下松港・北九州港・神戸港の４港で試行を実

施し、約65トンのCO2吸収量が取引された。 

○ 平成28年５月に港湾法が改正（７月１日施行）され、港湾区域等を占用する者を公

募により決定する手続き（占用公募制度）を創設した。当該制度の的確な運用を図

るため、「港湾における洋上風力発電の占用公募制度の運用指針」を策定し、改正

港湾法の施行に合わせて公表した。平成30年３月に「洋上風力発電設備に関する技

術基準の統一的解説」、「洋上風力発電設備の施工に関する審査の指針」、平成31

年３月には「洋上風力発電設備の維持管理に関する統一的解説」が策定・公表さ

れ、令和２年３月にこれらの改訂版を公表した。平成30年11月に海洋再生可能エネ

ルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律が成立（平成31年４月

施行）し、一般海域における占用公募制度が創設された。令和元年11月に港湾法が

改正（令和２年２月施行）され、海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭（洋

上風力発電設備の設置及び維持管理に利用される埠頭）を有する港湾を国土交通大

臣が基地港湾として指定し、発電事業者に当該港湾の同埠頭を長期間（最大30年
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間）貸し付ける制度が創設された。 

○ 横浜ブルーカーボン事業によるカーボン・オフセット制度を運用し、クレジットの

活用を推進したほか、普及イベント等を開催した。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ ブルーカーボンの調査・研究や活用に向けた検討、特にJBEと連携して実施した

「ブルーカーボン・オフセット・クレジット制度」の全国制度化に向けた取組や衛

星を活用したブルーカーボンの高精度データ把握・管理システムの開発が進んだ。 

○ 洋上風力発電設備の円滑な導入に向けた取組を着実に実施した。 

○ 横浜市独自のカーボン・オフセット制度の運用やブルーカーボンの啓発に向けた取

組が進んだ。 

 

【今後の取組について】 

○ 引き続き、「ブルーカーボン検討会」において、「ジャパンブルーエコノミー技術

研究組合」と連携しつつ、「ブルーカーボン研究会」の協力を得ながら、ブルーカ

ーボンをCO2吸収源として活用していくための具体的な検討を進めていく。 

○ 港湾区域及び一般海域における占用公募制度を円滑に運用していく。 

○ 横浜ブルーカーボン事業によるカーボン・オフセット制度を引き続き運用し、クレ

ジットの活用を推進する。 

 

２－４．東京湾における漁業の活性化を図るための取組 

漁場環境の改善による水産資源の維持・増大を図り、資源情報の収集・管理を通して、

漁業経営の安定化を推進する。 

 

【施策の実施状況】 

○ 千葉県三番瀬から盤洲干潟、富津干潟において、漁業者が実施する干潟の保全に係

る活動（覆砂、耕うん、カイヤドリウミグモやツメタガイ等の有害生物の駆除）を

支援した（平成25～令和３年度）。 

○ 令和２年度に発足した「東京湾関係漁連・漁協連絡会議」の活動に対して、１都２

県で協力して支援を行った。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 漁業者による干潟の保全に係る活動により一定の効果は認められるものの、依然と

してアサリ資源量は低調であることから、引き続き、漁場環境の改善への取組を継

続することが必要である。 

 

【今後の取組について】 

○ 引き続き、漁業者の干潟の保全に係る活動を支援し、アサリ等の二枚貝資源の増大

に取り組むほか、東京湾関係漁連・漁協連絡会議の活動に対し、支援を行う。 
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２－５．海域環境改善に向けた活動の輪を広げるための取組 

NPOや企業、漁業者等による藻場等の造成を推進する。 

 

【施策の実施状況】 

○ 横浜港の公共水域を民間企業に開放し、NPO、漁業者等と連携したアマモ場造成に

関する活動（UMIプロジェクト）を実施した。 

○ 千葉県において、富津岬から館山市平砂浦間の海域の藻場の状況を調査した（平成

29年度）。関係者会議等を開催し、藻場の保全・回復に向けた取組指針（内房海域

編）を策定した（平成30年度）。計３地区において漁業者が実施する藻場の保全に

係る活動（ウニ等の食害生物の除去など）に対し支援した（令和２～３年度）。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ UMIプロジェクトに多くのNPOや企業、漁業者等が参加するとともに、アマモ場の分

布範囲が広がりを見せており、数年にわたる移植・播種の成果が現れている。 

○ 藻場保全に向けた活動が始まったものの、藻場の回復には、多くの労力と長い時間

を要することから、引き続き、取組を継続することが必要である。 

 

【今後の取組について】 

○ UMIプロジェクトを継続するとともに新たな実施場所の検討を行う。 

○ 引き続き、漁業者の藻場の保全に係る活動を支援し、藻場の保全・回復に努める。 

 

民間の護岸所有者が護岸の津波・高潮対策や耐震強化又は液状化対策等の整備若しくは

改修を行うに際し、生物環境への配慮に資する技術的支援や助言を行う。 

 

【施策の実施状況】 

○ 生物共生型港湾構造物の整備・改修の検討に当たり事業者が技術資料として活用で

きるよう、「生物共生型港湾構造物の整備に関する技術的ガイドライン」を策定・

公表（平成26年度）した。港湾構造物の設計の基準である「港湾の技術上の基準」

の改定において、「環境の保全に資する構造物に係る規定」を新設（平成29年度）

した。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ ガイドラインの策定や規定の新設により、民間企業など多様な主体において、生物

共生型港湾構造物の整備を検討することが可能となった。 

 

【今後の取組について】 

○ 引き続き、生物共生型港湾構造物の整備が促進されるよう技術的支援や助言を実施

する。 
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多様な者との連携・協働による海における環境教育や体験学習、マリンレジャー、関連

イベント、「江戸前」をはじめ多様で豊かな恵みの啓発や情報発信等の機会の創出を推進

するとともに、市民が海に親しみやすい環境の整備を図る。 

 

【施策の実施状況】 

○ 東京湾各地において、マリンレジャー普及を図るため、「UMI協議会」の参加団体

が、ボート試乗体験等のイベントを開催。また、プレジャーボート等によるクルー

ジングのモデルルート「マリンチック街道」を湾内に２ルート整備した。 

○ 干潟・磯場実験施設「潮彩の渚」において、アサリ調査や生物観察会といった一般

市民を対象とした体験学習や、近隣の小学校及び住民を対象とした海に関する環境

学習を行った。 

○ 清掃兼油回収船「べいくりん」において、中学生を対象とした職場体験学習を実施

した（平成26～令和元年度）。 

○ 千葉県において、漁業者による千葉県内外の住民、地域の小学校の教師及び児童を

対象とした干潟の環境教育や漁業体験の取組を支援した（平成27年度～令和３年

度）。千葉県立中央博物館内での常設展示に加え海岸植物・東京湾の海鳥を対象と

した観察会を企画した。 

○ 魚食普及促進に向け、「新鮮！ちばのさかな！水産物直売所マップ」などのパンフ

レット等の配布、ウェブサイト「千葉さかな倶楽部」の運営、千葉県産水産物の販

売促進のための取組・PRイベント出展への支援を実施した。また、「千葉ブランド

水産物」への認定に向けた取組への支援、認定後の認知度拡大のための取組への支

援を実施した。 

○ 東京港において、お台場海浜公園では、東京都と小学校PTA、NPO、地元区が協働し

て、地元の小学校を対象としたのりづくり体験学習イベントを毎年３回開催した

（平成25～令和３年度）。海の森では、一般市民、企業を対象に植樹（平成25～27

年度）や、植樹値内の下草刈りや枝払いなどを行う育樹（平成28～令和３年度）を

開催した。 

○ 川崎港において、外国船見学会、水環境体験ツアー、多摩川河口干潟の生きもの観

察会や各種団体等による夏休み川崎港見学会、夏休み海洋環境教室、川崎みなと祭

り、水辺の楽校、のり作り体験教室を実施した（平成25～令和3年度）。 

○ 横須賀港において、「横須賀うみかぜカーニバル」を開催し、ボート試乗体験等、

マリンスポーツの体験イベントを実施した。 

○ 葛西海浜公園（平成 24年～）及びお台場海浜公園（平成 26 年～）において期間限

定の海水浴が復活し、それぞれ約 32 万人、約２万人が海水浴を体験した。また、葛

西海浜公園においては、海水浴期間中の日曜・祝日に、漁業体験、和船乗船体験、

生物観察などの各種体験を行う「里海まつり」が開催された。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 東京湾各地において、自治体や漁業者等の多様な者との連携・協働による環境教育

やイベント等が開催されており、市民が海の自然・生物と親しむ機会やより多くの

人が港を訪れる機会の創出、環境、水産業の理解・増進、伝統文化の継承等が推進
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された。  

 

【今後の取組について】 

○ 東京湾各地において、引き続き、環境学習や体験学習、様々なイベント等を実施し

ていく。 

○ 川崎港においては、開放的な親水空間の創出や港湾緑地の整備に向けた取組を進め

る。 

○ 環境学習等においては、水族館や自然観察舎のような自然・生物とふれあえる施設

の活用を進めるとともに、環境学習やイベントを実施できる施設やその運営体制の

強化に努める。 

 

３．東京湾のモニタリング  

３－１．東京湾環境一斉調査の実施 

平成 20年から実施している東京湾水質一斉調査については、継続して実施することとす

る。東京湾水質一斉調査は、海域では DO、水温、塩分、透明度、陸域では COD、水温、河川

流量を主な調査項目とし、必要に応じて調査項目を検討する。併せて実施している生物調

査については、生態系の維持機構と変遷課程が評価できるものにするため、調査生物種、

調査方法及び評価方法について検討を行う。 

施策の実施状況】 

○ 平成 20年度に国及び八都県市等が連携して、第１回東京湾水質一斉調査（平成 25

年度以降は「東京湾環境一斉調査（東京湾における流域及び海域の環境一斉調

査）」に改称）を実施し、以降毎年度８月第一水曜日を調査基準日（悪天候の場合

は９月に再設定）とする水質調査の他、生物調査や環境啓発活動を実施している。

平成 26年以降では、九都県市首脳会議環境問題対策委員会水質改善専門部会、東京

湾岸自治体環境保全会議及び東京湾再生官民連携フォーラム東京湾環境モニタリン

グの推進プロジェクトチームと協働で開催しており、例年、多様な主体に属する多

数の参加者が、各種調査やイベントを行っている。 

○ 東京湾環境一斉調査参加者による「東京湾環境一斉調査ワークショップ」を平成 22

年度より継続して開催し、調査成果を「東京湾環境マップ」として取りまとめ、東

京湾環境一斉調査参加者等への配布、国土技術政策総合研究所のウェブサイト(htt

p://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/engan/kaiyou/kenkyu/map-sympo.html)での公表

を通じ、東京湾環境一斉調査の普及に取組んでいる。また、年度ごとに水質調査、

生物調査及び環境啓発活動の実施結果を取りまとめた報告書を東京湾環境一斉調査

のウェブサイト(https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TB_Renaissance/Monitori

ng/General_survey/index.htm)にて公表している。 

○ 平成 27年度には「東京湾再生のための行動計画（第二期）」の評価指標に併せて東

京湾環境一斉調査の調査項目の見直しを実施した。結果、海域における調査項目を

「溶存酸素量（DO）、水温、塩分、化学的酸素要求量（COD）、透明度」とし、陸域

における調査項目を「DO、水温、流量、COD、透視度」とした。 

 

【実施状況の分析・評価】 
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○ 東京湾環境一斉調査については、官だけでなく民間企業、研究機関、NPO等から多数

の参加・協力を得ている。参加機関数は平成 25 年度 174 機関、平成 26 年度 167 機

関、平成 27年度 121機関、平成 28 年度 156 機関、平成 29 年度 176 機関、平成 30年

度 204 機関、令和元年度 211機関、令和２年度 177 機関、令和３年度 161機関、令和

４年度 183機関であった。毎年 100 を大きく超える機関から参加を得ており、イベン

トとして定着している（なお、参加機関数は水質調査、生物調査及び環境普及啓発活

動の実施機関の重複を含む数値である）。 

○ 東京湾環境一斉調査の継続的な実施により、東京湾とその関係する陸域の水質環境の

把握及び東京湾の汚濁メカニズムの解明等に寄与している。 

○ 生物調査については、より多くの国民に東京湾再生に向けた取組に対する関心を持っ

てもらうため、従来の調査に加え、平成 29年度からは市民も参加できる「干潟調査」

を、平成 30 年度からは「干潟調査」の一環として特定の生物種に着目した「カニ生

息一斉調査」を新たに設けるとともに、後者については調査方法等の検討の一環とし

て専用の調査シートを作成した。さらに、調査地点のマップを作成することにより、

「生物調査」が実施されている地域が可視化され、新しく調査に参加する団体等が調

査地点を検討する際の参考としても活用できる資料となった。これらの取組を実施し

た結果、多様な生物種についての報告が蓄積されたことから、干潟生物種のリスト作

成など、調査生物種の検討に資するデータ整理に着手し、関係者の関心を高めること

ができた。 

 

【今後の取組について】 

○ 関係機関と連携し、今後も継続して東京湾環境一斉調査を実施する。また、東京湾環

境一斉調査ワークショップも併せて継続実施する。 

○ 生物調査については、引き続き調査生物種、調査方法及び評価方法を「大阪湾生き

物一斉調査」なども参考にしつつ検討する。 

○ 東京湾環境一斉調査への参加者の増加及び結果の周知のため、効果的な周知方法を検

討する。また、調査内容の充実についても検討する。 

 

３－２．国の機関における取組 

定期的に船舶を使用した水質調査を実施するとともに、千葉灯標のモニタリングポスト

を継続運用し、ウェブサイトなどを通じデータの提供を行う。また、人工衛星を利用した

水質の監視を実施する。さらに、外部有識者で構成される東京湾モニタリング研究会が作

成した「東京湾のモニタリングに対する政策助言」（平成 20 年３月）を踏まえ、今後、東

京湾内の灯浮標等を活用したモニタリングポストの増設を検討する。（海上保安庁） 

【施策の実施状況】 

○ 平成 25 年から令和３年までの期間において、毎月１回、第三管区海上保安本部所属

の測量船「はましお」により東京湾の水質（水温、塩分、DO、透明度）調査を実施し

た。得られたデータは令和４年 10月現在、第三管区海上保安本部のウェブサイト (h

ttps://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN3/kaisyo/tokyo_kankyo/tokyo_menu.htm）にて

公表されている。 

○ 令和４年 10 月現在、千葉灯標に設置されたモニタリングポストにより水質（水温、



（案） 

 

 26 

塩分、DO、濁度、クロロフィル）、海潮流（流向、流速）、海上風（風向、風速）の

定点観測を実施している。得られた観測データは「東京湾リアルタイム水質データ」

ウェブサイト（https://www1.kaiho.mlit.go.jp/monitoring/）にてリアルタイムで

公表されている。 

○ 人工衛星 TERRA・AQUA に搭載された MODIS を利用した赤潮等水質の監視を実施して

いたが、平成 31 年３月 31日に JAXA 地球観測センター（EOC）における MODIS データ

の配信が終了したことから、「地球観測衛星画像データ」ウェブサイト（https://w

ww1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/SAISEI2/area.html）の運用を停止した。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 船舶を使用した定期的な水質調査を継続的に実施し、調査結果の公表をウェブサイト

にて行った。 

○ モニタリングポストを使用した水質調査を継続的に実施し、観測データは「東京湾リ

アルタイム水質データ」ウェブサイト等にて確実に公表を行ったが、機器の老朽化に

より欠測となる期間が生じた。 

○ 東京湾内のモニタリングポストの増設について検討を行ったが、増設には至らなかっ

た。 

○ 人工衛星を利用した水質の監視については、MODIS のデータ配信が停止された平成 3

1年３月 31 日まで「地球観測衛星画像データ」ウェブサイトにて公表を行った。 

 

【今後の取組について】 

○ 東京湾環境一斉調査の機会等、船舶による水質調査を必要に応じて実施し、東京湾に

おける水質状況の把握や啓蒙活動に寄与していく。 

 

東京湾内の４カ所に設置したモニタリングポストにおける気象、水質、流況の定点観測

及び海洋レーダーによる東京湾内の表層流況の観測並びに湾口フェリー、清掃兼油回収船

などの船舶を使用した水質調査を継続し、得られた観測データは、東京湾環境情報センタ

ーを通じて公表する。今後、施策に即した、効率的なモニタリングについて、引き続き検

討を実施する。（国土交通省 関東地方整備局） 

【施策の実施状況】 

○ 東京湾内の４カ所（検見川沖、千葉港口第 1号灯標、川崎人工島、浦安沖）に設置し

たモニタリングポストにおける水質（水温、塩分、濁度、クロロフィル a、DO、pH）、

気象、流況の定点観測及び海洋レーダーによる東京湾内の表層流況の観測を実施して

いる。得られた観測データは、「東京湾環境情報センター」ウェブサイト（https:/

/www.tbeic.go.jp）を通じてリアルタイムで公表している。 

○ 国立研究開発法人港湾空港技術研究所において、富津（金谷）と横須賀（久里浜）を

結ぶ東京湾フェリーを活用し、東京湾口の流動及び水質観測（水温、塩分、クロロフ

ィルａ）を実施している。得られた観測データは当該研究所のウェブサイト（https:

//www.pari.go.jp/）にて公表している。 

○ 清掃兼油回収船「べいくりん」において、海洋環境整備事業の一環として東京湾内６

地点の水質調査（水温、水色、透明度、SS、濁度、DO、COD、T-N、T-P、クロロフィ
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ル a、塩分、pH）を月１回実施している。得られた観測データは、「東京湾環境情報

センター」ウェブサイト（https://www.tbeic.go.jp）を通じて公表している（平成

30年３月より）。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 東京湾内の４カ所に設置したモニタリングポスト及び海洋レーダーによる観測を確

実に実施している。観測データは、東京湾環境情報センターを通じてリアルタイムで

確実に公表している。 

○ 東京湾フェリーを活用した観測及び清掃兼油回収船「べいくりん」による調査を確実

に実施している。東京湾フェリーを活用した観測データは、国立研究開発法人港湾空

港技術研究所ウェブサイトで公表されており、清掃兼油回収船「べいくりん」による

調査データについても、平成 30年３月の観測データより「東京湾環境情報センター」

ウェブサイトを通じて公表をしている。 

○ 東京湾環境情報センターの平成 25年度から令和３年度のアクセス数は、年間で約 40

0,000 件（１日平均約 1,000 件）以上となっており、東京湾の海況をリアルタイムに

把握するためのツールとして定着しつつある。 

 

【今後の取組について】 

○ 今後も継続してモニタリングポストや船舶等による観測を実施する。 

○ 「東京湾環境情報センター」ウェブサイト等を活用したモニタリング結果のデータ提

供を推進する。 

 

東京湾西部沿岸域における貧酸素水塊の発生海域である京浜臨海部（多摩川河口から帷

子川河口まで）の運河・水路部の浅場の複数地点において、魚類の採集調査と水質調査

を、貧酸素水塊の発生前、発生時及び解消後にそれぞれ実施することにより、浅海域に生

息する魚類の群集種変化と移動に貧酸素化が及ぼす影響を解明する。（水産庁） 

【施策の実施状況】 

○ 平成 25年度から平成 29年度まで「赤潮・貧酸素水塊対策推進事業」において独立行

政法人水産総合研究センター（現国立研究開発法人水産研究・教育機構）、神奈川県

水産技術センター、千葉県水産総合研究センター及び東京都島しょ農林水産総合セン

ター（平成 25～平成 26年度）が共同で上述施策も含めた調査研究を実施した。調査

研究結果を取りまとめたパンフレットについては水産庁のウェブサイト（https://w

ww.maff.go.jp/j/budget/yosan_kansi/sikkou/tokutei_keihi/seika_H29/h29itaku_

seika_ippan/attach/pdf/index-132.pdf）で公表している。 

○ 同事業の成果を踏まえ、平成 30 年度から「漁場環境改善推進事業のうち貧酸素水塊

の予察技術、被害軽減手法の開発」において国立研究開発法人水産研究・教育機構、

千葉県水産総合研究センター及び神奈川県水産技術センターが共同で上述施策も含

めた以下の調査研究を実施している。 

 東京湾東部の干潟浅海域において、成長段階のイシガレイ等への貧酸素水塊の影

響把握と軽減策を検討する。また、内湾に点在する周囲より水深の浅くなったマ
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ウンド等の場所が生物の成育場もしくは避難場として機能しているか把握し、貧

酸素水塊による影響軽減策を検討する。 

 東京湾西部海域において、貧酸素水塊の波及状況とトリガイ等二枚貝類の生息状

況との関係を調べることで、貧酸素水塊による二枚貝類資源への影響を把握す

る。また、資源が回復するために必要となる環境条件や、貧酸素水塊発生海域に

おける稚貝等の採集効率や生存率を明らかにする。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ これまでの調査研究により、以下の内容が明らかになった。 

 東京湾のマコガレイについては、生活史において資源量増加のボトルネックの一

つとなっている産卵場の酸素環境及び着底稚魚の餌環境に着目して調査・検討し

たところ、産卵場環境の改善には底質の改善が有効であり、着底稚魚の生息場に

ついては、人工岸壁前面を整備することにより拡大できる可能性があることが分

かった。 

 東京湾のトリガイについては、海域ごとの特徴を踏まえた漁場の使い分けが妥当

であることが分かった。例えば、内湾北部は夏期の貧酸素化が解消する秋期に多

数の稚貝が着底して翌春に漁場が形成されるものの、次の夏には貧酸素水塊によ

って死滅することから、全量漁獲が妥当な生産海域としての活用が考えられる。

一方で、内湾南部は生息密度が低く漁場にはなり得ないが貧酸素化が長期化しに

くいことから、浮遊幼生の供給地と考えられる母貝場としての活用が考えられる。 

 東京湾北部沿岸において貧酸素水塊が河口生物に及ぼす影響を把握するため、三

枚洲と周辺水域で調査実施前に海底地形調査を行ったうえで、貧酸素水塊形成の

前後に水質・底質及び二枚貝等の生息調査を環境の異なる複数の地点で行った。

その結果、夏期の貧酸素水塊の形成、出水時の河川水による貧酸素化、硫化水素、

低塩分化、底質環境の違いが着底量に影響を及ぼしており、生物生息場の改善を

図るにあたっては、海岸線からの離岸距離が重要であることが推察された。 

 東京湾西部の運河・水路部と対照海域において水質及び魚類採集調査を行った結

果、周年を通じて貧酸素水塊からの避難場所となるための、地形等を踏まえた海

水の流れのコントロールの必要性が示唆された。例えば、潜堤の設置等により、人

工海浜のように沖合海域から貧酸素水塊の襲来があるところでは貧酸素水塊の侵

入を防ぎ、また砂だまりのようにその場で貧酸素水塊が発生する場所においては、

貧酸素水塊が発生しやすい海水の淀みができないようにする等の対策が有効と考

えられる。 

 

【今後の取組について】 

○ 東京湾における貧酸素水塊による漁業被害の軽減・防止に向け、引き続き研究開発を

行う。 
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公共用水域測定結果、水浴場水質測定結果等について、環境省ウェブサイト等を通じて

データ提供を行う。また、東京湾流域において発生する汚濁負荷量を把握するための発生

負荷量等算定調査を、また東京湾の水質等を把握するための広域総合水質調査を継続して

実施するとともに、その結果についてウェブサイトを通じてデータ提供を行う。（環境省

 水・大気環境局） 

【施策の実施状況】 

○ 都道府県、水質汚濁防止法政令市及び国（国管理一級河川）が毎年度実施している水

質の常時監視結果の報告を受け、データの集計･解析により全国的な水質の状況を把

握し、環境省ウェブサイト等にて公表している。 

○ 都道府県等が毎年度実施している水浴場（開設前）水質測定結果を環境省ウェブサイ

ト等にて公表している。その際、環境省ウェブサイト（「公共用水域水質測定データ、

水浴場水質測定データ、全国水生生物調査等の水環境情報に関する総合的な情報サイ

ト」。以下、水環境総合情報サイトという。）の URL（https://water-pub.env.go.j

p/water-pub/mizu-site/index.asp）を記載し、その概要を紹介する等、アクセス増

加に繋がる取組を実施している。 

○ 水質総量削減による汚濁負荷量削減効果を把握するため、COD については昭和 53 年

度以降、窒素及びりんについては平成 17 年度以降発生負荷量等算定調査を毎年度実

施している。 

○ 水質総量削減に関する指定水域の水質等を把握するため、昭和 53 年度以降広域総合

水質調査を毎年４回（春、夏、秋、冬）実施している。調査結果は水環境総合情報サ

イトにて公表している。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 水環境総合情報サイト等を用いた情報発信に積極的に取組むことにより、我が国の水

質状況把握、国民への周知に寄与しており、取得されたデータは広く活用されている。

水環境総合情報サイトは、令和３年度には約 1,100 万回のアクセスがあった。 

○ 東京湾における広域総合水質調査は、環境省からの委託を受けた関係都県等により確

実に実施されている。 

○ 公共用水域水質測定、発生負荷量等算定調査及び広域総合水質調査等の結果は、水質

総量削減等の重要な施策の検討・策定に活用されている。 

 

【今後の取組について】 

○ 公共用水域水質測定データ等の公表、国民への情報発信ツール（水環境総合情報サイ

ト等）の更新を継続して実施し、確実な情報提供を進める。 

○ 今後も継続して発生負荷量等算定調査、広域総合水質調査等を実施する。 

 

３－３．地方自治体における取組 

東京湾へ流入する河川について定期的に水質調査を実施する。（埼玉県） 

【施策の実施状況】 

○ 水質汚濁防止法第 16 条の規定により埼玉県が作成した水質測定計画に基づき、東京

湾に流入する河川の環境基準点 22点、補助点 11点において、月１回水質調査を実施
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している。 

○ 測定項目は、重金属や PCB 等健康項目 27 項目、DO や COD 等生活環境項目 12 項目を

含む全 84項目である。 

○ 水質調査の結果は、「公共用水域及び地下水の水質測定結果」として年度ごとに取り

まとめ、ウェブサイト（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/koukyouyousuiiki 

.html）にて公表している。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 水質調査を毎月確実に実施している。 

○ 「公共用水域及び地下水の水質測定結果」を年度ごとに取りまとめ、確実に公表して

いる。 

 

【今後の取組について】 

○ 今後も継続して水質調査を実施する。 

○ 調査結果を確実に公表することで、調査の実施・成果について住民及び関係機関に周

知を図る。 

 

水質測定計画に基づき、水質調査船を活用して東京湾の水質調査を実施するとともに、

環境省広域総合水質調査業務の一環として、東京湾の水質及び底質調査等を実施する。さ

らに、年間を通して赤潮・青潮調査を実施する。三番瀬においては、三番瀬自然環境調査

事業を実施する。（千葉県） 

【施策の実施状況】 

○ 水質汚濁防止法第 16 条の規定により千葉県が策定した水質測定計画に基づき、東京

湾内の環境基準点 20 点、補助点８点において、月１回あるいは隔月１回水質調査を

実施している。加えて、同測定計画に基づき、環境基準点２点あるいは３点において、

年１回底質調査を実施している。 

○ 水質測定項目は、重金属や PCB 等健康項目 25 項目、DO や COD 等生活環境項目 10 項

目を含む全 88項目である。底質調査の測定項目は、乾燥減量、COD等全 20項目であ

る。 

○ 年間を通して、東京湾の赤潮・青潮調査を実施している。赤潮の確認件数は、平成 2

5年度 13件（50 回出航）、平成 26年度 15 件（46 回出航）、平成 27 年度 11件（46

回出航）、平成 28 年度 12 件（47回出航）、平成 29 年度 14 件（57 回出航）、平成

30 年度 13 件（51 回出航）、令和元年度 13 件（47 回出航）、令和２年度 10 件（46

回出航）、令和３年度 7件（48回出航）である。 

○ 三番瀬自然環境調査事業の一環として三番瀬及びその周辺において、毎月２回鳥類

個体数調査を実施している。加えて、平成 26年度に底生生物及び海域環境調査を、

平成 27年度に稚魚生息状況調査を、平成 28年度に平成 23～平成 28年度の自然環

境調査結果の総合解析を実施している。 

○ 水質調査の結果は、「公共用水域及び地下水の水質測定結果」として年度ごとにま

とめ、各種調査の速報値、データベース等と併せて千葉県のウェブサイト（https:/

/www.pref.chiba.lg.jp/suiho/kasentou/koukyouyousui/index.html）で公表してい
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る。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 各種調査を毎月又は定期的に確実に実施している。 

○ 「公共用水域及び地下水の水質測定結果」等を年度ごとに取りまとめ、確実に公表し

ている。 

 

【今後の取組について】 

○ 今後も継続して各種調査を実施する。 

○ 調査結果を確実に公表することで、調査の実施・成果について住民及び関係機関に周

知を図る。 

 

水質測定計画に基づき、内湾の環境基準点・補助点及び運河部で定期的に水質・底質の

測定を行うほか、夏季を中心に赤潮の発生状況について調査を行う。 

また、東京都の10箇年計画である「2020年の東京」に基づき、魚類、鳥類等の水生生物に

ついて調査を行う。調査の結果をウェブサイトで公表し、データの提供を行う。（東京

都） 

【施策の実施状況】 

○ 水質汚濁防止法第 16 条の規定により東京都が作成した水質測定計画に基づき、東京

湾内の環境基準点８点、補助点 23 点において、月１回（「お台場」以外の補助点で

は年２～６回）水質調査を実施している。また、これらの測点を補うため、別途 19

点（運河 12 点、その他７点）を設け、運河では月１回、その他の地点では年２回水

質調査を実施している。加えて、同測定計画に基づき、東京湾内の環境基準点８点及

び運河６点において、年１回底質調査を実施している。 

○ 水質調査の測定項目は、重金属や PCB等健康項目 27項目、DOや COD 等生活環境項目

11 項目を含む全 72 項目である。底質調査の測定項目は、重金属や PCB 等健康項目 2

3項目である。 

○ 東京湾内の環境基準点等８点において、原則として４月から９月の期間に計 17 回赤

潮調査を実施している。 

○ 水生生物調査として、以下の内容で各種調査を実施している。 

 魚類調査：稚魚について東京湾内３点において年６回、成魚について東京湾内４

点において年４回実施 

 付着動物調査：東京湾内２点において年１回実施 

 底生生物調査：東京湾内５点において年２回実施 

 鳥類調査：東京湾内３点において年６回実施 

○ 水質調査の結果は、「公共用水域及び地下水の水質測定結果」として年度ごとにまと

めウェブサイト（https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/tokyo_bay/measur

ements/index.html）にて公表しているほか、全ての調査結果は東京都環境局のウェ

ブサイト（https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/）にて公表している。また、年

度ごとの報告書のほか、各調査実施後１ヶ月を目処に速報値を公表している。 
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【実施状況の分析・評価】 

○ 各種調査を毎月又は定期的に確実に実施している。これらの調査の継続的な実施は、

東京湾の水質や様相の変遷の把握に寄与している。 

○ 「公共用水域及び地下水の水質測定結果」等を年度ごとに取りまとめ、確実に公表し

ている。調査結果の確実な公表により、「東京湾再生のための行動計画（第二期）」

の評価等に活用されている。 

 

【今後の取組について】 

○ 今後も継続して各種調査を実施する。 

○ 調査結果を確実に公表することで、調査の実施・成果について住民及び関係機関に周

知を図る。 

 

水質汚濁防止法第16条の測定計画に基づく常時監視により東京湾の水質を把握するとと

もに、ウェブサイトにおいて測定結果の公表を行う。また、調査船による定期的な監視及

び漁業者等からの随時の情報収集により東京湾の赤潮発生状況を監視するほか、調査船が

実施する水質調査により東京湾の溶存酸素の状況及び貧酸素水塊の発生状況をウェブサイ

トにおいて発信する。（神奈川県） 

【施策の実施状況】 

○ 水質汚濁防止法第 16 条の規定により神奈川県が作成した水質測定計画に基づき、東

京湾内の COD環境基準点４点、補助点１点、及び全窒素・全りん環境基準点５点にお

いて、月１回水質調査を実施している。 

○ 測定項目は、重金属や PCB 等の健康項目 25 項目、DO や COD 等の生活環境項目 10 項

目を含む全 46項目である。 

○ 水質調査の結果は、「公共用水域及び地下水の水質測定結果」及び「神奈川県水質調

査年表」等として年度ごとにまとめ、ウェブサイト（https://www.pref.kanagawa.j

p/docs/pf7/suisitu/joukyou.html ）にて公表している。 

○ 漁業への影響の観点から、神奈川県水産技術センターにおいて調査船を用いた溶存酸

素等の定期モニタリングを実施している。また、漁業者からの情報提供に基づき赤潮

発生状況の監視を実施している。 

○ 溶存酸素や貧酸素水塊発生状況について、ウェブサイト（https://www.pref.kanaga

wa.jp/docs/mx7/cnt/f430693/p550034.html ）にて公表している。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 各種調査を毎月又は定期的に確実に実施している。 

○ 「公共用水域及び地下水の水質測定結果」及び「神奈川県水質調査年表」を年度ごと

に取りまとめ、確実に公表している。測定結果の情報発信に積極的に取組むことによ

り、関係者による取得データの活用や東京湾の水質状況の把握等に寄与している。 

○ 水質調査の結果は「東京湾総量削減計画」等の策定に活用されている。 

 

【今後の取組について】 

○ 今後も継続して各種調査を実施する。 
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○ 調査結果を確実に公表することで、調査の実施・成果について住民及び関係機関に

周知を図る。 

 

定期的に東京湾内での水質調査や底質調査等を実施し、それらの結果について適宜、東

京湾再生会議をはじめとする国や近隣自治体との広域連携の場を通じて情報共有化を図

る。（横浜市） 

【施策の実施状況】 

○ 水質汚濁防止法第 16 条の規定により神奈川県が作成した水質測定計画に基づき、東

京湾内の環境基準点６点、補助点１点において、月１回水質調査を実施している。 

○ 測定項目は、海域においては重金属や PCB 等健康項目 25項目、DO や COD等生活環境

項目 10項目を含む全 46項目である。 

○ 水質調査の結果は、「横浜市公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書」として

年度ごとにまとめ、令和元年度まで横浜市内の図書館に配架したほか、ウェブサイ

ト（https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/

kansoku/kanshi_center/reports.html）にて公表している。また、毎月の速報値は

ウェブサイト（https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ka

nkyohozen/kansoku/kanshi_center/odakusokuho/seahot03.html）にて公表してい

る。 

○ 本牧ふ頭基部に自動測定局を設置し、昭和 50 年度から令和２年度まで水温や COD 等

７項目について連続測定を実施した。 

○ 自動測定局における水質調査の結果は、「横浜市公共用水域及び地下水の水質測定結

果報告書」として年度ごとにまとめ、令和元年度まで横浜市内の図書館に配架したほ

か、ウェブサイト（https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kanky

o/kankyohozen/kansoku/kanshi_center/reports.html）にて公表している。 

○ 底質調査は水質調査地点と同じ地点について、粒度分布、COD、全硫化物等の測定を

実施している。また、底層水の DOについては概ね昭和 50年度から、底生生物につい

ては平成 20年度から継続して調査を実施している。 

○ 底質調査により得られたデータは、同様の調査を実施している九都県市の他自治体の

データと併せて報告書にまとめ、ウェブサイト（http://www.tokenshi-kankyo.jp/ 

water/survey1.html）にて公表している。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 各種調査を毎月又は毎年同時期に確実に実施している。これらの調査の継続的な実施

は、東京湾の水質や様相の変遷の把握に寄与している。 

○ 「横浜市公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書」等を年度ごとに取りまとめ、

確実に公表している。調査結果の確実な公表により、「東京湾再生のための行動計画

（第二期）」の策定等、各施策への活用が進んでいるものの、より一層の周知を図る

必要がある。 

 

【今後の取組について】 

○ 今後も継続して各種調査を実施する。 
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○ 「東京湾再生のための行動計画（第二期）」の期末評価等にデータを提供することで、

調査の実施・成果について住民及び関係機関に周知を図る。効果的な情報共有・公表

方法については引き続き検討を進める。 

 

水質モニタリング調査については、測定計画等に基づき、川崎港沖合部・運河部におい

てのモニタリングを実施し、ウェブサイト等を通じてデータの提供を行う。また水生生物

や底生生物についても継続的に調査を実施する。さらに平成24年10月に新たに策定した

「川崎市水環境保全計画」の考え方にある、水環境の４つの構成要素（水量、水質、水生

生物、水辺地）を視野に入れ、今後も水質監視体制の充実及び水生生物等の定期調査の充

実を図る。（川崎市） 

【施策の実施状況】 

○ 水質汚濁防止法第 16 条の規定により神奈川県が作成した水質測定計画に基づき、東

京湾内の環境基準点６点において、月１回水質調査を実施している。 

○ 測定項目は、重金属や PCB 等健康項目 25 項目、DO や COD 等生活環境項目 10 項目を

含む全 77項目である。 

○ 東京湾内の６点（毎年２点を３年間のローリング調査により実施）において、年２回、

12項目の底質調査と底生生物調査を実施している。 

○ 東京湾のうち川崎港内において、年１回、魚類等の生息状況の調査を実施している。 

○ 水質調査及び生物調査の結果は、「水質年報」として年度ごとにまとめウェブサイ

ト（http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-1-5-7-0-0-0-0-0-0.htm

l）にて公表している。また、毎月の速報値については、ウェブサイト（http://ww

w.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-1-5-1-1-0-0-0-0-0.html）にて公表して

いる。 

【実施状況の分析・評価】 

○ 水質調査、生物調査等を毎月又は毎年同時期に確実に実施している。これらの調査の

継続的な実施は、東京湾における水環境の把握に寄与している。 

○ 「水質年報」等を年度ごとに取りまとめ、確実に公表している。 

 

【今後の取組について】 

○ 今後も継続して各種調査を実施し、東京湾における水環境の保全に努める。 

○ 調査結果を確実に公表することで、調査の実施・成果について住民及び関係機関に周

知を図る。 

 

３地点の環境基準補助点のほかに幕張の浜地先及びいなげの浜地先に独自調査地点を設

置し、水質調査を実施するとともに、ウェブサイト等を通じデータの提供を行う。（千葉

市） 

【施策の実施状況】 

○ 水質汚濁防止法第 16 条の規定により千葉県が作成した水質測定計画に基づき、東京

湾内の環境基準補助点３点において、月１回水質調査を実施している。また、これら

の測点を補うため、千葉市独自で別途補足地点２点を設け、月１回水質調査を実施し

ている。 
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○ 測定項目は、重金属や PCB 等健康項目 25 項目、DO や COD 等生活環境項目 10 項目を

含む全 79項目である。 

○ 水質調査の結果は、「公共用水域水質調査結果」として年度ごとにまとめウェブサイ

ト（https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/kankyokisei/water_tyousake

kka.html）にて公表しているほか、「千葉市環境白書」（https://www.city.chiba.

jp/kankyo/kankyohozen/somu/hakusyo.html）にも掲載している。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 水質調査を毎月確実に実施している。 

○ 水質調査の結果は、「千葉市環境基本計画」や「千葉市水環境保全計画」の策定・評

価に活用されている。 

○ 「公共用水域水質結果」を年度ごとに取りまとめ、確実に公表している。 

 

【今後の取組について】 

○ 今後も継続して水質調査を実施する。 

○ 調査結果を確実に公表することで、調査の実施・成果について住民及び関係機関に周

知を図る。 

 

引き続き、市内を流れる河川の水質調査を実施するとともに、規制対象事業場への監

視・指導を行う。（さいたま市） 

【施策の実施状況】 

○ 水質汚濁防止法第 16 条の規定により埼玉県が作成した水質測定計画に基づき、東京

湾に流入する河川の環境基準点３点、補助点４点において、月１回水質調査を実施し

ている。また、これらの測点を補うため、さいたま市独自で別途補足地点 16 点（７

河川）を設け、月１回水質調査を実施している。 

○ 測定項目は、重金属や PCB 等健康項目 27 項目、DO や COD 等生活環境項目 12 項目を

含む全 89項目である。 

○ 水質調査の結果は、「さいたま市の環境」として年度ごとにまとめているほか、ウェ

ブサイト（https://www.city.saitama.jp/001/009/008/p009821.html）にて公表して

いる。 

○ 水質汚濁防止法及びさいたま市生活環境の保全に関する条例に基づき、規制対象事業

場への立入検査を平成 25 年度以降毎年実施している。令和３年度は 162 回実施し、

うち 19件の排水基準超過があり、改善指導を実施した。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 水質調査を毎月確実に実施している。 

○ 「さいたま市の環境」を年度ごとに取りまとめ、確実に公表している。 

○ 規制事業場への立入検査を確実に実施し、排水基準超過事業場に対しても適切に指導

を実施している。 

 

【今後の取組について】 
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○ 今後も継続して水質調査を実施する。 

○ 調査結果を確実に公表することで、調査の実施・成果について住民及び関係機関に周

知を図る。 

○ 規制対象事業場への立入検査を継続して実施する。さらに、排水基準超過の事業場に

対して適切な改善指導を行い、排水基準超過事業場数の減少に努める。 

 

４．アピールポイントにおける取組  

「東京湾再生のための行動計画（第一期）」と同じく、行動計画（第二期）においても、

いなげの浜～幕張の浜周辺、三番瀬周辺、葛西海浜公園周辺、お台場周辺、多摩川河口周

辺、みなとみらい 21 周辺、海の公園・八景島周辺の７つのアピールポイントを設定した。

各アピールポイントにおける、行動計画（第二期）策定当時の実施予定施策、平成 25年度

から令和３年度の施策の実施状況、施策の実施状況の分析・評価、今後の取組等について

まとめた結果を別表２に示す。 

行動計画（第二期）策定当時に実施を予定していた施策については、ほぼ着実に実施さ

れている。加えて、三番瀬②、葛西海浜公園周辺①②③④⑤、お台場周辺①②③④⑤、多摩

川河口周辺②④、みなとみらい 21周辺②③⑤、海の公園・八景島周辺⑤の各目標について

は、行動計画（第二期）策定当時は予定されていなかったものの、平成 25年度から令和３

年度までの間に多くの取組がなされた。特に、葛西海浜公園周辺に関しては、海水浴体験

や生物調査、各種市民体験型イベント、段階的な高度処理の導入等、お台場周辺に関して

は、生物調査や海辺の空間を利用したスポーツ大会、海水浴体験イベントの実施、浚渫や

高度処理の実施、市民参加の清掃活動等、多岐にわたる取組が実施されている。令和２年

度及び令和３年度は、新型コロナウイルス感染対策のため活動の休止や参加者の縮小が見

られたが、令和４年度においては、例年どおりといかないまでも、多岐にわたる取組が実

施された。 

上記のとおり、各アピールポイントにおいてはイベントの開催等をはじめとした各種取

組が活発に展開されていることから、アピールポイントは市民が施策の効果を実感できる

場所として有効に機能しているといえる。したがって、今後もアピールポイントの枠組み

と各取組を継続して実施していくとともに、これまで該当する取組が行われていない、か

つ今後も予定されていない目標（別表２「施策の実施状況（平成 25 年度～令和３年度）」

及び「今後の取組（令和４年度以降）」参照）については、行政機関のみならず多様な主体

と連携・協働し、新たな取組を模索していく。 

 

５．官民連携の推進  

 「東京湾再生のための行動計画（第二期）」では、多様な関係者の参画による議論や行動

の活発化を図るため、多様な主体で構成される「東京湾再生官民連携フォーラム」の設置

検討が盛り込まれた。これを受け、平成 25 年 11 月に「東京湾再生官民連携フォーラム」

（以下、「フォーラム」という。）が設置された。フォーラムの会員数は、立ち上げ時平成

25 年の個人 218名、93団体から、着実に増加し、令和４年 10 月時点の会員数は、個人 348

名、135団体となっている。併せて、その下には特定の問題について検討するためのプロジ

ェクトチーム（以下、「PT」という。）が組織され、令和３年度末時点では 10 つの PT が組

織されている。企業、NPO、研究者、官公庁といった多様な参加者から成るフォーラムは、

設立以降、東京湾再生に係る課題や科学的知見等の共有、参加者を結束点とした新たなネ
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ットワークの構築、東京湾再生推進会議への政策提案等、多岐にわたる活動を進めている。

引き続き官民連携の要である東京湾再生官民連携フォーラムの活動を支援し、多様な主体

との協働を推進することが必要である。 

以下に、フォーラムにおける主な取組を挙げる。 

 

（１）東京湾再生のための行動計画（第二期）の新たな指標に関する提案 

フォーラム設立以降、「『東京湾再生のための行動計画』の指標検討 PT」（現在の指標活

用 PT）を中心に、新たな評価指標の検討が進められた。行動計画（第一期）においては、

指標が「底層の溶存酸素量（DO）」のみであったため評価できない各種事業や NPO活動等

が多くあり、きめ細やかな評価指標の設定が必要であるという課題を踏まえ、より多く

の多様な主体を東京湾再生に惹きつけるべく、分かりやすく多様な評価指標の策定を目

標に検討が行われ、取りまとめられた提案書は平成 26 年 11 月東京湾再生推進会議へ提

出された。 

提案された評価指標は、行動計画（第二期）の全体目標の要素に沿って、計 28 項目の

多岐にわたるものであった。陸域における取組を評価するための「１人当たりの流入負

荷量」、「下水処理施設の放流水質」、海域における取組を評価するための「生物生息場の

面積・箇所数」、「生物共生型港湾構造物の延長」、東京湾の水質環境を評価するための「透

明度」や「DO濃度（底層）」といった指標のみならず、「水遊びイベント・環境学習イベ

ント等の参加者数」や「江戸前の地魚・魚介類の販売箇所数・イベント数」といった東京

湾再生に係る様々な活動を適切に評価するための指標が盛り込まれた。 

東京湾再生推進会議では提案内容をもとに検討を進め、平成 27 年５月、提案された指

標を全て採用する形で評価指標を策定した。また、指標の評価においては、これまで行

政機関が関連データを所有しておらず把握が難しいデータの収集も必要となることから、

登録制度の運用を含めたそれらのデータの収集、行政機関が新たに収集を検討するデー

タが提案の趣旨に合致しているかの適合性の判断及び、収集したデータの分析や解釈等

について、フォーラムと連携することとした。 

平成 29年３月及び令和２年３月には、中間評価において各評価指標に対する達成状況

の評価が行われ、評価報告書付録として指標に対する評価書が作成された。また、第二

回中間評価報告書の作成の際には、フォーラム指標活用 PTと連携して評価指標に対する

評価が行われた。本期末評価報告書においてもフォーラム指標活用 PTと連携しながら 28

の評価指標に対する評価が実施された（「6. 指標の評価」及び「付録 指標に対する期

末評価」参照）。 

 

（２）生き物生息場つくりに関する提案 

フォーラムの「生き物生息場つくり PT」を中心に、東京湾における生き物の生息場つ

くりについて議論が重ねられた。「東京湾再生のための行動計画（第二期）」に示された

理念及び、全体目標である「『江戸前』をはじめ多くの生物が生息する東京湾の創出」を

踏まえ、10年スケールで官民が連携して取組むべき生息場つくりの基本的な考え方と進

め方についてまとめた「マコガレイ産卵場の底質改善に関する提案」が、平成 28 年２月に東京

湾再生推進会議へ提出された。 

本提案は、「生き物生息場つくりの基本的な考え方と進め方についての提案」と「東京

湾北部沿岸におけるマコガレイ産卵場の底質改善の提案について」の二部構成となって
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いる。前段では、江戸前の生き物を育んできた東京湾の地史的歴史性を鑑み、長期的な

視点では陸から海への緩やかな景観の連続性を取り戻すことを念頭として、生き物生息

場つくりを進める上で必要な関係者の合意形成、モニタリング体制の重要性、プロジェ

クトの結果公表等について基本的な考え方が示されている。後段では、具体的な生き物

生息場つくりの事例として、東京湾北部沿岸におけるマコガレイの生息場・産卵場つく

りが提案されている。主に東京湾の北部沿岸において産卵するマコガレイは、産卵に際

して砂質の浅場を必要とする。しかしながら、泥質（ヘドロ）堆積物で覆われている東京

湾の北部においては、マコガレイの孵化率が低下し、資源量の減少につながっていると

考えられていることから、覆砂、盛土といった具体的な浅場造成の手段を挙げて生き物

生息場の創出の提案がなされている。 

本提案に関して産卵場造成や底質改善に向けて、生き物生息場つくり PTと国土交通省、

水産庁、千葉県水産総合研究センター等が連携して検討を進め、港湾工事から発生する

土砂を活用した試験施工を実施し取組を進めている。 

試験施工を実施した場所においては、マコガレイの産卵調査を実施し施工の効果につ

いて検討が進められた。令和元年度調査では、底質改善域において産卵が確認されてお

り、令和 2 年度調査においても、低密度ながら卵が採取されている。令和４年度には、

科学的かつ持続的な活動の推進を目的に、東京湾東岸旧海岸線水路干潟群の見学会を行

った。また、底質改善の効果及びその持続性についても、引き続き検討が進められてい

る。 

 

（３）東京湾パブリック・アクセス（方策）に関する提案 

①  人々が、海へ繋がるアクセスルートや施設を手軽に認識し、活用することが東京湾

の再生に資するとして、東京湾の再生に向けたパブリック・アクセス方策に関する政

策提案が、平成 29年３月に提出された。 

 本提案では、「人々が、手軽に海に接する既存のアクセスを広く認識し、活用が進

むこと」のために、既存の施設やアクセスルートをよく知ってもらう政策・施設やア

クセスルートの活用を促す施策として、情報提供機能の充実（提供する情報の内容や

情報提供の方法）が提案されている。 

 本提案に関して、各自治体では、海との接点である視点場やアクセスルート等の情

報をウェブサイトやマップ、ガイドブック等に掲載するなどの取組を行っている。 

②  東京湾再生のための行動計画（第二期）において、人と海のつながりを回復する

ため、海辺に行きやすくすることが目標の一つに掲げられており、その具体化を図

ろうとする目的で、令和元年12月に政策提案が提出された。 

 本提案では、GPSを活用したスマートフォンを活用して、専用アプリを開発し、情

報提供システムを構築するなどし、提供する情報内容が人々を楽しくし、興味を持

って東京湾に誘うものとすることはもとより、人々が東京湾の再生に向けて主体的

に行動する契機になるようなものとすることなどが、提案として示されている。 

本提案に関しては、アクセスルートやルート上にある海に関するポイントなどの

情報収集などの取組が行われている。 

 

（４）東京湾奥での海水浴復活に関する提案 

 東京湾奥での海水浴復活は、「東京湾流域に住む人々の身近な自然体験の場となる」「都
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会に住む子供たちにとって、遊びと学びの場となる」意義があるとして、東京湾奥の多

くの場所での海水浴復活のための当面の第一歩として、平成 30 年 11 月に政策提案が提

出された。 

 本提案では、「浜辺を管理する自治体は、顔つけ禁止などの条件下で、期間限定的な海

水浴を地元市民と協働して実施すること」「現在海水浴が試行されている浜辺については、

本格的な海水浴の実施に移行させること」「既に海水浴場として開設されている浜辺等に

ついては、今後も引き続き海水浴が実施できるよう努力すること」「海水浴場の水質につ

いては、より合理的な判定ができるような基準の改善や予測手法の開発に努めること」

が示されている。 

 本提案に関して、お台場海浜公園では平成 25年から海水浴体験が実施されており、平

成 30 年には９日間実施された。また、葛西海浜公園では平成 24 年から海水浴体験が行

われており、11 年目となる令和４年には 43 日間実施された。葛西海浜公園ではこの他

に、里海里山連携プロジェクト「竹ひび一人一本活動」や里海まつり「海苔すき体験」、

浅草海苔復活に関する取組が行われている。今後も上記の取組を継続して実施していく

予定である。 

 

（５）未来の東京湾と人のつながりの再構築に向けた東京湾の窓施設のネットワーク推進

に関する提案 

「東京湾の恵みの社会的享受を推進する場として市民と東京湾を結びつけ、生態系の保

全再生を促進する活動への参加を受け入れる拠点」を「東京湾の窓施設」として位置づけ、

東京湾の再生及び東京湾と流域市民の関係の再構築を目的とした、既存の「東京湾の窓施

設」の活用についてまとめた政策提案が、令和元年 12 月に提出された。 

本提案を受け、東京湾の環境や生態系、歴史性等湾全体の特性について流域を含む広い

視野を持ち、環境教育や情報発信、人材育成等を通じた施設の社会的貢献につながる取組

に対する検討がなされた。 

 

（６）東京湾大感謝祭 

東京湾再生推進会議は後援に加わり（令和４年度は主催である官民連携フォーラムの

構成団体の一つとして参画）、東京湾沿岸に住む市民や企業、団体と国や自治体が、とも

に海の再生を考え、行動するきっかけを提供する場として、平成 25 年 11 月に東京湾大

感謝祭がお台場で初めて開催された。平成 26 年からは毎年 10 月に横浜赤レンガ倉庫周

辺で開催されている。 

東京湾再生推進会議の構成機関や、NPO、漁業関係者、建設会社、江戸前の漁獲物を使

用している料理店、つり関連団体など多種多様な関係団体が参加し、東京湾の再生に関

する各種展示のほか、環境省主催の WONDER ACTION CAFÉ、海上保安庁による海の救助訓

練、関東地方整備局による清掃兼油回収船の展示、ヨット等の乗船体験、親子ハゼ釣り

教室、SUP レースなど海に関連した多数のイベントが実施された。 

また、年々、来場者数も増加しており、令和元年度には約 101,000 人の来場があり、

多くの人が東京湾を身近に感じることができるイベントとなった。 

令和２年度及び令和３年度は、新型コロナウイルス感染対策のためオンライン開催と

なったが、新型コロナウイルスが落ち着きつつあった令和４年度においては、３年ぶり

に対面及びオンラインのハイブリッドで開催され、節目の 10 回目としてふさわしいイベ



（案） 

 

 40 

ントとなった。 

今後も、参加者が東京湾を身近に感じ、自らが東京湾の再生に向けた取組等について

これまで以上に考え行動していくよう、開催方法についても検討を行い、官民が連携し

活動の輪を広げていくことが重要である。 

 

（７）東京湾環境一斉調査とワークショップ 

東京湾再生推進会議では、フォーラムの設立以降、「東京湾環境モニタリングの推進 PT」

と協働して、東京湾環境一斉調査を実施すると共に、一斉調査の結果の取りまとめ方等

について調査参加者と意見を交わすワークショップを開催した。また、ワークショップ

の成果として、「東京湾環境マップ」を毎年発行した。これらの取組により、東京湾環境

一斉調査への民間企業・市民団体の参加機関数が 81機関（平成 28年度）から最大で 211

機関（令和元年度）にまで増加するなど、これまで行政機関や研究機関が中心であった

モニタリングは、近年着実に市民へと浸透しつつある。令和２年度以降の参加機関数は

新型コロナウイルス感染症の影響により減少し、令和２年度には 177 機関、令和３年度

には 161機関に落込んだが、令和４年には 183機関に増加した。 

市民団体等、東京湾の環境再生に取組む民間組織と連携してモニタリングを推進して

いくことは、行政機関だけではカバーできない広範な地域・分野において貴重なデータ

の蓄積をもたらすとともに、より多くの人々の興味・関心を東京湾へ向けることにつな

がることから、今後も引き続き、官と民とが連携したモニタリングの実施が重要である。 

 

（８）東京湾再生官民連携フォーラムから第三期に向けた東京湾再生計画へのいくつかの

政策提案 

 令和４年３月、「第三期に向けた東京湾再生計画へのいくつかの政策提案」がフォーラ

ムから東京湾再生推進会議へ提出され、東京湾再生のための行動計画（第三期）におけ

る官民のより緊密な連携推進や東京湾の背後人口3千万人とのつながりの強化等が提案さ

れた。 

同提案においては、「徐々に変化している事象への対応計画として適応性の高い柔軟な

計画とすること」や「社会の行動変容を導き、関係者が参画し実効性が発揮できる計画

とすること」といった姿勢をもって、目標の再設定や官民連携の基盤強化、新たな連携

の展開及び連携のキャッチボール促進等により、官民の多様な主体の繋がりを強化し、

持続的に取組むことの重要性を指摘している。 

 

６．指標による評価  

「Ⅳ ５．官民連携の推進」で述べたとおり、東京湾再生官民連携フォーラムからの提

案をもとに、「東京湾再生のための行動計画（第二期）」における 28 項目の評価指標が定め

られている(28項目の評価指標については、「付録 指標に対する中間評価の指標一覧」を

参照)。各指標について評価するに当たり、陸域、海域及びモニタリングの各分科会におい

て関連データの収集を行った。第２回中間評価及び期末評価の実施に当たっては、行政機

関がデータを保有していない一部の指標について、フォーラムの「指標活用 PT」、「江戸前

ブランド推進 PT」からデータの収集・評価の協力を得た。上記に該当する指標は以下の８

項目である。 
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 「指標活用 PT」及び「江戸前ブランド推進 PT」の協力により評価が行われた指標 

 ・A-5 海のゴミの量（市民・NPO 等による実施分） 

 ・A-6 水遊び空間における水難事故防止のための監視・パトロール活動回数 

 ・A-8 水遊びイベント・環境学習、イベント等の参加者数 

 ・B-2 藻場の箇所数 

 ・B-7 江戸前の地魚・魚介類の販売箇所数イベント数 

 ・D-4 多様な主体による環境保全・再生の取組等の情報発信 

 ・D-5 科学論文・報告書の数 

 ・D-7 東京湾の環境に対して取組を行っている企業・団体等の数 

 

データ収集後、概ね平成 25年度から令和３年度までの９年間について、指標ごとに設定

された目標の達成状況について分析・評価を行った。なお、一部指標については新型コロ

ナウイルス感染症による影響を強く受けていたため、同感染症の影響が顕在化する前の令

和元年度までのデータをもとに評価を行った。指標の分析・評価にあたっては、東京湾再

生官民連携フォーラムの下の「指標活用 PT」における議論をもとに実施した。各指標の詳

細な分析・評価は「付録 指標に対する中間評価」に示すとおりである。なお、「C-2 海が

見える視点場」については、適当な統計データが得られなかったことから定量的評価は行

わず、定性的評価に留めた。 

 

第二期期末評価では、評価されなかった「C-2 海が見える視点場」を除く 27 項目の指

標において評価を実施した。短期目標が達成されたと評価された指標は、12 項目であり、

第２回中間評価時の 11項目から増加していた。着実に目標を達成している指標がある一方

で、11項目の指標は未だ短期目標を達成していないと評価された。11項目の指標の中には、

減少傾向または増加傾向を示すことが目標達成の条件であったものの、現状横ばいと評価

され、短期的に状況が変化していない項目（A-6、B-5など）も含まれる。また、長期的に

は改善傾向を示しているものの、短期（過去５年）において、顕著な改善傾向を示さなか

った指標も含まれている（A-4、A-7など）。なお、上述のように短期的には状況が変化して

いない場合でも、長期的なデータの分析を行った結果では、改善傾向を示す事例があった。

各指標による評価の詳細については、「付録 指標に対する期末評価」を参照されたい。 

 

着実に短期目標が達成されたと評価される指標（12項目） 

A-3、B-1、B-2、B-7、C-3、D-1、D-2、D-3、D-4、D-5、D-6、D-7 

 

一部又は概ね達成されたと評価される指標（4 項目） 

A-1、A-5、A-8、C-4 

 

短期目標を達成していないと評価された指標（11 項目） 

A-2、A-4、A-6、A-7、A-9、B-3、B-4、B-5、B-6、B-8、C-1 

 

現状把握及び目標達成状況の評価には至らなかった指標（1 項目） 

C-2 
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第二期期末評価では、第２回中間評価時に引き続き、フォーラムの「指標活用 PT」のイ

ニシアチブのもとに指標データの収集、分析及び評価が行われた。特に指標を用いた評価

の方向性、評価の視点の設定においては、「指標活用 PT」の知見が大いに活用された。 

「付録 指標に対する期末評価」においては、複数の指標のデータ収集の手法及び条件

について、より正確な評価を期すために次期以降の指標内容の見直しについて言及がなさ

れていることから、令和５年度以降の取組においても引き続きフォーラムと連携し、適切

な指標の選定と、その評価方法について検討を進める必要がある。 

 

 

Ⅴ 東京湾再生のための取組に関する外部意見 

 「東京湾再生のための行動計画（第二期）」においては、東京湾再生官民連携フォーラム

が設立され、行動計画の実施において連携を図っており、第二期期末評価報告書及び第三

期行動計画の作成にあたっても中間評価と同様、東京湾再生官民連携フォーラムへの意見

照会を行った。東京湾再生官民連携フォーラムからは、第二期行動計画における各 PTの取

組を踏まえ、行政との更なる連携の必要性等について指摘がなされた。 

 

Ⅵ まとめ 

 

本報告書は、「東京湾再生のための行動計画（第二期）」で予定された取組期間が終了す

ることから、「東京湾再生のための行動計画（第二期）」に基づく施策の取組状況、目標達

成状況及びその分析・評価、今後の取組方針の視点と方向性について、取りまとめたもの

である。 

 

 陸域負荷削減対策については、水質総量削減計画の実施、汚水処理施設の整備、下水道

等の高度処理の推進、合流式下水道の改善、河川の浄化対策、貯留・浸透施設の設置、森林

の整備・保全等、総合的な取組が実施されている。令和２年２月には、第９次総量削減計

画策定に向け、第９次水質総量削減の在り方について環境大臣から中央環境審議会へ諮問

がなされ、水環境・土壌農薬部会総量削減専門委員会で検討を行い、令和３年３月に中央

環境審議会の答申を得た後、これを踏まえ、総量削減基本方針、総量削減計画が作成され

たところである。現時点においては、行動計画に位置づけられた取組に加え、新たな取組

も着実に実施されており、今後も、これまでの取組を継続し、総合的な汚濁負荷削減対策

を推進することで水環境の改善に取組んでいく。 

 

 海域における環境改善対策については、覆砂、深掘り跡の埋戻し、底泥等の除去、清掃

船等による浮遊ゴミ等の回収、官民による藻場・浅場等の保全・造成、生物共生型港湾構

造物の整備の推進に向けた取組等が着実に実施されている。また、地球温暖化対策の観点

から、ブルーカーボンの活用に関する研究会が平成 29年２月に設置され、令和元年６月に

は検討会を設置し、CO2吸収量の評価手法等について検討が進められているほか、令和２年

７月にブルーカーボンに関する試験研究を行う「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合」

の設立を認可し検討が進められている。今後のブルーカーボン活用の取組を通じた藻場等

造成の促進が期待される。さらに東京湾沿岸各地において、多様な主体との連携・協働に

よる環境教育や体験学習等が数多く開催されており、市民が海の自然・生物と親しむ機会
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の創出や、東京湾の再生に関する啓発活動が着実に実施されている。第二期において、行

動計画に位置づけられている施策は着実に取組が進んでおり、今後も多様な主体と連携し

ながら各取組を更に推進し、海域環境の改善に取組んでいく。 

 

東京湾のモニタリングについては、行動計画に位置づけられている水質汚濁防止法に基

づく水質の常時監視、船舶やモニタリングポストを用いた水質調査、観測データや調査結

果の公表等、着実に実施されている。平成 20 年度より開始された「東京湾環境一斉調査」

は、東京湾再生官民連携フォーラムとの協動により、毎年 100 を超える機関からの参加を

得ており、東京湾の水環境へ市民の興味・関心を向ける重要な機会になっている。今後も、

関係機関一体となって各種モニタリングを継続し、結果の確実な公表に取組んでいく。 

 

各アピールポイントにおける取組は、「行動計画（第一期）」と同じく、行動計画（第二

期）においても７つのアピールポイントを設定して施策を実施した。その結果、策定当時

に予定されていた各施策を着実に実施できたことに加え、策定当時は予定されていなかっ

た多くの取組がなされ、アピールポイントは市民が施策効果を実感する場として有効に機

能した。今後も、これらの取組を継続して実施していくべきである。 

 

官民連携の推進については、平成 25 年 11 月の東京湾再生官民連携フォーラムの設立以

降、行政や大学・研究機関、水産関係、企業、レジャー、NPO等の関係者が東京湾再生の取

組に連携・協力してきた。フォーラムの会員は年々増加しており、また、フォーラムに設

置されている 10のプロジェクトチームは、東京湾再生を目指す人々の交流の場としても機

能している。フォーラムは、東京湾大感謝祭や政策提言を通して官民における多数の関係

者及び市民の参画を促進する中核的な役割を果たしており、行動計画の実施においてその

貢献は大きい。今後も、東京湾再生には官民が連携して実効性の高い取組みも進めること

が重要かつ効果的である。したがって、引き続き官民連携の要である東京湾再生官民連携

フォーラムの活動を支援し、多様な主体との協働を推進することが重要である。 

 

 「東京湾再生のための行動計画（第二期）」が策定され 10 年が経過する現在、多くの施

策が着実に実施されており、第二期期末評価の付録「指標に対する期末評価」において示

されたとおり、東京湾の環境は長期的には一定の改善が見られている。しかしながら、東

京湾全体の水質改善については目標を達成しておらず、依然として行動計画（第二期）の

全体目標の達成には至らない状況にあるといえる。他方、第二期の行動計画の目標に向け

た取組において、課題や科学的知見の共有、参加者を結束点とした新たなネットワークの

構築、東京湾大感謝祭の開催による多くの市民の参加、東京湾環境一斉調査における一層

の取組の拡大等に対する官民連携フォーラムの貢献は、高く評価されている。 

 

令和５年度以降の行動計画を策定するにあたっては、本最終評価を基づいて、取り組む

べき施策を持続的かつ着実に実施し、東京湾再生を目指す関係者の連携をより一層強化し

ていくことのできる体系の構築が重要である。特に、「東京湾再生官民連携フォーラムから

第三期に向けた東京湾再生計画へのいくつかの政策提案」にも指摘されたように、これま

でよりも柔軟で持続的な計画を目指し、検討を進めていく必要がある。 



（案）

（別表1）プロジェクト進捗状況一覧

担当
分科会

プロジェクト名 プロジェクトの概要 プロジェクトの目標
施策の実施状況

（平成25年度～令和３年度） 施策の実施状況の分析・評価
今後の取組

（令和５年度以降）
実施機関

1
汚濁負荷量（COD、T－N、T－
P）の総量削減

水質総量削減に係る指定地域において発生する汚
濁負荷量を削減する。

ＣＯＤ： 139 ﾄﾝ/日
Ｔ―Ｎ： 155 ﾄﾝ/日
Ｔ―Ｐ： 9.0 ﾄﾝ/日
（中長期ビジョン）

汚濁負荷量は平成24年度末から令和２年度末にかけて以下
のとおり減少した。
・ COD： 173 ﾄﾝ/日⇒ 147ﾄﾝ/日
・ T－N： 177 ﾄﾝ/日⇒ 159ﾄﾝ/日
・ T－P： 12.6ﾄﾝ/日⇒  11.9ﾄﾝ/日

COD、T－N、T－Pの汚濁負荷量は減少している。
削減目標量の達成に向け、総合的な水質改善対策を推進
する。

環境省水・大気環境局

2 汚水処理施設の整備推進
汚水処理施設が未普及である地域の普及促進を行
う。

約97％
東京湾流域における値

東京湾流域における汚水処理人口普及率は平成24年度末か
ら令和３年度末にかけて約95%から約97%へ上昇した。

９年間に２ポイント増加しており、着実に汚水処理施設の整備
が進んでいる。

引き続き未普及地域の汚水処理施設の整備を推進する。
埼玉県、千葉県、東京都、神
奈川県

3 高度処理の推進
良好な水環境を創出するため、高度処理施設の導
入を推進する。

段階的高度処理にも取り組
み

東京湾流域別下水道整備総
合計画を達成（H36）

・高度処理実施率
※

（窒素及びりんの同時除去）は、平成24年
度末から令和３年度末にかけて約13%から約39%へ上昇した。
・高度処理実施率（窒素又はりんの除去＋窒素及びりんの同
時除去）は、平成24年度末から令和３年度末にかけて約19%
から約69%に上昇した。【今回算出した改善率の集計年度は令
和３年度となる】

９年間で（窒素及びりんの同時除去）が約26ポイント、（窒素又
はりんの除去＋窒素及びりんの同時除去）が約50ポイント増
加しており、着実に高度処理施設の導入が進んでおり、良好
な水環境の創出に寄与している。

引き続き高度処理施設の導入を推進する。
国土交通省下水道部
関東地方整備局建政部

4 合流式下水道の改善

合流式下水道により整備されている区域において、
雨天時において公共用水域に放流される汚濁負荷
量が分流式下水道並以下までに改善する。

合流式下水道改善率
100%（H35末）

合流式下水道改善率は、平成24年度末から令和３年度末に
かけて約68％から約90%へ上昇した。

９年間で合流式下水道改善率が約22ポイント増加しており、
着実に合流式下水道の改善対策が進んでおり、公共用水域
に放流される汚濁負荷量の削減が進んでいる。

引き続き合流式下水道の改善事業を推進する。
国土交通省下水道部
関東地方整備局建政部

5
東京湾総量削減計画の進捗状
況の把握

東京湾総量削減計画の目標達成に向けた進捗状況
を計るため、汚濁負荷量や施策の実施状況を把握
し、ウェブサイトにおいて発信する。

―

汚濁負荷量は平成24年度末から令和２年度末にかけて以下
のとおり減少した。
・ COD：23ﾄﾝ/日⇒　20ﾄﾝ/日
・ T－N：27ﾄﾝ/日⇒　25ﾄﾝ/日
・ T－P：2.2ﾄﾝ/日⇒　1.8ﾄﾝ/日

着実に汚濁負荷量の削減が進んでいる。
引き続き東京湾総量削減計画に基づき各施策を実施し進
捗状況を把握する。

神奈川県環境農政局

6
東京湾流域市が行う合併処理
浄化槽設置費補助への助成

東京湾流域市（横須賀市、三浦市の２市）が行う単
独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に係る
補助事業に対し助成を行う。

―
合計16件の助成を実施した。
（平成25～令和２年度実績）

８年間の合併処理浄化槽設置件数は16件あり、汚濁負荷量
の削減に寄与している。

合併処理浄化槽設置費補助への助成を実施予定。 神奈川県環境農政局

7 河川直接浄化の実施
陸域負荷対策として、既存施設による河川の直接浄
化を引き続き実施する。

運転時間稼働率
：100%

既存施設により河川の直接浄化を実施した。（運転時間稼働
率100%）
（平成25年度：３施設、平成26年度～29年度まで２施設、平成
30年度１施設）

河川浄化を実施し、東京湾に流入する有機汚濁および窒素・
りん等の削減に寄与している。

水質浄化の目標が達成したため、浄化施設の運転を休止
している。

関東地方整備局河川部

8
湿地や河口干潟再生等の自然
再生

自然再生事業として、水質浄化等に資する湿地や河
口干潟再生等を実施する。

箇所数：39箇所
東京湾に流入する３河川９箇所（江戸川：１箇所、荒川：７箇
所、多摩川：１箇所）で自然再生を実施した。

自然再生を実施し、東京湾に流入する有機汚濁および窒素・
りん等の削減に寄与している。

引き続き自然再生事業を実施する。実施後の環境変化に
ついてモニタリングを実施する。

関東地方整備局河川部

9 合併処理浄化槽の設置促進

浄化槽設置に係る補助事業を効果的に活用すると
ともに、各種啓発活動を行い、単独処理浄化槽及び
汲取便槽から合併処理浄化槽への転換や、高度処
理型浄化槽の設置を促進する。

―

平成25年度末から令和３年度にかけて以下の転換・新設等を
実施した。
①通常型浄化槽(転換)   ４４５基
②高度処理型浄化槽(新設、転換)    ２，５１０基
③転換補助(上記の内数)   １，６０６基

浄化槽設置に係る補助事業により、単独処理浄化槽等から合
併処理浄化槽への転換や高度処理型浄化槽への転換が進
んでおり、公共用水域に排出される汚濁負荷量の削減が進ん
でいる。

引き続き浄化槽設置に係る補助事業を行い、合併処理浄
化槽の設置の促進に努める。

千葉県環境生活部

10
東京湾総量削減計画の周知と
啓発

東京湾総量削減計画の各種取組の周知、啓発等を
行い、汚濁負荷量の削減に努める。

―

各種取り組みの周知、啓発等のため、イベント等にて、一般県
民向けの啓発用パンフレットやクリアファイルの配布、啓発資
料のウェブサイト掲示、ウェブ開催イベントへの啓発動画出展
など、啓発活動を実施した。

啓発活動により、県民の水質浄化に関する意識が向上し、東
京湾の汚濁負荷量の削減に寄与していると考えられる。

引き続き啓発活動を実施する。 千葉県環境生活部

1 深掘跡の埋め戻し
浚渫土砂等を有効活用し、青潮の発生要因のひと
つとされている深掘跡の埋め戻しを行う。

千葉港及び湾奥部において、深掘り跡の埋め戻し（約915万

m
3
）を実施した(平成25～令和３年度）。

埋め戻しによる生物の蝟集効果が認められた。 引き続き取組を継続する。
千葉県環境生活部
（千葉県農林水産部）

2
干潟・浅場等の保全・再生・創
出

水質改善や生物多様性の確保に資する干潟・浅場
等の保全・ 再生・創出を行う。

再生・創出された干潟の造
成面積：１０ｈａ以上

東京港野鳥公園において、干潟拡張工事を実施し平成29年
度に完了した。 干潟拡張工事が完了した。 有明親水海浜公園において、砂浜整備を実施予定。 東京都港湾局

3 覆砂
浚渫土砂等を有効活用し、底質の改善を目的とした
覆砂を行う。

覆砂された面積：50ｈａ以上

・東京港勝島運河において、覆砂工事に向けた調査を実施し
たのち、平成28、29年度に工事を実施した 。（2.1ha)
・汚泥浚渫工事実施箇所において、覆砂工事を実施した。
（平成25年度：0.3ha実施、平成30年度：2.2ha実施、令和元年
度：1.0ha実施、令和２年度：1.0ha実施、令和３年度2.0ha実施）
・お台場海浜公園内水域において、覆砂工事を実施した。
（令和２年度：7.5ha）

平成25～令和３年度まで覆砂を合計16ha
目標数値50ha以上に対して約32％の覆砂を実施。

覆砂工事が完了した。完了後に事後調査を実施し、環境が改
善したことが確認された。

引き続き取組を継続する。 東京都港湾局

4
生物共生型港湾構造物の整
備・改修

生物と共生する港湾構造物の整備を行う。
生物共生型港湾構造物の整
備数：５カ所

横浜港京浜地区において、関東地方整備局横浜港湾空港技
術調査事務所構内に整備された干潟・磯場実験施設「潮彩の
渚」において、各種実証実験、モニタリング等を実施した。

生物の付着・生息が199種確認されており、多様な生物の生
息場として安定した環境の形成に寄与することが確認された。

港湾構造物の整備・改修に当たっては、生物や環境へ配慮
した施設の導入に向けて必要な対策を検討・実施する。

関東地方整備局港湾空港部

富津市富津地区において、東京外かく環状道路(千葉県区間)
及びリニア建設工事の建設発生土により、富津冲に存在する
窪地の埋戻し及び覆砂による浅場造成（約94ha）とモニタリン
グ(工事中の水質調査、底質・底生生物調査等)を実施した。

底生生物や魚類等多様な生物の生息が確認されており、自
然環境の再生効果が見られた。

引き続き陸上建設発生土により、富津冲に存在する窪地の
埋戻し及び覆砂による浅場造成とモニタリング(工事中の水
質調査、底質・底生生物調査等)を実施する。

関東地方整備局港湾空港部

横須賀港追浜地区において以下の施策を実施した。
〇港湾工事から発生した浚渫土砂等を有効利用した浅海域
（干潟）の整備を実施した。
・平成24年度～25年度：横須賀港浅海域保全・再生研究会を
開催した。
・平成26年度：整備について関係者・関係機関と協定締結し
た。
・平成27年度：地元町内会・企業・市民団体・漁業関係者等と
の意見交換会、地元住民への説明会、整備前の環境調査を
実施した。
・平成28年度～平成29年度：浅海域（干潟）の整備内容につ
いて、関係者・関係機関と協議調整、整備後の利活用や管理
等について検討した。
・平成30年度：浅海域（干潟）の整備を実施した。
・令和元年度～令和３年度：整備後の経過観察を市民団体等
の協力を得ながら実施した。

浅海域（干潟）の整備を完了した（令和元年の台風被害により
一般開放は見送っている）。

- 横須賀市建設部

横浜港金沢地区及び白帆地区において、公共水域を民間企
業に開放し、市民団体と連携したアマモ場造成に関する活動
（UMIプロジェクト）を展開した。

アマモ場の分布範囲が広がりを見せており、数年にわたる移
植・播種の成果が現れている。

取組を継続するとともに、新たな実施場所の検討を行う。
関東地方整備局港湾空港部
横浜市

・平成29年度に富津岬から館山市平砂浦間の海域の藻場の
状況を調査した。
・平成30年度には、関係者会議等を開催し、藻場の保全・回
復に向けた取組指針（内房海域編）を策定した。
・令和２～３年度に、計３地区 において漁業者が実施する藻
場の保全に係る活動（ウニ等の食害生物の除去、保護区域の
設定等）に対し支援した。

藻場保全に向けた活動が始まったものの、藻場の回復には、
多くの労力と長い時間を要することから、引き続き、取組を継
続することが必要である。

引き続き漁業者の藻場の保全に係る活動を支援し、藻場の
保全・回復に努める。

千葉県環境生活部
（千葉県農林水産部）

7
臨海部企業が有する護岸の改
修に対する技術的支援・助言

臨海部企業が所有する護岸を改修する際に、環境
機能を付加させる技術の支援・助言を行う。

10社以上で実施

・生物共生型港湾構造物の整備に関する技術的ガイドライン
を公表した（平成26年度）。
・「港湾環境政策の目指す方向性」（主な施策の１つに生物共
生型港湾構造物）を公表した（平成27年度）。
・港湾構造物の設計の基準である、『港湾の技術上の基準』
の改定において、「環境の保全に資する構造物に係る規定」
を新設した（平成29年度）。
・「港湾の施設の技術上基準・同解説（日本港湾協会発行：国
土交通省港湾局監修）」の共通編に関する参考技術資料に、
生物共生型港湾構造物の項目を新設した（平成30年度）。

ガイドラインの策定や規定の新設により、民間企業など多様
な主体において、生物共生型港湾構造物の整備を検討するこ
とが可能となった。

引き続き、生物共生型港湾構造物の整備が促進されるよう
技術的支援や助言を実施する。

国土交通省港湾局

8 汚泥浚渫
底泥から溶出する汚濁物質の低減を図るため、底泥
の除去を行う。

汚泥の浚渫土量：30万m3以
上

東京港江東地区及び芝浦地区において浚渫等作業を実施し
た。
汚泥浚渫を約46,000㎥、覆砂を約0.3ha実施（平成25年度）
汚泥浚渫を約15,000㎥実施（平成26年度）
汚泥浚渫を約29,000㎥実施（平成27年度）
汚泥浚渫を約31,000㎥、覆砂を約1.7ｈａ実施（平成28年度）
汚泥浚渫を約29,000㎥、覆砂を約0.3ｈａ実施（平成29年度）
汚泥浚渫を約32,000㎥、覆砂を約2.2ｈａ実施（平成30年度）
汚泥浚渫を約31,000㎥、覆砂を約1.0ｈａ実施（令和元年度）
汚泥浚渫を約5,000㎥、覆砂を約1.0ｈａ実施（令和２年度）
汚泥浚渫を約23,000㎡、覆砂を約2.0ha実施（令和３年度）

平成25～令和３年度まで汚泥しゅんせつ合計241,000㎥
目標数値30万㎥以上に対して約80％の汚泥を除去。

汚泥浚渫により、底泥から溶出する汚濁物質の低減を図っ
た。

引き続き取組を継続する。 東京都港湾局

国土交通省が所有する清掃兼油回収船「べいくりん」により浮
遊ゴミを回収した。
平成25年度：126㎥、
平成26年度：105㎥
平成27年度：318㎥
平成28年度：127.5㎥
平成29年度：133.7㎥
平成30年度：170.2㎥
令和元年度：96.4㎥
令和２年度：161.2㎥
令和３年度：16㎥

海面を漂う浮遊ゴミの回収により、東京湾の環境改善及び親
水空間へのゴミ漂着による景観悪化防止が図られた。

引き続き取組を継続する。 関東地方整備局港湾空港部

千葉港及び木更津港において、清掃船により浮遊ゴミを回収
した。
平成25年度：3,302㎥、平成26年度：2,139㎥、平成27年度：
2,346㎥、平成28年度：2,447㎥、平成29年度：2,454㎥、平成30
年度：1,956㎥、平成31年度：3,476㎥、令和２年度：2,513㎥、令
和３年度：2,046㎥

浮遊ゴミを回収することにより、景観・水質改善等の向上に寄
与している。

引き続き取組を継続する。 千葉県県土整備部

東京港において、清掃船によりにより浮遊ゴミを回収した。
平成25年度：1,883㎥、平成26年度：2,450㎥、平成27年度：
3,396㎥、平成28年度2,252㎥、平成29年度2,287㎥、平成30年
度2,242㎥、令和元年度2,766㎥、令和２年度1,564㎥、令和３
年度1,662㎥

浮遊ゴミを回収することにより、景観向上、水質改善等が図ら
れた。

引き続き取組を継続する。 東京都港湾局

横浜港において、清掃船により浮遊ゴミを回収した。
平成25年度：1.718M/T、平成26年度：1.706M/T、平成27年
度：2.202M/T、平成28年度：1.479M/T、平成29年度：
1.977M/T、平成30年度：1.155M/T、令和元年度：1.556M/T、
令和２年度：1,131M/T、令和３年度：1.492M/T

浮遊ゴミを回収することにより、景観・水質改善等の向上に寄
与している。

清掃船による浮遊ゴミの回収を推進する。 横浜市港湾局

川崎港において、清掃船による浮遊ゴミを回収した。
平成25年度：334.75㎥、平成26年度：402.75㎥、平成27年度：
472.25㎥、平成28年度：305.25㎥、平成29年度：388.50㎥、平
成30年度：244.0㎥、令和元年度：398.25㎥、令和２年度：
345.75㎥、令和３年度：286.5㎥

港湾区域内において浮遊ゴミ・油の回収を行っており、水質改
善等に向けた取組を実施している。

引き続き取組を継続する。 川崎市港湾局

千葉港中央地区において、7月の海の月間のクリーンアップ大
作戦に合わせて千葉ポートパーク周辺の清掃活動を実施し
た。
平成25年度：約130名参加
平成26年度：約150名参加
平成27年度：約140名参加
平成28年度：約130名参加
平成29年度：約150名参加
平成30年度：約150名参加

NPOや企業など多くの参加者のもと清掃が行われ、親水性の
向上及び水辺環境の改善がはかられた。

引き続き多様な主体が清掃活動に参加できる体制を構築
する。

６ヵ所以上で実施

6
NPOや企業、漁業者等による藻
場等の造成の推進

NPOや企業、漁業者等による藻場等を造成する際
の支援等を行う。

６ヵ所以上で実施

海域

10
NPOや企業、漁業者等による海
底ゴミの回収や海浜・干潟の清
掃活動の推進

NPOや企業、漁業者等による海底ゴミの回収や海
浜・干潟の清掃活動を推進する。

陸域

海域

5 浚渫土砂等の高度利用の推進
浚渫土砂や建設副産物（スラグ等）の高度利用に向
けた施策を推進する。

9 浮遊ゴミ等の回収
海面を浮遊するゴミ・油について、海域環境整備船
等にて回収を行う。

清掃活動等のイベント回数
および市民参加延べ人数：
45回、1万３千人

関東地方整備局港湾空港部
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（案）

（別表1）プロジェクト進捗状況一覧

担当
分科会

プロジェクト名 プロジェクトの概要 プロジェクトの目標
施策の実施状況

（平成25年度～令和３年度） 施策の実施状況の分析・評価
今後の取組

（令和５年度以降）
実施機関

横須賀港新港地区、浦賀地区及び久里浜地区において、以
下の活動を実施した。

・海面浮遊ゴミの清掃活動を開催し、23人参加、2.2m
3
のゴミを

回収した（平成25年度）。
・海面浮遊ゴミの清掃活動を実施した。また、航路調査船「うら
なみ」が航路パトロール中に約0.1tの浮遊ゴミの回収した（平
成26年度）。
・NPO法人と共同し岸壁上から清掃を実施した（港内の海面
清掃を計画していたが、荒天により船舶での清掃は中止）（平
成27年度）。
・横須賀市等が実行委員会を設けて実施するイベントの一つ
として行われる船上見学会において、第二海堡の情報ととも
に海にゴミを捨てない啓発資料を作成して見学会参加者に配
布（平成28年度 参加者110名）。
・横須賀市が主催東京湾岸の海岸清掃「東京湾クリーンアッ
プ大作戦inはしりみず(7/15)」に参加[直轄事務所から４名参
加（平成29年度]
・横須賀市が主催東京湾岸の海岸清掃「東京湾クリーンアッ
プ大作戦inはしりみず(7/14)」に参加[直轄事務所から４名参
加（平成30年度]

航路の管理の一環として市民等と共同で浮遊ゴミの回収を継
続して実施しており、海域環境の改善が図られた。

引き続き取組を継続する。

東京港お台場地区において、鳥の島海浜清掃を開催した。
平成25年度：67人参加、0.3tのゴミを回収
平成26年度：57人参加、0.38tのゴミを回収

多くの参加者のもと清掃活動が行われ、海域環境の改善が図
られた。

－

川崎港東扇島地区において、東扇島クリーン大作戦を開催し
た。
平成25年度：231人参加、約６tのゴミを回収
平成26年度：293人参加、約７tのゴミを回収
平成27年度：335人参加、約７tのゴミを回収
平成28年度：399人参加、約４tのゴミを回収
平成29年度：381人参加、約3.5tのゴミを回収
平成30年度：393人参加、約７tのゴミを回収
令和元年度：354人参加、約7tのゴミを回収

多くの参加者のもと清掃活動が行われ、海域環境の改善が図
られた。

引き続き取組を継続する。

東京港お台場海浜公園及び城南島海浜公園において、ボラ
ンティアによる海浜清掃を開催した。
平成25年度：1,636人参加、2.6ｔのゴミを回収
平成26年度：1,858人参加、2.4ｔのゴミを回収
平成27年度：1,909人参加、2.2ｔのゴミを回収
平成28年度：2,614人参加、1.8ｔのゴミを回収
平成29年度：2,529人参加、0.8ｔのゴミを回収
平成30年度：2,832人参加、1.1ｔのゴミを回収
平成31年度：268人参加、1.1ｔのゴミを回収
令和２年度、令和３年度は休止

多くの参加者のもと清掃活動が行われ、親水性の向上、水辺
環境の改善が図られた。

引き続き取組を継続する。 東京都港湾局

横浜港山下地区において、山下公園海底大清掃を開催し、ボ
ランティアダイバーにより海底清掃を実施した。
平成25年度：130人参加、1,200kgのゴミを回収
平成26年度：103人参加、1,500kgのゴミを回収
平成27年度：113人参加、800㎏のゴミを回収
平成28年度：102人参加、400kgのゴミを回収
平成29年度： 84人参加、243kgのゴミを回収
平成30年度： 65人参加、440㎏のゴミを回収
令和元年度： 93人参加、 373㎏のゴミを回収
令和２年度：  51人参加、 400㎏のゴミを回収
令和３年度：※コロナ禍のため中止

多くの参加者のもと海底清掃が行われ、親水性の向上や海洋
環境美化に対する意識向上が図られた。

引き続きNPO等による海底ゴミの回収を推進する。 横浜市港湾局

横須賀港走水地区において、近隣の小中学生を中心としたボ
ランティアにより「東京湾クリーンアップ大作戦はしりみず」を
開催し、ごみを回収した。
平成25年度：7/13　約264人参加、150ｋｇ
平成26年度：7/12に開催を予定していたが、荒天により中止
平成27年度：7/4に開催を予定していたが、荒天により中止
平成28年度：7/3　約243人参加、270ｋｇ
平成29年度：7/15　約260人参加、110ｋｇ
平成30年度：7/14　約400人参加、500ｋｇ
令和元年度：7/13　約240人参加、600ｋｇ
令和２年度 ：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため
中止
令和３年度 ：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため
中止

多くの参加のもと海岸清掃が行われ、親水性の向上や海洋環
境美化に対する意識向上が図られた。

引き続き取組を継続する。 横須賀市建設部

・東京湾の流況・水質を再現し、貧酸素化緩和技術の評価
等、将来環境予測を行うため東京湾全体のシュミレーションモ
デルの構築を進めた（平成25年度）。
・東京湾内での水深改変等による環境への影響を予測するた
め東京湾の流況・水質シミュレーションについて、平成25年度
に構築したシミュレーションモデル及び入力パラメータ等の妥
当性を評価した（平成26年度）。
・湾外からの低温・高塩分の水塊の侵入による影響、青潮発
生も含めたシミュレーションモデルの精度向上(平成30年度)。

概ね高い精度で既往観測が実施されている流況、水質等の
再現ができた。

R１以降に水温を東京湾環境シミュレータへ反映させる方法
の開発に取り組む

関東地方整備局港湾空港部

・東京湾貧酸素水塊分布予測システムによる分布予測情報の
提供、貧酸素水塊の漁業資源への影響調査を実施した。
・より精度の高い貧酸素水塊の分布予測や青潮被害軽減シ
ミュレーションシステムの開発に取り組んだ。

精度の上がった東京湾貧酸素水塊分布予測システムによる
分布予測をウェブサイトで公表することにより、漁業者の漁場
利用の効率化を図った。

精度の上がった東京湾貧酸素水塊分布予測システムを運
用し、漁業者の漁場利用の効率化を図る。

千葉県環境生活部
（千葉県農林水産部）

ブルカーボンに関する定量評価の確立に向け、CO2吸収効果
の計測手法に関する調査研究を実施した（平成26年度）。気
候変動の緩和機能と減災機能の便益算定法の検討、各港湾
整備事業による緩和機能と減災機能評価法の検討を実施し
た（平成27年度）。国内外の藻場・干潟・サンゴ礁，マングロー
ブとその流域，外海において，炭素動態に関連する水底大気
質の実測した。干潟水槽・メソコスム水槽において，炭素動態
に関する実験を実施した。浅海域生態系による波浪減衰や越
流量低減効果に関するモデル化と試計算した（平成28-30年
度）。ブルーカーボンの活用に関する検討を目的に平成29年
２月に設置された「ブルーカーボン研究会」において地球温暖
化対策の吸収源の一つとして定めることを目標に定量化に係
る検討に協力。
令和元年６月に「地球温暖化防止に貢献するブルーカーボン
の役割に関する検討会、以下、ブルーカーボン検討会と称す」
を設置し、CO2吸収量の客観的な評価手法等について検討を
進めている。令和２年７月にブルーカーボンに関する試験研
究を行う、「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合（JBE)」の
設立を認可した。令和２年度には、藻場の保全活動等による
ブルーカーボン生態系が吸収したCO2量をJBEがクレジットと
して認証し、取引を可能とする「ブルーカーボン・オフセット・ク
レジット制度」を全国制度とするための制度試行の取組を進
め、横浜港において試行を実施し、約23トンのCO2吸収量を
取引した。令和3年度には横浜港・徳山下松港・北九州港・神
戸港の4港で試行を実施し、約65トンのCO2吸収量を取引し
た。

ブルーカーボンの調査・研究や活用に向けた検討、特にJBE
と連携して実施した「ブルーカーボン・オフセット・クレジット制
度」の全国制度化に向けた取組や衛星を活用したブルーカー
ボンの高精度データ把握・管理システムの開発が進んだ。

引き続き、「ブルーカーボン検討会」において、「ジャパンブ
ルーエコノミー技術研究組合」と連携しつつ、「ブルーカーボ
ン研究会」の協力を得ながら、ブルーカーボンをCO2吸収源
として活用していくための具体的な検討を進めていく。

国土交通省港湾局

横浜ブルーカーボン事業によるカーボン・オフセット制度を運
用し、クレジットの活用を推進。
啓発イベント等を開催した。

横浜ブルーカーボン事業によるカーボン・オフセット制度を実
施している。
啓発イベント等を開催している。

横浜ブルーカーボン事業によるカーボン・オフセット制度を
運用し、クレジットの活用を推進。啓発イベント等を開催。

横浜市港湾局
（横浜市温暖化対策統括本
部）

13
生態系サービス（海の健康度）
の定量化手法の開発

沿岸域の環境の価値を定量的に評価する手法の開
発

沿岸域の環境価値を統合的に評価する手法を開発した 干潟や藻場の環境価値の定量化手法について検討した。
ブルーカーボン生態系のコベネフィットの評価への活用を検
討する。

国土交通省国土技術政策総
合研究所

14 自然エネルギー等の活用検討
風力や波力等の再生可能エネルギー、また海藻等
のバイオマスエネルギー等の活用検討を行う。

・平成28年５月に港湾法が改正（７月１日施行）され、港湾区
域等を占用する者を公募により決定する手続き（占用公募制
度）を創設した。
・当該制度の的確な運用を図るため、「港湾における洋上風
力発電の占用公募制度の運用指針」を策定し、改正港湾法の
施行に合わせて公表した。
・平成30年３月に「洋上風力発電設備に関する技術基準の統
一的解説」、「洋上風力発電設備の施工に関する審査の指
針」、また、平成31年３月に「洋上風力発電設備の維持管理に
関する統一的解説」を策定・公表した。また、令和２年３月にこ
れらの改訂版を公表した。
・平成30年11月に海洋再生可能エネルギー発電設備の整備
に係る海域の利用の促進に関する法律が成立（平成31年４月
施行）され、一般海域における占用公募制度を創設した。
・令和元年11月に港湾法が改正（令和２年２月施行）され、国
土交通大臣が、海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠
頭（洋上風力発電設備の設置及び維持管理に利用される埠
頭）を有する港湾を基地港湾として指定し、発電事業者に当該
港湾の同埠頭を長期間（最大30年間）貸し付ける制度を創設
した。

洋上風力発電設備の円滑な導入に向けた取組を着実に実施
している。

港湾区域及び一般海域における占用公募制度を円滑に運
用していく。

国土交通省港湾局
関東地方整備局港湾空港部

15
漁業・漁場を取り巻く環境整備
の検討

東京湾の江戸前の魚介類が豊富に存在するための
環境整備を検討する。

・三番瀬から盤洲干潟、富津干潟において、漁業者が実施す
る干潟の保全に係る活動（覆砂、耕うん、カイヤドリウミグモや
ツメタガイ等の有害生物の駆除）を支援した。
・令和２年度に発足した「東京湾関係漁連・漁協連絡会議」の
活動に対して、１都２県で協力して支援を行った。

漁業者による干潟の保全に係る活動により一定の効果は認
められるものの、依然としてアサリ資源量は低調であることか
ら、引き続き、漁場環境の改善への取組を継続することが必
要である。

引き続き漁業者の干潟の保全に係る活動を支援し、アサリ
等の二枚貝資源の増大に取り組むほか、東京湾関係漁連・
漁協連絡会議の活動に対し、支援を行う。

千葉県環境生活部
（千葉県農林水産部）

東京湾各地において、マリンレジャー普及を図るため、マリン
関連団体からなる「ＵＭＩ協議会」参加団体が、ボート試乗体験
等のイベントを開催した。また、プレジャーボート等によるク
ルージングのモデルルート「マリンチック街道」を湾内に２ルー
ト整備した。

ボート試乗体験等のイベントを通じて、一般の方々にマリンレ
ジャーへの関心を持つきっかけを提供した。また、従来のボー
トユーザーに加えて、旅行者等の幅広い方々が安全かつ気軽
に楽しめるクルージングルートを整備した。

引き続き、マリンレジャー普及のための取り組みを継続する
予定。

国土交通省海事局

千葉港湾事務所において中学生を対象とした職場体験学習
を行った（平成26年～令和元年度）。中学生は、東京湾の環
境等について学習し、清掃兼油回収船「べいくりん」に乗船し
てゴミ回収を体験した。

清掃兼油回収船の役割や海洋環境整備事業のPRにより、環
境教育の推進が図られた。 引き続き多様な主体が参加できる体制を構築する。

関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所構内に整備さ
れた干潟・磯場実験施設「潮彩の渚」を活用し、アサリ調査や
生物観察会といった一般市民を対象とした体験学習や、近隣
の小学校及び住民を対象とした海に関する環境学習を行っ
た。また、「潮彩の渚」で得られた知見を活用し、近隣の小学
校に出前講義を行った。

干潟・磯場実験施設を活用した体験活動により、環境教育の
推進が図られた。

引き続き取組を継続する。

・横須賀市等が実行委員会を設けて実施するイベントの一つ
として行われる船上見学会において、第二海堡の情報ととも
に海にゴミを捨てない啓発資料を作成して見学会参加者に配
布。（平成28年度 参加者110名）

清掃活動状況の展示等を継続して実施し、環境教育の推進を
図った。

引き続き取組を継続する。

東京港において、以下の取組を実施した。
・お台場海浜公園で、地元の小学校を対象に、のりづくり体験
学習イベントを、小学校PTA、NPO、地元区と協働して開催し
た（平成25年度～令和３年度　毎年各３回）。
・海の森で、一般市民、企業を対象に平成27年度まで植樹イ
ベントを開催した（平成25年度２回、平成26年度２回、平成27
年度１回）。平成28年度以降は、植樹地内の下草刈りや枝払
いなどを行う育樹イベントを開催している（平成28年度５回、平
成29年度３回、平成30年度３回、令和元年度４回、令和２年度
2回、令和３年度1回）。）。

・お台場海浜公園では、地元の子供たちに江戸前の恵みを感
じてもらうことができた。
・海の森では、市民等に植樹から育樹までの公園づくりに携
わってもらい、協働による森づくりを進めることができた。

引き続きお台場海浜公園及び海の森にて取組を継続する。 東京都港湾局

海域

10
NPOや企業、漁業者等による海
底ゴミの回収や海浜・干潟の清
掃活動の推進

NPOや企業、漁業者等による海底ゴミの回収や海
浜・干潟の清掃活動を推進する。

12
ブルーカーボンの調査研究・技
術開発の推進

海洋（沿岸域）における炭素固定（ブルーカーボン）
の調査研究・技術開発・活用方策検討を推進する。

関東地方整備局港湾空港部

清掃活動等のイベント回数
および市民参加延べ人数：
45回、1万３千人

関東地方整備局港湾空港部

11 貧酸素化緩和技術の検討 貧酸素化緩和の調査研究・技術開発を推進する。

海域

16 環境教育・体験活動等の推進
東京湾の自然環境を活かした環境教育・体験活動
等を行う。
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（別表1）プロジェクト進捗状況一覧

担当
分科会

プロジェクト名 プロジェクトの概要 プロジェクトの目標
施策の実施状況

（平成25年度～令和３年度） 施策の実施状況の分析・評価
今後の取組

（令和５年度以降）
実施機関

船橋市において、漁業者が実施する、千葉県内外の住民、地
域の小学校の教師及び児童を対象とした干潟の環境教育や
漁業体験の取組を支援した。
平成27年度：実施回数18回、受講者数745名
平成28年度：実施回数23回、受講者数1,326名
平成29年度：実施回数19回、受講者数1,331名
平成30年度：実施回数16回、受講者数1,266名
令和元年度：実施回数13回、受講者数840名
令和３年度：実施回数４回、受講者数314名
※令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
実施していない。

地域の干潟環境や水産業の理解・増進、伝統文化の継承等、
漁村の多面的機能発揮に資する活動が促進された。

引き続き、干潟の環境教育や漁業体験を実施する。
千葉県環境生活部
（千葉県農林水産部）

千葉県立中央博物館内での常設展示に加え、令和２年度に
は昔の東京湾が描かれた絵はがきに係る展示を企画したほ
か、令和元年度及び令和３年度には、東京湾の海鳥を対象に
した観察会を企画した。

千葉県立中央博物館では、新たな観察会を企画するなど、環
境教育が推進されている。

引き続き様々な様態の施策の実施を検討する。
千葉県環境生活部
（千葉県教育庁）

 千葉県において、「江戸前」をはじめとした県水産物の魚食普
及促進に向け、「新鮮！ちばのさかな！水産物直売所マップ」
をはじめとする各種パンフレット等の配布、ウェブサイト「千葉
さかな倶楽部」の運営、千葉県産水産物の販売促進のための
取組・PRイベント出展への支援を実施した。また、「千葉ブラン
ド水産物」への認定に向けた取組への支援、認定後の認知度
拡大のための取組への支援を実施した。
（平成27年度に「江戸前船橋瞬〆すずき」、平成28年度に「三
番瀬ホンビノス貝」を新たにブランド認定した。）

「江戸前」をはじめとした県産水産物の啓発や情報発信等を
継続して実施している。

引き続き、魚食普及促進に向け各種パンフレット等の配布
や「千葉ブランド水産物」への認定に向けた取組及び認定
後の販売促進の取組の支援等を継続的に実施する。

千葉県環境生活部
（千葉県農林水産部）

川崎港において、次のイベントを実施している。
各種団体等による夏休み川崎港見学会（年２回）、外国船見
学会（年１回）、夏休み海洋環境教室（年１回）、川崎みなと祭
り（R１台風の影響で中止、Ｒ２新型コロナウイルス感染拡大
の影響で中止）

市民が地域の自然・生物と親しむ機会の創出や、より多くの
人が港を訪れる機会を増やす取組を実施するとともに、港湾
施設の利用促進に向けた取組を推進している。

各種イベント等を継続して実施するとともに、開放的な親水
空間の創出や港湾緑地の整備に向けた取組を進める。

川崎市港湾局

横須賀港平成地区において、平成9年度より、「横須賀うみか
ぜカーニバル」を開催し、ボート試乗体験等のマリンスポーツ
の体験イベントを実施した。
また、令和元年度以降は、従来の平成地区に加え、他地区を
含め全４回開催することとした。
平成28年度：7/16、17　来場者6,100人、体験乗船者1,100人
平成29年度：7/15、16　来場者6,900人、体験乗船者977人
平成30年度：7/14、15　来場者5,600人、体験乗船者754人
令和元年度：6月～9月　来場者13,300人、体験乗船者655人
　　　　　　　　（平成地区２会場、深浦地区、走水地区で開催）
令和２年度：8/9（オンライン開催）　参加者126人（浦賀地区）
　＊他日程は新型コロナウイルス感染防止対策のため中止
令和３年度：5/23（オンライン開催）　参加者115人（深浦地区）
　　　　　　　 11/14　来場者719人（平成地区）
　＊他日程は新型コロナウイルス感染防止対策のため中止

広くマリンスポーツを楽しむ機会の提供とマナーや安全に対す
る啓発を行い、海事思想の普及に寄与するとともに、周辺地
域の活性化が図られた。

引き続き取組を継続する。
横須賀うみかぜカーニバル実
行委員会（横須賀市等）

1
東京湾環境一斉調査
（東京湾における流域および海
域の環境一斉調査）

多様な主体による水質等の調査の実施
調査の継続、参加団体数の
拡大

・平成25年度：8/7実施、参加機関数174（水質調査136、生物
調査18、環境啓発イベント20 ）
・平成26年度：9/3実施、参加機関数167（水質調査141、生物
調査9、環境啓発イベント17）
・平成27年度：荒天のため中止（各機関で任意に調査を実施
してデータを提供）、参加機関数121（水質調査100、生物調査
9、環境 啓発イベント12）
・平成28年度：8/3実施、参加機関数156（水質調査133、生物
調査13、環境啓発イベント10）
・平成29年度：8/2実施、参加機関数176（水質調査143、生物
調査19、環境啓発イベント14）
・平成30年度：8/1実施、参加機関数204（水質調査169、生物
調査16、環境啓発イベント19）
・令和元年度：8/7実施、参加機関数211（水質調査172、生物
調査20、環境啓発イベント19）
・令和２年度：8/5実施、参加機関数177（水質調査162、生物
調査12、環境啓発イベント3）
・一斉調査の結果を取りまとめるため、「東京湾環境一斉調査
ワークショップ」を開催した。
・平成26年度からは、東京湾再生官民連携フォーラム東京湾
環境モニタリングの推進PTと連携し調査を実施した。

・東京湾における流域および海域の環境一斉調査を確実に実
施している。調査結果は、年度ごとに取りまとめ、ウェブサイト
にて公表している。
・東京湾環境一斉調査ワークショップを毎年開催し、調査結果
を「東京湾環境マップ」に取りまとめて広く国民に周知してい
る。

引き続き本プロジェクトを継続し、参加機関数の拡大を図
る。

モニタリング分科会

東京湾流入河川において公共用水域の水質調査を実施し
た。

公共用水域の水質調査を確実に実施している。 引き続き測定計画に基づき水質調査を継続する。 関東地方整備局企画部

・各年度の測定計画に基づき、東京湾内の環境基準点20点、
補助点８点において、月１回あるいは隔月１回水質の常時監
視を実施した。
・東京湾内の環境基準点２点あるいは３点において、年１回底
質調査を実施した。

水質の常時監視及び底質調査を確実に実施している。
調査結果は、速報を含め、ウェブサイトにて公表している。

引き続き測定計画に基づき水質の常時監視及び底質調査
を継続する。

千葉県環境生活部

・各年度の測定計画に基づき、東京湾内の環境基準点８点、
補助点24点（平成29年度からは23点)において月1回（「お台
場」以外の補助点では年２～６回）水質の常時監視を実施し
た。
・運河12点において月１回、その他７点において年２回水質の
常時監視を実施した。
・水質の常時監視に加え、東京湾内の環境基準点８点、運河
６点において、年１回底質調査を実施した。

水質の常時監視及び底質調査を確実に実施している。
調査結果は、速報を含め、ウェブサイトで公表している。

引き続き測定計画に基づき水質の常時監視及び底質調査
を継続する。

東京都環境局

各年度の測定計画に基づき、東京湾内のCODの環境基準点
４点、補助点１点及び全窒素・全りんの環境基準点５点におい
て、月１回水質の常時監視を実施した。

水質の常時監視を確実に実施している。
調査結果は、速報を含め、ウェブサイトで公表している。
測定結果の情報発信に積極的に取り組むことにより、関係者
による取得データの活用や東京湾の水質状況の把握等に寄
与している。

引き続き測定計画に基づき水質の常時監視を継続する。 神奈川県環境農政局

各年度の測定計画に基づき、東京湾内の環境基準点6点、補
助点1点において、月1回水質の常時監視を実施した。
水質の常時監視に加え、底質調査を実施した。
平成25年から平成28年：7地点×2回（夏期・冬期）
平成29年から令和元年：4地点×2回（夏期・冬期）
令和２年：4地点×1回（夏期）
令和３年：4地点×1回（夏期）

水質の常時監視及び底質調査を確実に実施している。
調査結果は、速報を含め、ウェブサイトで公表している。
調査結果は年度ごとに確実に公表し、施策等への活用は出
来ているものの、より一層の周知を図る必要がある。

引き続き測定計画に基づき水質の常時監視及び底質調査
を継続する。

横浜市環境創造局

各年度の測定計画に基づき、東京湾内の環境基準点６点に
おいて、月１回水質の常時監視を実施した。
水質の常時監視に加え、２点において、年２回底質調査を実
施した。

水質の常時監視及び底質調査を確実に実施している。
調査結果は、速報を含め、ウェブサイトで公表している。
毎月の継続的な実施により、東京湾における水環境の把握に
寄与している。

引き続き測定計画に基づき水質の常時監視及び底質調査
を継続する。

川崎市環境局

・各年度の測定計画に基づき、東京湾内の環境基準補助点３
点において、月１回水質の常時監視を実施した。
・平成26、29、令和２年度は、水質の常時監視に加え、年１回
底質調査を実施した。

水質の常時監視及び底質調査を確実に実施している。
調査結果は、速報を含め、ウェブサイトで公表している。

引き続き測定計画に基づき水質の常時監視及び底質調査
を継続する。

千葉市環境局

・東京湾の水質調査（平成25年度21点、平成26～令和２年度
28点）及び植物プランクトン調査（平成25年度７点、平成26～
令和２年度10点）を年４回実施した。
・東京湾の底質及び底生生物調査（平成25年度８点、平成26
～令和２年度９点）を年２回実施した。

・東京湾における広域総合水質調査は、環境省からの委託を
受けた関係都県等により確実に実施されている。
・本調査により得られたデータは、現況把握に使用するだけで
なく、水質総量削減やその他の水環境改善対策を検討・策定
する際の不可欠な資料として活用されている。

引き続き広域総合水質調査を継続する。 環境省水・大気環境局

５年に１回の実施計画に基づき、東京湾内21点において、底
質及び底生生物の冬季調査を実施した（平成27年度、令和２
年度）。

本調査により得られたデータは、「東京湾環境情報センター」
にて公表し、関係機関や市民団体等多方面で活用されている
とともに、「東京湾水環境再生計画」の策定に用いられてい
る。

引き続き東京湾の水質、底質、プランクトン及び底生生物調
査を定期的に実施する。

関東地方整備局港湾空港部

4

水質等の観測
（測量船による透明度・水温・塩
分・溶存酸素のモニタリング実
施）

東京湾内の定点において測量船による定期的なモ
ニタリング観測を行う。

東京湾内（平成25～29年度19地点、平成30年度28点）におい
て、透明度・水温・塩分・溶存酸素について平成25年から平成
30年までは月1回、令和元年以降は４半期に１回のモニタリン
グを実施した。

天候不良によるモニタリング観測の未実施や観測機器の不具
合による欠測は一部あるものの、モニタリング観測を確実に
実施している。
調査結果は、ウェブサイトで公表している。

定期的なモニタリングは終了するが、引き続き船舶による東
京湾環境一斉調査に合わせた調査など必要に応じ実施し、
東京湾における水質状況の把握や啓蒙活動に寄与してい
く。

第三管区海上保安本部
海洋情報部

千葉灯標に設置されたモニタリングポストにおいて水質・海潮
流等の連続観測を実施した。

水質・海潮流等の観測を実施し、観測結果はウェブサイトで公
表している。

令和５年以降のモニタリングポストの運用を停止する。 海上保安庁海洋情報部

・横浜港京浜地区（京浜運河域）において、水質、底質、底生
生物の調査を実施した（平成25年度）。
・東京湾内4点（検見川沖、千葉港口第一号灯標、川崎人工
島、浦安沖）に設置されたモニタリングポストにおいて水質・海
潮流等の連続観測を実施した。また、清掃兼油回収船「べいく
りん」において東京湾内6点（一般海域）における月1回の水質
観測・採水分析を実施した。

モニタリングポスト及び東京湾内6地点の観測データは、東京
湾環境情報センターで公表している。東京湾環境情報セン
ターの平成25年度から令和3年度のアクセス数は、年間で約
400,000件（1日平均約1,000件）以上となっており、東京湾の海
況をリアルタイムに把握するためのツールとして定着しつつあ
る。

引き続きモニタリングポストや船舶等による観測を実施す
る。
引き続き「東京湾環境情報センター」ウェブサイト等を活用し
たモニタリング結果の提供を推進する。

関東地方整備局港湾空港部

東京湾の赤潮発生状況を把握した。各年度の赤潮確認件数
は、平成25年度13件（50回出航）、平成26年度15件（46回出
航）、平成27年度11件（46回出航）、平成28年度12件（47回出
航）、平成29年度14件（57回出航）、平成30年度13件（51回出
航）、令和元年度13件（47回出航）、令和２年度10件（46回出
航）、令和3年度7件（48回出航）であった。

継続して調査を実施している。
調査結果は、ウェブサイトで公表している。

引き続き赤潮発生状況の監視を継続する。 千葉県環境生活部

東京内湾の赤潮発生状況を把握した。
継続して調査を実施している。
調査結果は、速報を含め、ウェブサイトで公表している。

引き続き赤潮発生状況の監視を継続して実施する。 東京都環境局

東京湾の赤潮発生状況を把握した。各年度の赤潮確認件数
は、平成25年度４件、平成26年度２件、平成27年度０件、平成
28年度４件、平成29年度３件、平成30年度２件、令和元年度５
件、令和２年度０件、令和３年度１件であった。

定期的な監視や漁業者からの随時の情報収集による調査を
実施した。

引き続き赤潮発生状況の調査を継続する。 神奈川県環境農政局

7 三番瀬自然環境調査事業
生物とそれを取り巻く環境に関して、地形・環境条
件･生物の中から、必要な調査を実施する。

中長期の変動を含めた三番
瀬の生態系を把握する

・底生生物及び海域環境調査を実施した（平成26年度）。
・稚魚生息状況調査（月１回、年12回）を実施した（平成27年
度）。
・自然環境総合解析を実施した（平成28年度）。
・鳥類個体数調査（月２回、年24回）を実施した（平成25～令
和３年度）。

実施した調査について経年的にデータを蓄積している。
・引き続き三番瀬及びその周辺において、24回（月２回）の
鳥類個体数調査を実施する。

千葉県環境生活部

・東京湾環境情報センターにおいて、モニタリングポスト4地点
の水質等定点観測データ、海洋短波レーダーで取得された表
層流況等観測データを、リアルタイムで公開した。
・東京湾環境一斉調査等の環境調査データをデータベース化
し、東京湾環境情報センターで公開した。

東京湾環境情報センターの平成25年度から令和3年度のアク
セス数は、年間で約400,000件（1日平均約1,000件）以上となっ
ており、東京湾の海況をリアルタイムに把握するためのツール
として定着しつつある。

引き続きモニタリングポストや船舶等による観測を実施す
る。
引き続き「東京湾環境情報センター」ウェブサイト等を活用し
たモニタリング結果の提供を推進する。

関東地方整備局港湾空港部

・各自治体が常時監視を行った各年度の測定結果について
の報告を受け、全国集計結果として取りまとめ、概要やデータ
等をウェブサイトで公表した。
・広域総合水質調査について、調査結果を集計し、データを
ウェブサイトで公表した。

水環境総合情報サイト等を用いた情報発信に積極的に取り
組むことにより、我が国の水質状況把握、国民への周知に寄
与しており、取得されたデータは広く活用されている。

引き続き水環境総合サイトの更新を実施し、確実な情報提
供を進める。

環境省水・大気環境局

9
東京湾の貧酸素水塊発生状況
の発信

調査船が実施する水質調査により、ウェブサイト（東
京湾の溶存酸素情報）において貧酸素水塊の発生
状況を発信する。

東京湾の溶存酸素情報を発信した。各年度の発信件数は、
平成25年度13回、平成26年度16回、平成27年度15回、平成
28年度19回、平成29年度21回、平成30年度19回、令和元年
度22回、令和２年度19回、令和３年度13回であった。

調査結果は、ウェブサイトで公表している。 引き続き調査及び情報発信を継続する。 神奈川県環境農政局

10 モニタリング研究会 有識者によるモニタリング分科会への助言

関係機関が連携・協働した
効率的かつ効果的なモニタ
リング体制の構築

平成25年度から令和２年度の間は開催していない。 ― 必要に応じて開催を検討する。 モニタリング分科会

水質汚濁防止法第16条に基づく常時監視により、東
京湾の水質を把握する。

3
水質等の観測
（広域総合水質調査）

東京湾の水質、底質、プランクトン及び底生生物調
査を実施する。

海域

16 環境教育・体験活動等の推進
東京湾の自然環境を活かした環境教育・体験活動
等を行う。

調査の継続

モニタ
リング

5

水質等の観測
（清掃船による定期観測及びモ
ニタリングポストによる連続観
測）

定点による連続観測（モニタリングポスト）、清掃兼
油回収船「べいくりん」による定期観測の実施

観測の継続

6 東京湾の赤潮発生状況の把握
調査船による定期的な監視及び漁業者等からの随
時の情報収集により、東京湾の赤潮発生状況を監
視する。

8 観測・環境調査データ等の公開

観測データの公開、モニタリングポストで得られた
データのリアルタイム情報発信、その他観測・環境
調査データの標準化によるデータベース化及び東京
湾環境情報センターからのデータ公開

データ公開の継続

モニタ
リング

2
水質等の観測
（東京湾の水質の常時監視）
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（案）

（別表1）プロジェクト進捗状況一覧

担当
分科会

プロジェクト名 プロジェクトの概要 プロジェクトの目標
施策の実施状況

（平成25年度～令和３年度） 施策の実施状況の分析・評価
今後の取組

（令和５年度以降）
実施機関

共通 1
東京湾再生官民連携フォーラム
による活動

東京湾再生官民連携フォーラムによる活動を行う。

・平成25年11月に官・民が参画する「東京湾再生官民連携
フォーラム」が設立。令和２年度末時点で９つのPTが活動して
おり、これまでに6つの政策提案がなされている。
・東京湾への関心を喚起するため、東京湾大感謝祭が開催さ
れた（平成25～令和２年度）。

官民連携の取組を着実に実施している。 引き続き官民連携の取組を継続する。 共通
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（案）

（別表2）アピールポイントにおける施策の実施状況

施策番号
アピール
ポイント

目標要素 小目標
【東京湾再生のための行動計画(第二期)策定時】

実施予定施策
施策の実施状況

（平成25年度～令和３年度）
施策の実施状況の分析・評価 今後の取組（令和５年度以降） 実施機関

裸足で遊べる、いつでも
安全で気持ちよい海

家族連れでも気軽に水
遊びを楽しめる海

多様な生物が生息し、
豊富な「江戸前」の恵み
が得られる海

「江戸前」の味や文化を
世界に発信できる海

海辺に行きやすく、身近
で安心できる海

千葉市中央処理区における、吐き口のスク
リーン設置、貯留・浸透施設等、合流式下水
道の改善を図る。

・千葉市中央処理区において、雨水滞水池を建
設（整備）したとともに、夾雑物の除去施設を8箇
所設置した。（平成25年度末で合流下水道緊急
改善事業が完了した。）
・以下の浸透施設を設置した。
　浸透桝：656個、浸透トレンチ：1452ｍ、浸透マン
ホール：8基

・平成26年度に千葉市合流式下水道緊急改善計
画の事後評価を実施した。評価の結果、各施策
内容の目標（排出する汚濁負荷量を分流式下水
道以下、越流回数を半減および夾雑物の流出防
止）を達成している。
・貯留浸透施設については、面源からの汚濁負
荷削減に寄与している。

・現在中央浄化センター高度処理施設工事をおこ
なっており、既存の水処理施設の有効利用による
雨水滞水池の整備により、更に公共用水域の水
質向上に努める。
・貯留浸透施設については、面源からの汚濁負
荷削減に寄与していることから整備を推進する。

千葉市建設局

子どもからお年寄りま
で、いつでも楽しめ、驚
きや感動がある海

千葉市南部浄化センター及び中央浄化セン
ターにおける高度処理設備を導入する。

・平成19年度に着工した、千葉市南部浄化セン
ターＣ系水処理施設工事（高度処理施設）が平成
29年度末に竣工し、南部浄化センターにおける高
度処理施設能力は約18.8万㎥/日となった。
・千葉市中央浄化センターの既設水処理施設（１
系列）の再構築に併せた高度処理化は、平成26
年度に着工し、令和3年度に竣工したことから、中
央浄化センターにおける高度処理施設能力は約
2.5万㎥/日となった。

・千葉市南部浄化センターにおいて、現有施設能
力、約26万㎥/日を有しており、そのうち高度処理
施設能力は約73％となった。また、Ａ系5～8系列
においては、段階的高度処理の導入を検討した
が、計画汚水量に対する水処理能力が減少され
ることに加え、対象の主要設備の更新時期が目
前であることから、更新時期に併せて高度処理化
を図る方針とした。
・千葉市中央浄化センターにおいて、現有施設能
力、約8.4万㎥/日を有しており、そのうち高度処
理施設能力は約29％となった。また、既設水処理
施設（2系列）についても、再構築に併せて高度処
理化を図る方針としている。

・千葉市南部浄化センターおよび中央浄化セン
ターにおいて、再構築と併せて高度処理化を図っ
ていく。

千葉市建設局

・下水道の普及促進のため、公共下水道の管渠
及び終末処理場の整備と下水道への接続を促
進
・合流式下水道の改善対策を実施（習志野市）

・下水道の普及促進のため、公共下水道の管渠
及び終末処理場の整備と下水道への接続を促進
・Ｈ２５に合流式下水道の改善対策を完了(習志
野市)

・公共下水道の管渠及び終末処理場を整備し下
水道への接続を促進したことにより、下水道の普
及が進んでいる。

・公共下水道の管渠を整備する。
千葉県
県土整備部

背後の都市景観と調和
した美しい海

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への
転換促進、高度処理型浄化槽の設置等を推
進する。

浄化槽設置補助制度を利用した転換基数
H25：9基                          H30：6基
H26：4基                          R1：1基
H27：5基                          R2：3基
H28：0基                          R3：2基
H29：7基

浄化槽設置補助制度で合計37基が合併処理浄
化槽へ転換した。

引き続き単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽
への転換促進を行う。

千葉市環境局

最先端の科学的知見が
充実した賢い海

東京湾岸で活動する
様々な人や企業が、楽
しみながら環境再生に
取り組んでいる海

裸足で遊べる、いつでも
安全で気持ちよい海

家族連れでも気軽に水
遊びを楽しめる海

多様な生物が生息し、
豊富な「江戸前」の恵み
が得られる海

・底生生物及び海域環境調査を実施した（平成26
年度）。
・稚魚生息状況調査（月1回、年12回）を実施した
（平成27年度）。
・自然環境総合解析を実施した（平成28年度）。
・鳥類個体数調査（月2回、年24回）を実施した
（平成25～令和3年度）。

・実施した調査について経年的にデータを蓄積し
ている。

・引き続き三番瀬及びその周辺において、24回
（月2回）の鳥類個体数調査を実施していく。

千葉県
環境生活部

「江戸前」の味や文化を
世界に発信できる海

海辺に行きやすく、身近
で安心できる海

県ウェブサイトの更新や、県民だより等を活
用した情報発信を行う。

ウェブサイト等による情報発信などの広報活動を
実施した。

広報活動を通じて三番瀬の魅力を発信し、三番
瀬と触れ合う機会を提供した。

引き続きウェブサイト等による情報発信などの広
報活動を実施する。

写真展等を実施し、三番瀬の魅力について
広報活動を行う。

エコメッセちばで写真を展示し、広報活動を実施
した。

広報活動を通じて三番瀬の魅力を発信し、三番
瀬と触れ合う機会を提供した。

引き続き広報活動を実施する。

三番瀬の標語、シンボルマーク及びマスコッ
トキャラクターについて、県のウェブサイト上
での情報・素材の提供、県庁名刺作成シス
テムへの登録・普及等を行う。

三番瀬の標語、シンボルマーク及びマスコット
キャラクターについて、県のウェブサイト上で情
報・素材を提供した。

広報活動を通じて三番瀬の魅力を発信し、三番
瀬と触れ合う機会を提供した。

引き続き三番瀬の標語、シンボルマーク及びマス
コットキャラクターについて、県のウェブサイト上で
情報・素材を提供する。

江戸川左岸流域下水道の幹線管渠の整備、
処理場施設を整備する。

・江戸川左岸流域下水道の市川幹線が平成27年
度に、松戸幹線が平成28年度に供用開始した。
・また、江戸川第一終末処理場の水処理第1系列
を令和2年度末に供用開始した。

・江戸川左岸流域下水道市川幹線、松戸幹線及
び江戸川第一終末処理場の水処理第1系列の供
用開始により、下水道の普及が進んでいる。
・また、供用開始した水処理第1系列は高度処理
を導入している。

・江戸川左岸流域下水道江戸川第一終末処理場
の水処理第1系列の供用開始に続き、水処理第2
系列の整備を進める。
・また、江戸川第二終末処理場水処理施設の段
階的高度処理導入を進めていく。

千葉県
県土整備部

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への
転換や、高度処理型浄化槽の設置を促進す
る。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
促進、高度処理型浄化槽の設置等を推進した。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
促進、高度処理型浄化槽の設置等を推進してい
る。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
促進、高度処理型浄化槽の設置等を推進する。

千葉県
環境生活部

最先端の科学的知見が
充実した賢い海

東京湾岸で活動する
様々な人や企業が、楽
しみながら環境再生に
取り組んでいる海

NPOなどによる三番瀬の保全と再生を目的
に開催される活動について後援等を行う。

NPOなどが実施する三番瀬関連イベントについて
後援を行った。

市民活動団体等が実施する三番瀬関連イベント
を後援し、三番瀬での東京湾再生活動を支援し
た。

引き続き市民活動団体等が実施する三番瀬関連
イベントに対する後援を実施する。

千葉県
環境生活部

裸足で遊べる、いつでも
安全で気持ちよい海

赤潮や青潮が発生しな
い海

４－１
いなげの浜

～
幕張の浜周辺

①快適に水遊び
が
できる

②「江戸前」をは
じめ多くの生物
が
生息する

③親しみやすい

④美しい

⑤首都圏に
ふさわしい

４－２ 三番瀬周辺

①快適に水遊び
が
できる

②「江戸前」をは
じめ多くの生物
が
生息する

③親しみやすい

⑤首都圏に
ふさわしい

千葉県
環境生活部

④美しい

赤潮や青潮が発生しな
い海

当地区に流入する河川（江戸川）において、
今後も継続して河川の浄化対策（直接浄化
の稼働）に取り組む。また、湿地等の自然再
生を行う。

・当地区に流入する河川（江戸川）において、河川
の直接浄化施設による水質浄化を継続して実施
した。
・江戸川支川利根運河において浚渫による河川
浄化対策を実施した。
・環境基準を大幅に上まわっている利根運河の水
環境改善対策として、利根川から利根運河へ導

水するポンプの設置（0.5m3/s）を実施した。
・江戸川1箇所において自然再生を実施した（平
成27年度）。

河川浄化や浚渫、干潟再生を実施し、東京湾に
流入する有機汚濁および窒素・りん等の削減に
寄与している。

・実施後の環境変化についてモニタリングを実施
する。

国土交通省水管
理・国土保全局
（関東地方整備局
河川部）

子どもからお年寄りま
で、いつでも楽しめ、驚
きや感動がある海

背後の都市景観と調和
した美しい海

４－３
葛西海浜
公園周辺

①快適に水遊び
が
できる
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（案）

（別表2）アピールポイントにおける施策の実施状況

施策番号
アピール
ポイント

目標要素 小目標
【東京湾再生のための行動計画(第二期)策定時】

実施予定施策
施策の実施状況

（平成25年度～令和３年度）
施策の実施状況の分析・評価 今後の取組（令和５年度以降） 実施機関

家族連れでも気軽に水
遊びを楽しめる海

・葛西海浜公園西なぎさにおいて、市民団体が海
水浴体験イベントを実施した。（平成24・25年
度）。
・葛西海浜公園西なぎさにおいて、東京都と市民
団体等が連携して海水浴社会実験を実施した
（平成26・27年度）。
・葛西海浜公園西なぎさにおいて、平成28年度以
降も東京都と市民団体等が連携して海水浴体験
を継続実施している（平成28年度約5万3千人、平
成29年度約3万5千人、平成30年度約4万5千人、
令和元年度約4万9千人、令和2年度約1万人、令
和３年度約1万3千人が参加）。※令和２年度、３
年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため
水遊び体験に変更。
・また、葛西海浜公園においては、海水浴期間中
の週末等に、漁業体験、和船乗船体験、生物観
察などの各種の体験を行う「里海まつり」を開催し
ている。

海水浴体験をはじめ様々なイベントを通じて、多く
の都民が海との触れ合いを高めることができた。

引き続き、海水浴体験イベント等の実施を予定し
ている。

東京都港湾局

水生生物調査（鳥類、稚魚）を実施した。
継続して調査を実施している。
調査結果は、速報を含め、ウェブサイトで公表し
ている。

引き続き継続して実施する。 東京都環境局

干潟生き物観察会・野鳥観察会・コアジサシの子
育て環境づくりを定期的に実施した。

海辺の多様な生き物の観察等を通じて、海の自
然についての理解を深めることができた。

引き続き、干潟生き物観察会・野鳥観察会の定期
的な実施を予定している。

東京都港湾局

「江戸前」の味や文化を
世界に発信できる海

葛西海浜公園西なぎさにおいて、市民団体等に
よりのりとわかめの育成及びのりすき体験・試食
イベントが実施された。

多くの人が江戸前の味であるのりやわかめなど、
東京の海の文化について理解を深めることがで
きた。

引き続き、のりとわかめの育成及びのりすき体
験・試食イベントの実施が予定されている。

東京都港湾局

海辺に行きやすく、身近
で安心できる海

子どもからお年寄りま
で、いつでも楽しめ、驚
きや感動がある海

・葛西海浜公園西なぎさにおいて、市民団体が海
水浴体験イベントを実施した。（平成24・25年
度）。
・葛西海浜公園西なぎさにおいて、東京都と市民
団体等が連携して海水浴社会実験を実施した
（平成26・27年度）。
・葛西海浜公園西なぎさにおいて、平成28年度以
降も東京都と市民団体等が連携して海水浴体験
を継続実施している（平成28年度約5万3千人、平
成29年度約3万5千人、平成30年度約4万5千人、
令和元年度約4万9千人、令和2年度約1万人、令
和３年度約1万3千人が参加）。※令和２年度、３
年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため
水遊び体験に変更。
・また、葛西海浜公園においては、海水浴期間中
の週末等に、漁業体験、和船乗船体験、生物観
察などの各種の体験を行う「里海まつり」を開催し
ている。

海水浴体験をはじめ様々なイベントを通じて、多く
の都民が海との触れ合いを高めることができた。

引き続き、海水浴体験イベントの実施を予定して
いる。

東京都港湾局

荒川水循環センター、新河岸川水循環セン
ター、中川水循環センター等における高度処
理を実施する。

令和元年度末までに、8水循環センター(荒川、元
荒川、新河岸川、新河岸川上流、中川、古利根
川、荒川上流、市野川)の水処理施設34系列すべ
てに段階的高度処理を含む高度処理を導入し
た。

高度処理、段階的高度処理を導入した処理場の
放流水質は向上している。

引き続き８水循環センターの水処理施設34系列
すべてに段階的高度処理を含む高度処理を実施
する。

埼玉県下水道局

・江戸川左岸流域下水道の幹線管渠の整備、処
理場施設を整備する
・下水道の普及促進のため、公共下水道の管渠
及び終末処理場の整備と下水道への接続を促
進

・江戸川左岸流域下水道の市川幹線が平成27年
度に、松戸幹線が平成28年度に供用開始した。
・また、江戸川第一終末処理場の水処理第1系列
を令和2年度末に供用開始した。
・下水道の普及促進のため、公共下水道の管渠
及び終末処理場の整備と下水道への接続を促進

・江戸川左岸流域下水道市川幹線、松戸幹線及
び江戸川第一終末処理場の水処理第1系列の供
用開始により、下水道の普及が進んでいる。
・また、供用開始した水処理第1系列は高度処理
を導入している。
・公共下水道の管渠及び終末処理場を整備し下
水道への接続を促進したことにより、下水道の普
及が進んでいる。

・江戸川左岸流域下水道江戸川第一終末処理場
の水処理第1系列の供用開始に続き、水処理第2
系列の整備を進める。
・また、江戸川第二終末処理場水処理施設の段
階的高度処理導入を進めていく。
・公共下水道の管渠を整備する。

千葉県
県土整備部

葛西水再生センター等に準高度処理を導入
する

・葛西水再生センターに高度処理及び準高度処
理を導入した。
・砂町及び葛西水再生センターに高速ろ過を導入
した。

東京湾への汚濁負荷低減に水質改善に寄与して
いる。

・砂町水再生センターに準高度処理及びりん除去
施設（汚泥処理返流水対策）の導入を進める。

東京都下水道局

背後の都市景観と調和
した美しい海

当地区に流入する河川（綾瀬川）において、
今後も継続して河川の浄化対策（直接浄化
の稼働）に取り組む。また、荒川において干
潟等の自然再生を行う。

・当地区に流入する河川（綾瀬川）において、河川
の直接浄化施設による水質浄化を継続して実施
した。（平成29年度まで）
江戸川支川利根運河において、利根川からの導
水による河川浄化対策を実施した。
・荒川において自然再生（H26：１箇所、H27：１箇
所、H28：２箇所、H29：１箇所、H30：１箇所、R1：１
箇所、R3：１箇所（R1と同箇所））を実施した。

河川浄化や自然再生を実施し、東京湾に流入す
る有機汚濁および窒素・りん等の削減に寄与して
いる。

・河川の自然再生を引き続き実施する。
・実施後の環境変化についてモニタリングを実施
する。

国土交通省水管
理・国土保全局
（関東地方整備局
河川部）

最先端の科学的知見が
充実した賢い海

干潟生き物観察会・野鳥観察会・コアジサシの子
育て環境づくりを定期的に実施した。

多くの人が海辺の多様な生き物を観察することが
できた。

引き続き、干潟生き物観察会・野鳥観察会の定期
的な実施を予定している。

東京都港湾局

東京湾岸で活動する
様々な人や企業が、楽
しみながら環境再生に
取り組んでいる海

葛西臨海公園西なぎさにおいて、市民団体等に
よりのりとわかめの育成及びのりすき体験・試食
イベントが実施された。

多くの人が江戸前の味であるのりやわかめにつ
いて理解を深めることができた。

引き続き、のりとわかめの育成及びのりすき体
験・試食イベントの実施が予定されている。

東京都港湾局

三河島水再生センターの一部施設に段階的
高度処理施設を整備する。

・新河岸水再生センターに準高度処理の導入を
進めた。
・芝浦及び隅田川流域の２センター（三河島・新河
岸）に準高度処理を導入した。

・準高度処理導入により早期の水質改善に寄与
している。

・芝浦及び三河島処理区（東尾久浄化センター）
に高度処理の導入を進める。
・芝浦及び隅田川流域の３センター（三河島・みや
ぎ・新河岸）に準高度処理の導入を進める。

芝浦水再生センターに貯留施設を増設する
とともに、高速ろ過施設を導入し、雨天時の
簡易放流水質の向上を図る。

芝浦水再生センターに貯留施設を増設

（76,000m3）し、高速ろ過を導入した。
東京湾への汚濁負荷低減に寄与している。 将来目標280万m3に向けて貯留施設の整備を進

める。

家族連れでも気軽に水
遊びを楽しめる海

お台場海浜公園において港区等が海水浴イベン
ト「お台場プラージュ」（平成29年度以前は「お台
場海水浴」）を開催
平成27年度   298人（2日間）
平成28年度   512人（2日間）
平成29年度   538人（2日間）
平成30年度 6,431人（6日間）
令和元年度14,114人（9日間）
令和２年度、３年度は中止

多くの人が海水浴を楽しむことができた。
引き続き、海水浴体験イベントの実施を予定して
いる。

東京都港湾局
（実施：港区）

多様な生物が生息し、
豊富な「江戸前」の恵み
が得られる海

水生生物調査（鳥類、稚魚）を実施した。
継続して調査を実施している。
調査結果は、速報を含め、ウェブサイトで公表し
ている。

引き続き継続して実施する。 東京都環境局

「江戸前」の味や文化を
世界に発信できる海

東京港において、以下の取組を実施した。
お台場海浜公園で、地元の小学校を対象に、の
りづくり体験学習イベントを、小学校ＰＴＡ、ＮＰＯ、
地元区と協働して開催した。
（平成25年度3回、平成26年度3回、平成27年度3
回、平成28年度3回、平成29年度3回、平成30年
度2回、平成３１年度３回、令和２年度３回、令和３
年度３回）

お台場海浜公園では、地元の子供たちに江戸前
の恵みを感じてもらうことができた。

お台場海浜公園にて引き続き取組を継続する。
東京都港湾局
（実施：港区）

芝浦水再生センターに貯留施設を増設する
とともに、高速ろ過施設を導入し、雨天時の
簡易放流水質の向上を図る。

・芝浦水再生センターに貯留施設を増設

（76,000m3）し、高速ろ過を導入した。
東京湾への汚濁負荷低減に寄与している。 将来目標280万m3に向けて貯留施設の整備を進

める。
東京都下水道局

海浜の清掃活動を推進する。

ボランティアによる海浜清掃を開催した。
平成25年度：1,416人参加、0.7tのゴミを回収
平成26年度：1,608人参加、0.6tのゴミを回収
平成27年度：1,669人参加、0.6tのゴミを回収
平成28年度：2,384人参加、0.7ｔのゴミを回収
平成29年度：2,529人参加、0.8ｔのゴミを回収
平成30年度：2,632人参加、0.5ｔのゴミを回収
令和元年度：68人参加、0.2ｔのゴミを回収
令和２、３年度は休止

多くの参加者のもと清掃活動が行われ、親水性
の向上、水辺環境の改善が図られた。

引き続き、海浜清掃イベントの開催を予定してい
る。

東京都港湾局

子どもからお年寄りま
で、いつでも楽しめ、驚
きや感動がある海

駅伝、ビーチテニス、シクロクロスなど海辺を活用
したイベントを実施した（平成25～30年度）。

多くの人が海に親しむことができた。
引き続き、だれもが楽しめるイベント開催に協力
する。

東京都港湾局

③親しみやすい

④美しい

赤潮や青潮が発生しな
い海

⑤首都圏に
ふさわしい

４－３
葛西海浜
公園周辺

①快適に水遊び
が
できる

②「江戸前」をは
じめ多くの生物
が
生息する

多様な生物が生息し、
豊富な「江戸前」の恵み
が得られる海

裸足で遊べる、いつでも
安全で気持ちよい海 東京都下水道局

②「江戸前」をは
じめ多くの生物
が
生息する

③親しみやすい

海辺に行きやすく、身近
で安心できる海

４－４ お台場周辺

①快適に水遊び
が
できる
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（案）

（別表2）アピールポイントにおける施策の実施状況

施策番号
アピール
ポイント

目標要素 小目標
【東京湾再生のための行動計画(第二期)策定時】

実施予定施策
施策の実施状況

（平成25年度～令和３年度）
施策の実施状況の分析・評価 今後の取組（令和５年度以降） 実施機関

三河島水再生センターの一部施設に段階的
高度処理施設を整備する。

・芝浦及び隅田川流域の２センター（三河島・新河
岸）に準高度処理の導入を進めた。

・準高度処理導入により早期の水質改善に寄与
している。

・芝浦及び三河島処理区（東尾久浄化センター）
に高度処理の導入を進める。
・隅田川流域の３センター（三河島・みやぎ・新河
岸）に準高度処理の導入を進める。

芝浦水再生センターに貯留施設を増設する
とともに、高速ろ過施設を導入し、雨天時の
簡易放流水質の向上を図る。

芝浦水再生センターに貯留施設を増設

（76,000m3）し、高速ろ過を導入した。
東京湾への汚濁負荷低減に寄与している。 将来目標280万m3に向けて貯留施設の整備を進

める。

隅田川流域において、浚渫を実施した。
隅田川流域においては、浚渫により、汚濁負荷量
の削減に寄与している。

隅田川流域においては、今後も計画的・継続的に
浚渫を実施する。

東京都建設局

海浜の清掃活動を推進する。

ボランティアによる海浜清掃を開催した。
平成25年度：1,416人参加、0.7tのゴミを回収
平成26年度：1,608人参加、0.6tのゴミを回収
平成27年度：1,669人参加、0.6tのゴミを回収
平成28年度：2,384人参加、0.7ｔのゴミを回収
平成29年度：2,529人参加、0.8ｔのゴミを回収
平成30年度：2,632人参加、0.5ｔのゴミを回収
令和元年度：68人参加、0.2ｔのゴミを回収
令和２、３年度は休止
（再掲）

多くの参加者のもと清掃活動が行われ、親水性
の向上、水辺環境の改善が図られた。

引き続き、海浜清掃イベントの開催を予定してい
る。

東京都港湾局

令和元年度末までに、8水循環センター(荒川、元
荒川、新河岸川、新河岸川上流、中川、古利根
川、荒川上流、市野川)の水処理施設34系列すべ
てに段階的高度処理を含む高度処理を導入し
た。

高度処理、段階的高度処理を導入した処理場の
放流水質は向上している。

引き続き８水循環センターの水処理施設34系列
すべてに段階的高度処理を含む高度処理を実施
する。

埼玉県下水道局

イルミネーションアイランドお台場（平成26～令和
3年度）、お台場レインボー花火（平成26～平成30
年度）を実施した。

多くの人が海辺で楽しむことができた。 引き続き、同イベントの開催を予定している。

海浜の清掃活動を推進する。

ボランティアによる海浜清掃を開催した。
平成25年度：1,416人参加、0.7tのゴミを回収
平成26年度：1,608人参加、0.6tのゴミを回収
平成27年度：1,669人参加、0.6tのゴミを回収
平成28年度：2,384人参加、0.7ｔのゴミを回収
平成29年度：2,529人参加、0.8ｔのゴミを回収
平成30年度：2,632人参加、0.5ｔのゴミを回収
令和元年度：68人参加、0.2ｔのゴミを回収
令和２年度は休止
（再掲）

多くの参加者のもと清掃活動が行われ、親水性
の向上、水辺環境の改善が図られた。

引き続き、海浜清掃イベントの開催を予定してい
る。

最先端の科学的知見が
充実した賢い海

東京湾岸で活動する
様々な人や企業が、楽
しみながら環境再生に
取り組んでいる海

お台場海浜公園内にある「鳥の島」の清掃活動及
び自然観察を実施し、124人の参加者により0.58t
のゴミを回収した。(平成25～26年度）

イベント等の積極的な開催により、多くの市民が
アピールポイントに足を運ぶことで、市民への啓
発につながった。

引き続き、NPO 等が取り組む東京湾再生活動を
支援する。

関東地方整備局
港湾空港部

裸足で遊べる、いつでも
安全で気持ちよい海

家族連れでも気軽に水
遊びを楽しめる海

多摩川河口干潟生物の調査を行う。 多摩川河口干潟において生物調査を実施した。 継続して調査を実施している。 引き続き継続して実施する。 川崎市環境局

令和２年度から多摩川河口域における生物多様
性環境検討会を実施した。

多摩川河口域における取組により生物多様性が
確認された。

検討会の結果を活用し取組を進めていく。
関東地方整備局
港湾空港部

底生生物調査を実施した。
継続して調査を実施している。
調査結果は、速報を含め、ウェブサイトで公表し
ている。

引き続き継続して実施する。 東京都環境局

「江戸前」の味や文化を
世界に発信できる海

海辺に行きやすく、身近
で安心できる海

雨水吐き室におけるスクリーン施設の設置
の検討等の合流式下水道の改善を推進す
る。

○丸子地区（自然吐き）において合流改善スク
リーンの設置が完了し、また、京町ポンプ場ほか7
箇所のポンプ場スクリーン設備の目幅縮小を実
施した。
　また、六郷遮集幹線の整備、大師河原貯留管
の整備及び大師河原貯留管を合流改善事業とし
て活用するための大師河原ポンプ場の改築を推
進した。

○全ての自然吐き及びポンプ施設において夾雑
物の流出防止対策が完了した。
　また、汚濁負荷量の削減及び越流回数の削減
のため、六郷遮集幹線の整備及び大師河原貯留
管の整備などを着実に推進し、合流式下水道改
善率が57.1%から73.5%に上昇した。

　合流式下水道緊急改善計画の令和５年度達成
に向け、六郷遮集幹線の整備及び大師河原貯留
管を合流改善事業として活用するための大師河
原ポンプ場の改築を着実に推進する。
　さらに、合流改善計画期間が終了後において
は、排出する汚濁負荷量を分流式下水道以下、
越流回数を半減および夾雑物の流出防止の達成
に関する事後評価及び結果の公表を行う。

川崎市
上下水道局

子どもからお年寄りま
で、いつでも楽しめ、驚
きや感動がある海

下水道未接続排水の適正処理を推進する。
下水道未接続排水の適正処理の推進として既存
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を
実施した。

毎年、着実に既存単独浄化槽から合併処理浄化
槽への転換を進めている。

下水道未接続排水の適正処理を推進する。 川崎市環境局

川崎市等々力水処理センターにおける高度
処理を推進する。

　等々力水処理センターにおいて、流量調整池の
整備・既設反応タンクの改造・脱窒ろ過池の整備
を推進した。

　等々力水処理センターにおいて、高度処理化に
向けて各施設の整備及び改造を着実に推進し
た。

　等々力水処理センターにおいて、流量調整池の
整備、既設反応タンクの改造・脱窒ろ過池の整備
を推進する。

川崎市入江崎水処理センターにおける高度
処理を推進する。

入江崎水処理センターの西系施設において、高
度処理施設としての再構築が平成30年度末に完
了した。また、東系施設において、段階的高度処
理の導入に向けた検討を推進した。

　平成30年度末に入江崎水処理センター西系再
構築事業が完了し、西系の全系列で高度処理化
が完了した。また、高度処理化されていない系列
のある東系施設への段階的高度処理の導入に
向けた検討を着実に推進した。

　入江崎水処理センターの東系施設において、段
階的高度処理の導入に向けた取組を推進する。

当地区に流入する河川（多摩川）において、
干潟等の自然再生を行う。

多摩川において自然再生H30：１箇所）を実施し
た。

自然再生を実施し、東京湾に流入する有機汚濁
および窒素・りん等の削減に寄与している。

・河川の自然再生を引き続き実施する。
・実施後の環境変化についてモニタリングを実施
する。

国土交通省水管
理・国土保全局
（関東地方整備局
河川部）

・森ヶ崎水再生センターに準高度処理の導入し
た。
・森ヶ崎水再生センターに高速ろ過を導入した。

東京湾への汚濁負荷低減に寄与している。
・森ヶ崎水再生センターに準高度処理の導入を進
める。

東京都下水道局

最先端の科学的知見が
充実した賢い海

東京湾岸で活動する
様々な人や企業が、楽
しみながら環境再生に
取り組んでいる海

清掃船による浮遊ゴミ回収を推進する（横浜
港内全域）。

横浜港において、清掃船により浮遊ゴミを回収し
た。＜主要区域＞
平成25年度：1,444M/T
平成26年度：1,428M/T
平成27年度：1,876M/T
平成28年度：1,479M/T
平成29年度：1,977M/T
平成30年度：1,155M/T
令和元年度：1,556M/T
令和２年度 ：1,131M/T
令和３年度 ：1.492M/T

浮遊ゴミを回収することにより、景観・水質改善等
の向上に寄与している。

清掃船による浮遊ゴミの回収を推進する。

NPO等による海底ゴミの回収を推進する（山
下公園前）。

ボランティアダイバーにより海底清掃を実施した。
平成25年度：130人参加、1,200kgのゴミを回収
平成26年度：103人参加、1,500kgのゴミを回収
平成27年度：113人参加、800㎏のゴミを回収
平成28年度：102人参加、400kgのゴミを回収
平成29年度： 84人参加、 243kgのゴミを回収
平成30年度： 65人参加、 440㎏のゴミを回収
令和元年度： 93人参加、 373㎏のゴミを回収
令和２年度： 51人参加、 400㎏のゴミを回収

多くの参加者のもと海底清掃が行われ、親水性
の向上や海洋環境美化に対する意識向上が図ら
れた。

ＮＰＯ等による海底ゴミの回収を推進する。

赤潮や青潮が発生しな
い海

背後の都市景観と調和
した美しい海

東京都下水道局

東京都港湾局

多様な生物が生息し、
豊富な「江戸前」の恵み
が得られる海

４－４ お台場周辺

③親しみやすい

④美しい

④美しい

⑤首都圏に
ふさわしい

川崎市
上下水道局

背後の都市景観と調和
した美しい海

⑤首都圏に
ふさわしい

４－６
みなとみらい

２１周辺

①快適に水遊び
が
できる

裸足で遊べる、いつでも
安全で気持ちよい海 横浜市港湾局

４－５
多摩川河口

周辺

①快適に水遊び
が
できる

②「江戸前」をは
じめ多くの生物
が
生息する

赤潮や青潮が発生しな
い海
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（別表2）アピールポイントにおける施策の実施状況

施策番号
アピール
ポイント

目標要素 小目標
【東京湾再生のための行動計画(第二期)策定時】

実施予定施策
施策の実施状況

（平成25年度～令和３年度）
施策の実施状況の分析・評価 今後の取組（令和５年度以降） 実施機関

家族連れでも気軽に水
遊びを楽しめる海

多様な生物が生息し、
豊富な「江戸前」の恵み
が得られる海

蛇籠の設置、覆砂、アマモの植え付けを行い、実
験場を設置した（平成25年度）。
３月、７月、８月、10月に移植会、観察会等を実施
した（平成26、27年度）。民間企業が実験場を拡
張した（平成30年度）。
移植会、観察会等を実施した（平成28、29、30、
令和元、２年度）。

実施水域において、アマモの発芽や生育、これま
で観察されていない生物の生息を確認（着手前
14種。設置後最多116種。）することができ、多く
の生物が生息する水域づくりに寄与していると考
える。

引き続き、水環境向上及び生物多様性に関する
取組みを実施する。

横浜市港湾局

「江戸前」の味や文化を
世界に発信できる海

海辺に行きやすく、身近
で安心できる海

雨水滞水池整備、雨水吐改良、遮集管整
備、スクリーン設置による合流式下水道の改
善を推進する。

・令和３年度末までに雨水吐き改良、スクリーン
設置を46か所で実施し た。

・雨水滞水池(容量88,300m3)による貯留、放流水
の消毒を実施した。

整備を必要とする雨水吐施設の改良整備率は
100%に増加している。

引き続き計画期間2019年度～2023年度の合流
式下水道緊急改善計画に位置づけた雨水吐改
良及びスクリーン設置を実施する。

横浜市
環境創造局

子どもからお年寄りま
で、いつでも楽しめ、驚
きや感動がある海

横浜臨港パークにおいて、夢ワカメ・ワークショッ
プを開催した。ワカメの育成、ワークショップや収
穫したワカメを活用した料理教室を実施した。
H25年度：311人参加、801kg収穫
H26年度：304人参加、818kg収穫
H27年度：335人参加、867kg収穫
H28年度：303人参加、1525kg収穫
H29年度：330人参加、843kg収穫
H30年度：330人参加、853kg収穫
R１年度：280人参加、581kg収穫
R２年度：440人参加、853kg収穫　YouTube配信
R３年度：331人参加、1260kg収穫　YouTube配信

毎年度300人以上の子どもたちを含む一般市民
が参加しており、ワカメの育成等を通じて東京湾
の浄化や環境意識の啓発が推進されている。

引き続き、NPO等と連携しながら、東京湾の浄化
や環境意識を啓発する活動の実施を予定してい
る。

関東地方整備局
港湾空港部
横浜市港湾局

赤潮や青潮が発生しな
い海

神奈川水再生センターの高度処理化を推進
する。

神奈川水再生センターにおいて処理能力

144,700m3/日の高度処理（循環式硝化脱窒法）を

導入し、高度処理能力280,700m3/日で運転を実
施している。

神奈川水再生センターの現有能力（380,500m3/
日）に対する高度処理施設の能力の割合は74%
に増加している。

特になし。
横浜市
環境創造局

背後の都市景観と調和
した美しい海

ワカメの育成による一般市民型の海域浄化
活動を推進する。

横浜臨港パークにおいて、夢ワカメ・ワークショッ
プを開催した。ワカメの育成、ワークショップや収
穫したワカメを活用した料理教室を実施した。
H25年度：311人参加、801kg収穫
H26年度：304人参加、818kg収穫
H27年度：335人参加、867kg収穫
H28年度：303人参加、1525kg収穫
H29年度：330人参加、843kg収穫
H30年度：330人参加、853kg収穫
R１年度：280人参加、581kg収穫
R２年度：440人参加、853kg収穫　YouTube配信
R３年度：331人参加、1260kg収穫　YouTube配信

毎年度300人以上の子どもたちを含む一般市民
が参加しており、ワカメの育成等を通じて東京湾
の浄化や環境意識の啓発が推進されている。

引き続き、NPO等と連携しながら、東京湾の浄化
や環境意識を啓発する活動の実施を予定してい
る。

関東地方整備局
港湾空港部
横浜市港湾局

最先端の科学的知見が
充実した賢い海

山下公園前の浅い海域において再生資材による
浅場を造成し（H26～）、生物生息環境を改善して
豊かな海づくりを進める。

・実施後直ぐに魚類の蝟集が見られ、時間の経
過と共に生物種類数の増加がみられた。
・二枚貝やホヤ等の増加による水質浄化効果が
期待できる。

年１回のモニタリング調査を実施し、浅場が生物
付着基盤としての性能を維持しているか評価を行
う。

横浜市
環境創造局

東京湾岸で活動する
様々な人や企業が、楽
しみながら環境再生に
取り組んでいる海

ワカメの育成による一般市民型の海域浄化
活動を推進する。

横浜臨港パークにおいて、夢ワカメ・ワークショッ
プを開催した。ワカメの育成、ワークショップや収
穫したワカメを活用した料理教室を実施した。
H25年度：311人参加、801kg収穫
H26年度：304人参加、818kg収穫
H27年度：335人参加、867kg収穫
H28年度：303人参加、1525kg収穫
H29年度：330人参加、843kg収穫
H30年度：330人参加、853kg収穫
R１年度：280人参加、581kg収穫
R２年度：440人参加、853kg収穫　YouTube配信
R３年度：331人参加、1260kg収穫　YouTube配信

毎年度300人以上の子どもたちを含む一般市民
が参加しており、ワカメの育成等を通じて東京湾
の浄化や環境意識の啓発が推進されている。

引き続き、NPO等と連携しながら、東京湾の浄化
や環境意識を啓発する活動の実施を予定してい
る。

関東地方整備局
港湾空港部
横浜市港湾局

裸足で遊べる、いつでも
安全で気持ちよい海

清掃船による浮遊ゴミ回収を推進する（横浜
港内全域）。

横浜港において、清掃船により浮遊ゴミを回収し
た。＜主要区域＞
平成25年度：1,444M/T
平成26年度：1,428M/T
平成27年度：1,876M/T
平成28年度：1,479M/T
平成29年度：1,977M/T
平成30年度：1,155M/T
令和元年度：1,556M/T
令和２年度 ：1,131M/T
令和３年度 ：1.492M/T

浮遊ゴミを回収することにより、景観・水質改善等
の向上に寄与している。

清掃船による浮遊ゴミの回収を推進する。 横浜市港湾局

家族連れでも気軽に水
遊びを楽しめる海

多様な生物が生息し、
豊富な「江戸前」の恵み
が得られる海

「江戸前」の味や文化を
世界に発信できる海

海辺に行きやすく、身近
で安心できる海

雨水吐改良、遮集管整備、スクリーン設置に
よる合流式下水道の改善を推進する。

・雨水吐き改良、スクリーン設置を9か所で実施し
た。

・雨水滞水池(容量41,600m3)による貯留、放流水
の消毒を実施した。

整備を必要とする雨水吐施設の改良整備率は
100%を達成した。

特になし。
横浜市
環境創造局

子どもからお年寄りま
で、いつでも楽しめ、驚
きや感動がある海

赤潮や青潮が発生しな
い海

背後の都市景観と調和
した美しい海

最先端の科学的知見が
充実した賢い海

東京湾岸で活動する
様々な人や企業が、楽
しみながら環境再生に
取り組んでいる海

UMIプロジェクトに参画する企業がNPO等多様な
主体と連携・協働して再生されたアマモ場の育成
を実施した。

アマモ群落の分布範囲が広がりを見せており、数
年にわたる移植・播種の成果が現れている。

引き続き、UMIプロジェクトを展開するとともに、新
たな実施場所の検討を行う。

関東地方整備局
港湾空港部
横浜市港湾局

４－６
みなとみらい

２１周辺

①快適に水遊び
が
できる

４－７
海の公園・
八景島周辺

①快適に水遊び
が
できる

②「江戸前」をは
じめ多くの生物
が
生息する

③親しみやすい

④美しい

⑤首都圏に
ふさわしい

横浜市
環境創造局

②「江戸前」をは
じめ多くの生物
が
生息する

③親しみやすい

④美しい

⑤首都圏に
ふさわしい

金沢水再生センターの高度処理化を推進す
る。

金沢水再生センターにおいて処理能力74,400m3/
日の高度処理（嫌気無酸素好気法）を導入し、高

度処理能力146,300m3/日で運転を実施してい
る。

金沢水再生センターの現有能力（264,100m3/日）
に対する高度処理施設の能力の割合は55%に増
加している。

金沢水再生センターにおいて、処理設備の更新
に合わせて高度処理化を推進する。
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指標名 A-1 透明度 

用いたデータ 公共用水域水質測定結果の透明度 

データ出典 環境省：水環境総合情報サイト 

評価期間 平成 25年度から令和 2年度 

目標値 短期（第二期期間中） 夏季透明度が 1.5m以上 

長期（およそ 30年後） 夏季において 2.5m以上 

評価 ■結果 

表 A1-1 短期目標の達成率（東京湾全地点） 

 

 

2013～2020 年度までの短期目標の達成率は、有意な上昇傾向はないものの

66.0～94.3％であり、概ね短期目標は達成していた。 

 

■方法 

・ データには湾内 53地点の公共用水域水質測定結果（毎月 1回）の透明度の値

を用いた。 

・ 目標値である「夏季透明度が 1.5m以上」の地点数の割合を達成率として設定

し評価を実施した。 

・ 夏季を 7-9 月とし、3 ヶ月の平均値を夏季透明度とした。夏季透明度が 1.5m

以上となった地点を達成地点とし、達成率＝達成地点数/全調査地点数として

算出した。 

・ 東京都、神奈川県、千葉県における達成率は、達成率＝達成地点数（都県ごと）

/全調査地点数（都県ごと）として算出した。 

・ 第一期（2003-2012年度）および第二期（2013-2020年度）の達成率の期間平

均値は、達成率（期間平均値）＝達成地点数（対象期間中）/全調査地点数（対

象期間中）として算出した。 

 

 

 

年度 達成率

平成25年度（2013年度） 75.5%

平成26年度（2014年度） 66.0%

平成27年度（2015年度） 86.8%

平成28年度（2016年度） 83.0%

平成29年度（2017年度） 69.8%

平成30年度（2018年度） 94.3%

令和元年度（2019年度） 79.2%

令和 2年度（2020年度） 73.6%
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■詳細 （以下、西暦表記で解説する。） 

（1）年度ごとの目標の達成率 

 2013 年度から 2020 年度までの目標の達成率を表 A1-2 および図 A1-1 に示す。東

京都における達成率は 0.0～87.5％、神奈川県における達成率は 68.2～100.0％、千

葉県における達成率は 69.6～91.3％、東京湾全体における達成率は 66.0～94.3％で

あった。各水域および東京湾全体において有意な上昇傾向はないものの達成率は高

い値を維持していることから、概ね短期目標は達成していた。しかしながら、上昇

傾向がないことから今後も長期的なモニタリングが必要である。 

 

表 A1-2  透明度の達成率（都県ごとおよび東京湾） 

 

 

 
図 A1-1  透明度の達成率（都県ごとおよび東京湾） 

 

 

（2）年度ごとの透明度の空間分布 

2011年度から 2020年度までの地点別の夏季（7-9月）の夏季透明度を図 A1-2か

ら図 A1-9に示す。いずれの年度についても、千葉から横浜にかけての東京湾の湾奥

部から湾西部に位置する地点と比較して、湾口部や湾央部に位置する地点の平均透

明度が高い傾向があった。短期目標値を達成していない地点は、主に東京湾の湾奥

部に位置する地点や、千葉港、東京港、川崎港、横浜港の港内であったが、年によ

って達成していない地点の分布は異なっていた。 

2013年度では、千葉港内の 5地点（東京湾 04、船橋 1、千葉 1、千葉 2、千葉 3）、

東京港内外の 6地点（St.5、St.6、St.8、St.11、St.23、St.25）、川崎港内の 1地

点（京浜運河千鳥町）、湾央の 1地点（St.22）の計 13地点の夏季透明度が目標値を

下回っていた。 

東京都 神奈川県 千葉県 東京湾
2013年度 12.5 95.5 78.3 75.5
2014年度 0.0 72.7 82.6 66.0
2015年度 75.0 100.0 78.3 86.8
2016年度 75.0 100.0 69.6 83.0
2017年度 62.5 68.2 73.9 69.8
2018年度 87.5 100.0 91.3 94.3
2019年度 62.5 90.9 73.9 79.2
2020年度 62.5 77.3 73.9 73.6
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2014 年度では、千葉港内の 4地点（船橋 2、千葉 1、千葉 2、千葉 3）、東京港内

外の 6地点（St.5、St.6、St.8、St.11、St.23、St.25）、川崎港内の 6地点（浮島

沖、東扇島沖、東扇島防波堤西、扇島沖、京浜運河千鳥町、京浜運河扇島）、湾央の

2地点（St.22、St.35）の計 18地点の夏季透明度が目標値を下回っていた。2013年

度と較べて、川崎港の夏季透明度の低下が顕著であった。 

2015 年度では、千葉港内の 5地点（東京湾 02、東京湾 03、東京湾 05、船橋 1、

船橋 2）、東京港内外の 2 地点（St.8、St.25）の計 7 地点の夏季透明度が目標値を

下回っていた。2014年度と較べて、川崎港および東京港の夏季透明度は回復してい

た。 

2016年度では、千葉港内の 7地点（東京湾 03、東京湾 07、船橋 1、船橋 2、千葉

1、千葉 2、千葉 3）、東京港内外の 2地点（St.8、St.23）の計 9地点の夏季透明度

が目標値を下回っていた。2015年度と同様に比較的に良好な状態であった。 

2017年度では、千葉港内の 6地点（東京湾 07、船橋 1、船橋 2、千葉 1、千葉 2、

千葉 3）、東京港内の 3地点（St.6、St.11、St.25）、川崎港内の 4地点（浮島沖、東

扇島沖、東扇島防波堤西、京浜運河扇島）、横浜港内の 3地点（鶴見川河口先、横浜

港内、平潟湾内）の計 16地点の夏季透明度が目標値を下回っていた。目標値を達成

していない地点が、横浜港まで拡がっていた点が、前年までと異なっていた。 

2018年度では、千葉港内の 3地点（千葉 1、千葉 2、千葉 3）、東京港外の 1地点

（St.8）の計 4地点の夏季透明度が目標値を下回っていた。川崎港、横浜港および

東京港の夏季透明度は回復していた。 

2019年度では、千葉港内の 6地点（東京湾 02、東京湾 07、船橋 2、千葉 1、千葉

2、千葉 3）、東京港内の 3地点（St.6、St.11、St.23）、横浜港内の 3地点（鶴見川

河口先、横浜港内）の計 11地点の夏季透明度が目標値を下回っていた。東京港や横

浜港で、部分的に目標値を達成していない地点が再び現れた。 

2020 年度では、千葉港内の 5地点（東京湾 02、東京湾 03、東京湾 09、船橋 1、

船橋 2）、東京港内の 3地点（St.5、St.6、St.8）、川崎港内の 5地点（浮島沖、東扇

島沖、扇島沖、京浜運河千鳥町、京浜運河扇島）、横浜港内の 2地点（横浜港内、平

潟湾内）、その他、東京湾 01の計 16地点の夏季透明度が目標値を下回っていた。千

葉港内の透明度が回復した半面、東京港、川崎港、横浜港において、目標値を達成

していない地点が多く現れた。 

年による変動はあるが、全体の傾向としては東京湾の湾口部に位置する地点の透明

度は高く、また、東京湾内の東側、特に千葉県・姉ヶ崎以南で高いという地域的な

差異が見られた。 
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図 A1-2  夏季透明度の空間分布（2013年度） 
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図 A1-3  夏季透明度の空間分布（2014年度） 
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図 A1-4  夏季透明度の空間分布（2015年度） 
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図 A1-5  夏季透明度の空間分布（2016年度） 
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図 A1-6  夏季透明度の空間分布（2017年度） 
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図 A1-7  夏季透明度の空間分布（2018年度） 



（案） 

11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 A1-8  夏季透明度の空間分布（2019年度） 
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（2）透明度の変化傾向 

 

 

 

 

 

 

 

図 A1-9  夏季透明度の空間分布（2020年度） 
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（3）透明度の変化傾向 

第一期（2003-2012）と第二期（2013-2020）の夏季透明度の目標値達成率を図 A1-

10 に示す。東京都における達成率は 53.8%から 54.7%にわずかながら増加していた

が、神奈川県における達成率は 89.5%から 88.1%に、千葉県おける達成率は 79.1%か

ら 77.7%に減少していた。東京都のように達成率が 6 割以下の透明度が比較的に悪

い水域の夏季透明度は改善されていたが、達成率が 7割以上の神奈川県や千葉県の

水域では夏季透明度は改善されていなった。東京湾全体の達成率は 79.6%から 78.5%

に減少しており、東京湾全体としては夏季透明度の改善は見られなかった。 

各水域の特徴を詳細に把握するため、第一期および第二期の夏季透明度の期間平

均値の空間分布を図 A1-11および図 A1-12に示す。ここで期間平均とは、第一期は

2003年から 2012年の 10年平均、第二期は 2013年から 2020年の 8年平均とした。

第一期の夏季透明度の期間平均値の空間分布では、千葉港内の 3点（東京湾 02、東

京湾 03、船橋 1）、東京港内の 5地点（St.5、St.6、St.8、St.11、St.25）の計 8地

点で目標値である 1.5mを下回っていた。一方、中ノ瀬北等の東京湾の湾央部に位置

する地点や、剣崎沖や浦賀沖といった東京湾の湾口部に位置する地点の透明度は高

く、目標値を超える透明度を示す地点が多い傾向にあった。第二期の平均透明度の

空間分布では、千葉港内や東京港内の透明度が低く、東京湾の湾央部や湾口部に位

置する地点の透明度が高い傾向は第一期と同様であったが、千葉港内の東京湾 02、

東京港内の St.5、St.25のように透明度が 1.5m以上に上昇した地点や、逆に千葉港

内の 3 地点（千葉 1、千葉 2、千葉 3）のように新たに目標値の 1.5m以下になった

点も見られた。また、目標値の 1.5m以下になっていないものの、川崎港周辺では第

1期と較べて夏季透明度は低下していた。 

第一期から第二期にかけての期間平均値の増減を図 A1-13 に示す。第一期から第

二期にかけての夏季透明度の変化傾向は東京湾で一様ではなかった。東京港および

千葉港では青色のマーカーで示された地点が多く、第一期から第二期にかけて夏季

透明度が改善（上昇）していた。一方で、千葉港、川崎港、横浜港の港内や、東京

湾の湾央部に位置する地点においては、夏季透明度は悪化（低下）していた。 

 

 

図 A1-10 第Ⅰ期と第Ⅱ期の目標値の達成率 
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図 A1-11 夏季透明度の期間平均値（第一期） 
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図 A1-12 夏季透明度の期間平均値（第二期） 
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図 A1-13 第一期から第二期の夏季透明度（期間平均値）の増減 



（案） 

17 

 

 

（4）まとめ 

東京湾全体における短期目標の達成率は 66.0～94.3％であった。有意な増加傾向

はないものの達成率は高い値を維持していることから、概ね短期目標は達成してい

た。 

東京湾全体として評価すると、夏季透明度の目標値の達成率は第一期と第二期で

増加しておらず、夏季透明度は改善したとは言えない。しかし、海域別で評価する

と、東京港内および東京湾の湾奥部に位置する地点には若干の改善傾向が見られた。

一方で、千葉港、川崎港、横浜港の港内および東京湾の湾央部に位置する地点では

悪化傾向が見られた。これらのことから、現段階では東京湾全体における透明度の

上昇には至っていないと評価した。 

なお、本評価は 7月から 9月の夏季透明度の平均値で評価をおこなったが、全測

定値について達成率の評価では傾向が異なる可能性があり、評価方法については、

検討の余地がある。 

 

■次期に向けて 

第一期と第二期における透明度を比較した結果、変化傾向には地域差がみられた。

しかしながら、第二期において特に顕著な悪化傾向がみられた川崎港内および千葉

港内の地点における悪化の原因は不明であり、地形的な特徴、河川からの影響等も

含め、これらの原因を把握することが重要である。また、図 A1-13にも示すとおり、

透明度は単一の要因でのみ改善するものではない。そのため、有機物の増大や内部

生産など閉鎖性海域における諸般の要因を改善していく必要がある。加えて、対策

を図る際には、東京湾一律の対策ではない地域の水質や生物生息環境を考慮する必

要がある。例えば、流入負荷を減らすことが重要な水域や、栄養塩流入負荷を減ら

すことよりも生物の生息場を造成し物質循環を促進することが重要な水域などがあ

る。また第二期では、夏季透明度だけに着目したが、5月、6月の透明度が低下して

いる傾向が見られた。原因は不明であるが、気候変動に伴う梅雨の降雨の変化や植

物プランクトンの種の変遷（石丸，2019）が影響を及ぼしている可能性が推察され

る。第三期では春季や初夏の透明度についても注視することも考えられる。 

透明度は、人が海を見て、強く印象を受ける指標の一つである。よって、人が触

れ合う水際の視点でも評価することが、東京湾をより親しみやすい水域とすること

に繋がり得ると考えられる。 
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図 A1-14 閉鎖性海域における水質汚濁に影響を与える要因※ 

※出典：第 9次水質総量削減の在り方について（答申）（令和 3年 3月） 

 

 

[参考文献] 

・石丸 隆（2019），東京湾の植物プランクトン群集の変遷，海洋と生物，Vol.41，

No.21 

・環境省,『水環境総合情報サイト』，https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mi

zu-site/, (参照 2019-5-23） 

・東京湾再生官民連携フォーラム(2014),東京湾再生のための行動計画（第二期）の

新たな指標に関する提案解説書,p.6-8 

・中央環境審議会,第 9次水質総量削減の在り方について（答申）,p.138 
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指標名 A-2 COD 

用いたデータ 公共用水域水質測定結果の COD(表層) 

データ出典 環境省：水環境総合情報サイト 

評価期間 平成 25年度から令和 2年度 

目標値 短期（第二期期間中） 改善傾向を示す 

長期（およそ 30年後） 年間平均値として 2mg/L 

評価 ■結果 

表 A2-1 CODの変化傾向 

 

 

平成 25 年度から平成 27 年度では改善傾向の地点数が上昇傾向の地点数を上

回っていたが、平成 28年度には同地点数となり、平成 29年度以降は上昇傾向の

地点数の方が改善傾向の地点数より上回る結果を示した。このことより COD は

改善傾向を示しているとは言えず、短期目標は達成されていなかった。 

 

■方法 

・ 評価には、二宮ら(2010)に従い、季節変動を考慮した重回帰分析を用いた。「季

節変動を考慮した」とは、CODは夏季に高く、冬季に低い周期的な季節変動を

示すことからこれらを「季節（月ごと）成分」とし、長期変動を「トレンド成

分（変化傾向）」として分離して重回帰分析を行うことを意味する。 

・ データには湾内 53地点の公共用水域水質測定結果（毎月 1回）の COD(表層)

の値を使用した。 

・ 評価年から過去 10年間のデータに対して重回帰分析を実施し、変化傾向を求

めた。例えば、平成 25年度（2013年度）の場合、平成 16年度（2004年度）

から平成 25年度（2013年度）の 10年間のデータを使用した。 

・ 全調査地点数に対して有意に改善傾向を示した地点数の割合を「改善傾向を

示す地点の割合」とした。 

年度 改善傾向※1 変化なし 上昇傾向※1

平成25年度（2013年度）  6地点 46地点  1地点

平成26年度（2014年度）  8地点 39地点  6地点

平成27年度（2015年度） 10地点 41地点  2地点

平成28年度（2016年度）  3地点 47地点  3地点

平成29年度（2017年度）  1地点 43地点  9地点

平成30年度（2018年度）  3地点 37地点 13地点

令和元年度（2019年度）  7地点 34地点 12地点

令和 2年度（2020年度）  0地点 37地点 16地点

※1 改善はCODの値が低下していることを指し、改善傾向は評価年から過
    去10年間の重回帰分析の回帰直線の勾配が負の場合を指す。逆に上昇
　　傾向は勾配が正の場合を指す。
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■詳細 （以下、西暦表記で解説する。） 

（1）COD観測値の地点別時系列変化 

 各地点ともに夏季に高く、冬季に低い値を示した。夏季の CODは湾奥で高く、湾

口部付近では夏季においても概ね 5mg/Lを下回っていた。  

悪化傾向を示した地点の例として川崎港内の京浜運河千鳥町、港内にありながら

も悪化傾向を示していない地点の例として横浜港内の鶴見川河口先、その他、東京

都域の代表点として ST.25、千葉県域および湾中央に位置する代表点として東京湾

08の全 4地点に着目し、2011年度から 2020年度の CODの時系列変化と重回帰分析

結果を図 A2-1から図 A2-4に示す。各図において、実線の折れ線は観測値、破線の

折れ線は重回帰モデルによるフィッティング、実線の直線は 10 年間のトレンドを

示す。 

京浜運河千鳥町では、2011年度の夏季は 5.6 mg/L、冬季は 1.3 mg/Lであったが、

徐々に上昇し、2020年度には夏季に 7.0 mg/L、冬季は 2.1 mg/Lになっていた。重

回帰分析の結果は、有意な上昇傾向であった。 

鶴見川河口先では、2011年度の夏季は 6.3 mg/L、冬季は 2.6 mg/Lであり、その

後は 2016年度および 2018年度に夏季の CODが 8.4 mg/L、7.0 mg/Lに増加した以

外は大きな増減はなかった。重回帰分析の結果からは、有意な増減傾向はみれなか

った。 

ST.25では、2011年度の夏季は 7.2 mg/L、冬季は 1.8 mg/Lであったが、2019年

度には夏季に 10.0 mg/L、冬季は 2.1 mg/L程度であった。重回帰分析の結果は、有

意な上昇傾向を示した。 

東京湾 08では、2011年度の夏季は 6.3 mg/L、冬季は 1.6 mg/Lであったが、2020

年度には夏季に 6.6 mg/L、冬季は 2.1 mg/Lであった。重回帰分析を行った結果、

有意な増減傾向はみられなかった。 

 

 

＜京浜運河千鳥町（神奈川県）＞ 

 

 

 

図 A2-1 COD（mg/L）の時系列変化および重回帰分析結果（京浜運河千鳥町） 
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＜鶴見川河口先（神奈川県）＞ 

 

＜ST.25（東京都）＞ 

 

 

 

＜東京湾 8（千葉県）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 A2-3 COD（mg/L）の時系列変化および重回帰分析結果（ST.25） 

 

図 A2-2 COD（mg/L）の時系列変化および重回帰分析結果（鶴見川河口先） 

図 A2-4 COD（mg/L）の時系列変化および重回帰分析結果（東京湾 8） 
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（2）CODの変化傾向の空間分布 

2011年度から 2020年度までの期間、地点別の CODの重回帰分析結果を図 A2-5か

ら図 A2-12 にバブルチャートで示す。なお、図で示す傾きは、有意水準が 5％以下

のものである。 

 2013年度では、千葉港内の 1地点（船橋 1）、東京港内外の 2地点（St.8、St.23）、

横浜港内の 3地点（鶴見川河口先、横浜港内、本牧沖）で CODが改善したが、千葉

港内の 1地点（東京湾 02）で CODが上昇していた。 

2014年度では、千葉港内の 1地点（船橋 1）、東京港内の 1地点（St.23）、横浜港

内の 6地点（鶴見川河口先、横浜港内、本牧沖、磯子沖、富岡沖、平潟湾内）で COD

が改善していたが、千葉港内の 4 地点（東京湾 02、東京湾 03、東京湾 04、東京湾

07）、東京港内の 1地点（St.5）、川崎港内の 1地点（京浜運河千鳥町）で CODが上

昇していた。 

2015年度では、千葉港内の 1地点（船橋 1）、東京港内の 1地点（St.23）、横浜港

内の 7地点（鶴見川河口先、横浜港内、本牧沖、磯子沖、富岡沖、平潟湾沖、平潟

湾内）、横須賀港内の 1地点（浦賀港内）で CODが改善していたが、千葉港内の 1地

点（東京湾 07）、川崎港内の 1地点（京浜運河千鳥町）で CODが上昇していた。 

2016 年度では、千葉港内の 2地点（船橋 1、東京湾 03）、横浜港内の 1 地点（鶴

見川河口先）で CODが改善していたが、川崎港内の 3地点（浮島沖、東扇島防波堤

西、扇島沖）で CODが上昇していた。 

2017年度では、横浜港内の 1地点（鶴見川河口先）で CODが改善していたが、東

京港内の 1地点（St.5）、川崎港内の 4地点（京浜運河千鳥町、浮島沖、東扇島西防

波堤、扇島沖）、横須賀港内の 4地点（夏島沖、大津沖、浦賀港内、久里浜港内）で

CODが上昇していた。 

2018 年度では、横浜港内の 2 地点（鶴見川河口先、磯子沖）、千葉港内の 1 地点

（千葉 1）で CODが改善していたが、東京港内の 2地点（St.5、St.8）、木更津港内

の 1 地点（東京湾 17）、川崎港内の 5 地点（京浜運河千鳥町、東扇島防波堤西、京

浜運河扇町、浮島沖、東扇島沖）、横浜港内の 1 地点（本牧沖）、横須賀港内外の 3

地点（浦賀港内、久里浜港内、浦賀沖）で CODが上昇していた。 

2019年度では、千葉港内の 3地点（東京湾 04、東京湾 05、千葉 1）、横浜港内の

2地点（鶴見川河口先、横浜港内）、その他、東京湾 01、第三海堡東で CODが改善し

ていたが、東京港内外の 4地点（St.5、St.6、St.8、St.11）、川崎港内の 6地点（京

浜運河千鳥町、東扇島防波堤西、京浜運河扇町、浮島沖、東扇島沖、扇島沖）、横須

賀港内の 2地点（浦賀港内、久里浜港内）で CODが上昇していた。 

2020年度では、CODが改善した地点はなかった。東京港内外の 6地点（St.5、St.6、

St.8、St.11、St.23、St.25）、川崎港内の 6地点（京浜運河千鳥町、東扇島防波堤

西、京浜運河扇町、浮島沖、東扇島沖、扇島沖）、横浜港内の 1地点（横浜港内）、

横須賀港内の 2 地点（浦賀港内、久里浜港内）その他、St.35 で COD が上昇してい

た。 
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図 A2-5 CODの上昇地点および改善地点の空間分布（2013年度） 
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図 A2-6 CODの上昇地点および改善地点の空間分布（2014年度） 
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図 A2-7 CODの上昇地点および改善地点の空間分布（2015年度） 
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図 A2-8 CODの上昇地点および改善地点の空間分布（2016年度） 
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図 A2-9 CODの上昇地点および改善地点の空間分布（2017年度） 
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図 A2-10 CODの上昇地点および改善地点の空間分布（2018年度） 
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図 A2-11 CODの上昇地点および改善地点の空間分布（2019年度） 
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（3）CODの変化傾向 

図 A2-12 CODの上昇地点および改善地点の空間分布（2020年度） 
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（1）で示した重回帰分析によって有意な改善傾向のある地点数、上昇傾向のある

地点数及び変化がなかった地点数を図 A2-13に示す。上昇傾向のある地点数は 2017

年度以降に増加しており、改善傾向がある地点数は 2016年度以降では 2019年度を

除くと減少した。バブルチャートによると、2017年以降に新たに継続的に上昇傾向

となった地点は、川崎港内の 3地点（浮島沖、東扇島防波堤西、扇島沖）および湾

口に位置する 2地点（久里浜港内・浦賀港内）であった。第一期から第二期の夏季

透明度の増減（図 A1-13）についても、川崎港において悪化を示しており、COD増加

との関連性等についても、今後の注視が必要である。 

 なお、COD の指標としての特性や、他の環境要因との連関については、後述のコ

ラムを参照されたい。 

 

 

 

 

■次期に向けて 

東京湾全体における CODが改善傾向を示す地点数は減少しており、かつ上昇傾向

のある地点数に増加が見られたため、短期目標の達成には至らなかったと評価でき

る。CODが上昇傾向にある地点について今後その原因を検討していく必要がある。      

CODの減少を妨げる要因の解明は難しい課題である。藤原ら（2021b）により、COD

は有機態窒素と相関が高く、無機態窒素が減少し有機態窒素が横ばいの状況では

COD が減少しにくいことが指摘されている。従来、窒素・リンを抑え植物プランク

トンの発生を抑制すれば CODは減少すると考えられてきたが、これは容易ではない

ことが研究により明らかになりつつある（藤原，2014；藤原ら，2021a）。COD抑制が

困難な要因として、日射量の増加等の気象変動や有機物の質的変化（藤原ら，2021a）

等が指摘されているが、詳細なメカニズムについては明らかになっていない。今後、

COD の動態について更に検討すると共に、各種対策と併せて COD 改善方策の検討を

進めることが必要である。 

 

 

図 A2-13 東京湾内 53地点の COD(表層)の変化傾向 
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新たな指標に関する提案解説書,p.9-11 

・藤原（2014），内湾の貧栄養化 －窒素・リン負荷量削減が海域の COD，栄養塩レベ

ルにおよぼす影響－，沿岸海洋研究，Vol.52, No.1, pp.11-27 

・藤原ほか（2021a），窒素・リン削減が海域の有機物量（COD および TOC）に及ぼす
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影響：削減の効果とその作用機構，水環境学会誌，Vol.44, No.6, pp.185-193 

・二宮ほか（2010）,東京湾西部海域における表層水温のトレンド-ダミー変数を用

いた重回帰分析による推定-,横浜市環境科学研究所所報第 34号,p.46-51 

 

■コラム（東京湾再生官民連携フォーラム指標活用 PT）  

COD（化学的酸素要求量）について 

環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境

基準（以下、生活環境項目）は昭和 46年に設定され、化学的酸素要求量（COD）につ

いては当初より海域や湖沼の「生活環境の保全に関する環境基準」項目に位置づけら

れ、長らく我が国における代表的な水質指標として取り扱われてきた。 

CODは、生活・産業排水に由来する有機汚濁物質の総体を表す最適な水質項目と考

えられ、環境基準達成評価と排水規制施策の推進が連動して行われてきた。加えて、

東京湾などの閉鎖性海域では汚濁負荷量の総量を統一的かつ効果的に削減すること

を目的に、昭和 53年の水質汚濁防止法の改正により、昭和 55年から CODを対象に水

質総量規制が実施され、概ね 5年を目処に基本方針の見直しが行われてきている。現

在は、令和 4年 1月に策定された第 9次総量削減基本方針により、削減の目標、目標

年度、汚濁負荷量の削減の方途等が示されている。当該方針には、その他事項として、

藻場・干潟の保全・再生、栄養塩類の偏在、窪地の埋戻しなど、地域ごとの特性も考

慮した局所的な対策を講ずることの有効性が指摘され、関係者の連携のもと総合的な

水環境の改善を図るとされている※1。 

COD は、水中の有機物を酸化剤で酸化した際に消費される酸素の量で示される。湖

沼、海域の有機汚濁を測る代表的な指標であり、この値が大きいほど、水中に有機物

等が多く、汚濁負荷（汚濁の度合い）が大きいことを示す。公定法で用いられる酸化

剤は過マンガン酸カリウムであり、難分解性の有機物の分解が可能なため、有機物の

内、難分解性、易分解性のものの総体を測定できるとされている。ただし、リグニン

などの一部の難分解性成分を分解しないことや、無機物の被酸化物質による酸素消費

量を含んでいる点から、その指標としての妥当性が議論されている。 

上記のような特性を持つ指標であることから、水域に流入する水塊中の有機物のう

ち、易分解性成分が流入前あるいは流入後の早い時期に分解されることで、水塊中の

全体に占める難分解性成分の比率が高くなり、CODの値が過大に測定される可能性も

考えられる。 

上記のような問題とともに、海域の状態を表す指標として一般市民にとって直感的
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に理解が難しいのではないかという指摘もある。今後は、現在幅広く水質指標として

使用されている CODに対しては、継続性の観点から引き続きモニタリングを行うとと

もに、本来の目的である有機物を適切に指標する指標項目（例えば、全有機炭素量：

TOC）への変更、第 9 次総量削減基本方針のその他事項として示された「総合的な水

環境改善」を目指すための改善手法を模索する必要がある。 

※1：環境省（2022），化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減

基本方針 （東京湾），環境省報道発表資料より 
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指標名 A-3 合流改善対策によって削減された汚濁負荷量 

用いたデータ 改善対策施設への流入量、流入水質及び処理水質 

データ出典 東京湾再生推進会議：陸域対策分科会委員への調査 

評価期間 平成 25年度から令和 3年度 

目標値 短期（第二期期間中） 改善傾向を示す 

長期（30～50年後） 改善傾向を示す 

評価 ■結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方法 

・対象施設は、①貯留施設、②簡易処理高度化施設とし（図 A3-1）、この 2つの

施設で削減された汚濁負荷量の合計値を、合流改善対策施設により削減され

た汚濁負荷量とした。 

・各削減汚濁負荷量の算定方法 

① 貯留施設 

貯留施設の削減汚濁負荷量の算定式を以下に示す。 

削減汚濁負荷量＝流入負荷量－放流負荷量 

＝貯留量×（流入水質－下水処理施設の処理水質） 

ここで、貯留量は実績値、流入水質及び下水処理施設の処理水質は実測

値または推定値とした。 

 

表 A3-1 削減された汚濁負荷量 

 削減負荷量（COD） 

平成 24年度 2,315t/年 

平成 25年度 2,526t/年 

平成 26年度 3,058t/年 

平成 27年度 3,683t/年 

平成 28年度 4,541t/年 

平成 29年度 4,234t/年 

平成 30年度 3,715t/年 

令和元年度 5,183t/年 

令和 2年度 4,398t/年 

令和 3年度 5,000t/年 

 

削減された汚濁負荷量は平成 25年度から増加傾向にあり、短期目標を達

成した。 
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② 簡易処理高度化施設 

簡易処理高度化施設の削減汚濁負荷量の算定式を以下に示す。 

削減汚濁負荷量＝流入負荷量－放流負荷量 

＝流入量×（流入水質－簡易処理高度化施設の処理水質） 

ここで、流入量は実測値、流入水質及び簡易処理高度化施設の処理水質

は、実測値または推定値とした。 

 

・簡易処理高度化施設 

簡易処理における沈殿による分離及び消毒処理のうち、沈殿処理をろ過処理等に置き換えて汚

濁負荷量の削減効果を向上させる施設。 

 

図 A3-1 簡易処理高度化施設 

 

■詳細 

合流式下水道の改善対策施設（貯留施設及び簡易処理高度化施設）の実施に伴

い対策施設の容量、処理能力は増大し、貯留施設の容量は、平成 25年度が約

177万 m3、令和 3年度が約 230万 m3と約 53万 m3増加した。また、簡易処理高度

化施設の処理能力は、主に埼玉県及び東京都における施設稼働に伴い、平成 25

年度から令和 3年度にかけて、8年間で約 292万 m3/日増加した（図 A3-2）。 

削減汚濁負荷量は平成 25年度から平成 28年度にかけて着実に向上した（図 A3-

3）。平成 29年度、平成 30年度においては、平成 28年度と比べ減少したが、これ

は、年間降水量が平成 28年度に比べ少なかったため（図 A3-4）、貯留施設におけ

る貯留量、簡易処理高度化施設への流入量（図 A3-5）が減少したことによるもの

である。令和元年度は降水量の増加に伴い流入量が増加、併せて削減汚濁負荷量

が増加した。令和 2年度は流入量の減少による削減汚濁負荷量の減少が生じたが、

令和 3 年度には一部の処理場において流入量の増加が見られたため、全体の削減

汚濁負荷量は増加した。 

汚濁負荷を削減する能力のベースは上昇しつつあり、上記のとおり削減汚濁負

簡易処理高度化施設のイメージ 
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荷量は増加傾向を示したことから、短期目標を達成した。 

 

 

図 A3-2 貯留施設容量及び簡易処理高度化施設処理能力の推移 

 

 
図 A3-3 削減汚濁負荷量の推移 
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図 A3-4 年間降水量の推移 

 

 

図 A3-5 貯留施設における貯留量・簡易処理高度化施設への流入量の推移 

 

■次期に向けて 

東京都区部では、下水道法施行令に対応するため、令和 5 年度末には累計 170

万ｍ3（令和 3年度末 150万 m3）の貯留施設の整備を完了させる予定である。令和

6 年度以降については、水が滞留しやすい河川区間や水門に囲まれた運河等の閉

鎖性水域など 14水域等において、優先的に貯留施設の整備を行うなど水質改善を

推進し、令和 7年度末では累計 175万 m3の整備を予定している（中長期目標 280

万 m3）。また、川崎市においても、令和 5年度までの貯留施設の整備を予定して

いる。今後、頻発する豪雨対応なども視野に入れつつ、着実に汚濁負荷量削減対

策を進めていく必要がある。 
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表 A3-2 合流式下水道を採用している自治体 

 

 

表 A3-3 合流式下水道整備済み処理面積（令和 3年度末） 

  

 

 

 

都県名 市町村等
団体名
埼玉県 埼玉県

さいたま市
川越市
熊谷市
川口市
行田市
秩父市
所沢市
飯能市
東松山市
上尾市
蕨市
戸田市
川口市（旧鳩ヶ谷市）
久喜市

千葉県 千葉市
船橋市
松戸市
市川市
木更津市
習志野市
君津富津広域下水道組合

東京都 区部
流域下水道
立川市
三鷹市
八王子市

神奈川県 横浜市
川崎市
横須賀市

合流式
整備面積

(ha)

各都県における
合流式の割合

東京湾流域全体
における

各都県の割合

埼玉県 7,505 23.08% 8.69%

千葉県 3,891 37.05% 4.51%

東京都 59,906 82.15% 69.37%

神奈川県 15,052 47.48% 17.43%

計 86,354 58.49% 100.00%
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[データ出典] 

・東京湾再生推進会議 指標の評価アンケート調査 陸域対策分科会委員の回答

（各年度）（表 A3-2） 

[参考文献] 

・国土交通省 都市・地域整備局 下水道部(2008) 効率的な合流式下水道緊急改

善計画策定の手引（案）P3-2 
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指標名 A-4 糞便汚染 

用いたデータ 公共用水域水質測定結果の大腸菌群数 

データ出典 環境省：水環境総合情報サイト 

評価期間 平成 25年度から令和 2年度 

目標値 短期（第二期期間中） 減少傾向を示す 

長期（およそ 30年後） 湾内全域を海水浴場の水質レベル 

（陸域の影響を受けやすい岸辺及び水の停滞しやすい運

河などを除く） 

評価 ■結果 

糞便汚染については、今回の評価で使用されている大腸菌群数には大腸菌以外の

種も混在する可能性はあるが、今回は汚染状況の傾向を把握するために、長期にわ

たりデータが蓄積されている大腸菌群数での評価を行った。 

大腸菌群数が基準値（1,000 MPN/100 mL）を超過した地点数は増加していた。こ

のことから大腸菌群数が減少しているとは言えず、評価期間内において短期目標は

達成していなかった。 

しかし長期的（昭和 59年度～令和 2年度）には、大腸菌群数が高い頻度で基準

値を超過する地点の割合は減少傾向にあった。 

 

■方法 

・ 湾内の公共用水域水質調査測定結果（毎月 1回）の平成 25～令和 2年度において

毎年連続して観測できている 43 地点の大腸菌群数について、1 年間の全測定の

うち「1,000 MPN/100 mL」の基準値を超えた測定回数の頻度（以下、基準値超過

測定頻度と呼ぶ）を評価対象とした。 

・ 従前、「生活環境の保全に関する環境基準（環境省）」において、大腸菌群数は生

活環境項目環境基準の項目とされていたが、今日では簡便な大腸菌の培養技術が

確立されていることから、令和 4年 4月、大腸菌群数については大腸菌数へ見直

された。大腸菌群数については、その測定値にふん便汚染のない水や土壌等に分

布する自然由来の細菌をも含んだ値が検出されると考えられ、大腸菌群数がふん

便汚染を的確に捉えていない状況がみられたため、より的確にふん便汚染を捉え

ることができる指標として大腸菌数が適当であるとされたためである。 

・ 糞便汚染については、今回の評価で使用されている大腸菌群数には大腸菌以外の

種も混在する可能性はあるが、今回は汚染状況の傾向を把握するために、長期に

わたりデータが蓄積されている大腸菌群数での評価を行った。なお、糞便性大腸

菌群数は大腸菌群数の 10分の 1程度と言われており（大垣、1996；和波ら、2012）、

大腸菌群数を用いて糞便汚染の評価を行うことは安全側での評価となる。 

・ 生活環境の保全に関する環境基準（改正前）において、水浴場に適している基準

値は糞便性大腸菌群数「1,000 MPN /100 mL」以下であることから、この値を参

考にして、ここでは大腸菌群数「1,000 MPN /100 mL」を基準値とした。 
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・ 東京都の海域の公共用水域水質調査において大腸菌数を測定項目としている 12

地点（平成 27年度～令和 2年度）について、1年間の全測定のうち、生活環境の

保全に関する環境基準「300 CFU/100 mL」を超えた測定回数の頻度を求めた。 

・ なお、大腸菌群数については、天候（特に測定日前の降雨状況）が問題となるが、

使用したデータには天候が加味されていないため、雨天時を考慮した傾向の把握

が今後の課題である。 

 

■詳細 

（1）大腸菌群数の空間分布 

平成 25年度から令和 2年度において毎年連続して測定された湾内 43地点に対する

基準値超過測定頻度の割合を表 A4-1に、43地点の位置を図 A4-1に示す。地域別の傾

向では、8年間を通じて横浜市沖から東京都沿岸の鶴見川河口先、隅田川河口部、京

浜島沖など水再生センターの放流先の地点（St-5,St-6,St-8,St-11,St-23,京浜運河

千鳥町,京浜運河扇町,浮島沖,東扇島沖,扇島沖,東扇島防波堤西,鶴見川河口先,横浜

港内）において、基準値超過測定頻度は他所と比較して高く、期間を通して低くなる

傾向はみられなかった。他方、船橋市沖を除く千葉県沿岸および湾央においては、多

くの測定点で基準値を超過していなかった。これは、東京都および横浜市の下水道が

合流式なのに対し、千葉県では多くが分流式であることが反映されていると考えられ

る。 

また、平成 25 年度の基準値超過測定頻度と比較して直近 3 年の基準値超過測定頻

度が継続的に悪化している（大きい値となっている）地点について表 A4-1 の地点名

欄を黄塗りで示す。東京港内（St-5,St-6,St-8,St-11, St-23,St-25）、扇島付近（浮

島沖,東扇島沖,扇島沖,東扇島防波堤西）といった河川の流出先や本牧沖において悪

化が見られる。 
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表 A4-1 湾内 43 地点における大腸菌群数の基準値超過測定頻度の割合(平成 25 年度～令和 2

年度) 

地点

番号  

地点名 
超過回数/測定回数(%) 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

1 東京湾 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2 東京湾 2 0% 0% 25% 25% 0% 0% 25% 75% 

3 東京湾 3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 

4 東京湾 4 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

5 東京湾 8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6 東京湾 10 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

7 東京湾 13 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

8 東京湾 14 0% 8% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 

9 東京湾 15 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

10 東京湾 16 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 

11 東京湾 17 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 25% 

12 東京湾 18 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

13 東京湾 19 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

14 東京湾 20 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

15 船橋 1 0% 0% 0% 25% 0% 25% 25% 0% 

16 St5 17% 0% 33% 100% 50% 67% 67% 50% 

17 St6 0% 0% 0% 17% 0% 17% 17% 17% 

18 St8 17% 0% 17% 33% 50% 33% 33% 17% 

19 St11 17% 17% 0% 67% 33% 67% 50% 33% 

20 St22 0% 17% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 

21 St23 0% 17% 0% 33% 33% 33% 33% 50% 

22 St25 0% 33% 17% 0% 17% 17% 17% 17% 

23 St35 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

24 京浜運河千鳥町 33% 17% 17% 25% 25% 33% 25% 17% 

25 京浜運河扇町 17% 17% 17% 17% 42% 33% 25% 17% 

26 浮島沖 8% 8% 8% 25% 33% 25% 17% 17% 

27 東扇島沖 0% 8% 8% 17% 8% 17% 17% 8% 

28 扇島沖 0% 8% 0% 17% 25% 17% 8% 8% 

29 東扇島防波堤西 0% 8% 8% 8% 17% 17% 8% 8% 

30 鶴見川河口先 50% 58% 42% 33% 58% 50% 42% 50% 

31 横浜港内 17% 42% 8% 25% 33% 33% 33% 0% 

32 本牧沖 0% 0% 0% 8% 17% 8% 8% 8% 

33 富岡沖 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 

34 磯子沖 8% 0% 0% 0% 8% 8% 8% 8% 

35 平潟湾内 8% 0% 8% 0% 17% 8% 17% 8% 

36 夏島沖 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

37 大津湾 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 

38 中の瀬北 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

39 中の瀬南 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

40 観音崎北沖 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

41 浦賀港内 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 

42 浦賀沖 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

43 久里浜港内 8% 25% 33% 8% 25% 17% 8% 0% 
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図 A4-1大腸菌群数の調査地点の空間分布(43地点) 

 

（2）大腸菌群数の経年変化 

平成 25年度から令和 2年度における基準値超過測定頻度別の地点数を表 A4-2に示

す。直近 3年においては、基準値超過測定頻度が 60％を超す地点が毎年現れている。

他方、低頻度（0％および 0.1－19.9％）を示す測定地点数の増加は見られない。 
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表 A4-2 湾内 43地点における基準値超過測定頻度別の地点数（平成 25年度～令和 2年度） 

基準値超過測

定頻度(%) 

平成 25

年度 

平成 26

年度 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

令和元年

度 

令和 2年

度 

80.0-100.0% 0地点 0地点 0地点 1地点 0地点 0地点 0地点 0地点 

60.0-79.9% 0地点 0地点 0地点 1地点 0地点 2地点 1地点 1地点 

40.0-59.9% 1地点 2地点 1地点 0地点 4地点 1地点 2地点 3地点 

20.0-39.9% 1地点 1地点 7地点 8地点 7地点 7地点 7地点 4地点 

0.1-19.9% 9地点 12地点 10地点 7地点 8地点 9地点 12地点 12地点 

0% 32地点 28地点 25地点 26地点 24地点 24地点 21地点 23地点 

 

（3）長期傾向 

昭和 59 年度から令和 2 年度において毎年連続して測定された湾内 43 地点に対す

る、基準値超過測定頻度の割合の経年変化を図 A4-2 に示す。高い頻度で基準値を超

過する地点の割合は、減少傾向であった。昭和末期にみられた基準値超過測定頻度が

80％以上の割合（図中の緑部分）が小さくなり、期間の末期にはほとんど見られなく

なった。また、基準値超過測定頻度が 0％の割合（図中の青部分）は長期的には増加

傾向であった。 

 

図 A4-2湾内 43地点における基準値超過測定頻度の割合の経年変化（昭和 59年度～令和 2

年度） 
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（4）東京都の大腸菌数の空間分布 

 東京都の海域の公共用水域水質調査の平成 27～令和 2 年度において大腸菌数を測

定項目としている 12地点に対する、基準値超過測定頻度の割合を表 A4-3に 12地点

の位置を図 A4-3に示す。表 A4-1と共通の 8地点について、基準値超過測定頻度の割

合は、いずれの年度においても大腸菌群数における基準値超過測定頻度の割合以下で

あった。地域別の傾向は、大腸菌群数と同様に 6年間を通じて隅田川河口部、京浜島

沖の地点（St-2,St-5,St-11,St-23,St31,お台場）において、基準値超過測定頻度は他

所と比較して高く、沖合の地点(St-22,St-35)では基準値超過測定頻度が 0％であっ

た。 

 

表 A4-3 東京都の湾内 12地点における大腸菌数の基準値超過測定頻度の割合(平成 27 年度～

令和 2年度) 

地点名 
超過回数/測定回数(%) 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 

St-2 50% 67% 50% 50% 50% 50% 

St-4 17% 17% 17% 17% 0% 0% 

St-5 17% 83% 33% 33% 50% 33% 

St-6 0% 0% 17% 17% 0% 17% 

St-8 0% 0% 17% 17% 17% 0% 

St-11 0% 67% 33% 33% 50% 33% 

St-22 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

St-23 0% 17% 0% 0% 33% 17% 

St-25 0% 0% 17% 17% 17% 0% 

St-31 17% 0% 50% 50% 17% 50% 

St-35 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

お台場 - - 25% 25% 42% 25% 
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図 A4-3 大腸菌数の調査地点の空間分布(12地点) 

 

（5）まとめ 

 平成 25 年度から令和 2 年度において、基準値を超過した地点数は増加していた。

このことから大腸菌群数が減少しているとは言えず、評価期間内において短期目標は

達成していなかった。長期的（昭和 59 年度から令和 2 年度）には、大腸菌群数が高

い頻度で基準値を超過する地点の割合は減少傾向にあるが、平成 25 年をピークとし

て年間の測定において一度も基準値を超過しなかった地点の割合は減少傾向にある。

東京都の大腸菌数についても同様の傾向が見られる。          

また、直近 3 年の大腸菌群数の基準値超過率が上昇している地点は河川付近が多

く、近年の降雨量の増加により下水の越流の影響が広範囲に及んでいる可能性が考え

られる。 

基準値超過測定頻度が高い東京都沿岸（St-5,St-6,St-8,St-11,St-23）には海浜公

園等の親水の場が位置しており改善の取組が必要である。 
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■次期に向けて 

 本指標は，「安心して水遊びができるきれいな海辺」を達成するために、衛生面で

の安全を確保するのを目的としたものである。 

前記の目的を念頭に置くと、本指標は親水空間の衛生状況の把握に資するべきであ

るといえ、今後の指標の利活用方法として、調査地点は親水空間を中心とした点に絞

り、調査頻度を上げることで短期的な親水利用の適否の予測に活用することも考えら

れる。ただし、短期予測のために活用する場合は「東京湾再生のための行動計画（第

二期）の新たな指標に関する提案解説書」でも指摘されているとおり、本指標は降雨

による影響を受けやすいことを考慮し調査を実施することが求められる。他方、本指

標を長期的な衛生状況の把握のために活用する場合においては、降雨による差も含め

データの傾向を分析する必要があり、降雨への配慮は不要であろうと考える。 

 前記のとおり環境基準については大腸菌群数から大腸菌数へと改められ、今後はよ

り汚染状態を反映したデータの収集が可能となるが、「東京湾再生のための行動計画

（第二期）の新たな指標に関する提案解説書」では、この指標に関しては、細菌の活

性によらない、迅速で確度の高い化学マーカーの基準化を促し、暫定的な基準値を示

している。こうした点も今後考慮し、より適切な衛生指標に改正されることが望まれ

る。 

 

[参考文献] 

・大垣眞一郎（1996）：再利用のための水処理システムと水質基準、「水質衛生学」（金

子光美編著）5.6.6、技報堂出版、p.150 

・環境省，『水環境総合情報サイト』, https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-

site/, (参照 2022-7-1） 

・ 東 京 都 , 『 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 に つ い

て』,https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/tokyo_bay/measurements/meas

urements/index.html ,（参照 2022-9-12）・東京湾再生官民連携フォーラム（2014），

東京湾再生のための行動計画（第二期）の新たな指標に関する提案解説書，p.14-17 

・和波和夫，石井裕一，木瀬晴美（2012），[報告]お台場の糞便性大腸菌群数等の変

化，東京都環境科学研究所年報 2012, p.96-98. 
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指標名 A-5 海のゴミの量 

用いたデータ （行政）行政機関の清掃船等による浮遊ゴミ等の回収量 

（市民・NPO）ゴミ収集活動の参加者数 

データ出典 （行政）関東地方整備局、東京都、千葉県、川崎市、横浜市、横須賀市へのヒアリ   

ング 

（市民・NPO）東京湾再生官民連携フォーラム会員へのアンケート 

評価期間 （行政）平成 25年度から令和 3年度 

（市民・NPO）平成 27年度から令和 3年度 

目標値 短期（第二期期間中） （行政）回収量が現状（平成 25年度）と同量 

（市民・NPO）参加者数が増加傾向を示す 

長期（およそ 30年後） （行政）回収量が現状（平成 25年度）より減少 

（市民・NPO）活動の継続 

評価 ○行政による調査結果 

■結果 

表 A5-1海のゴミの量 

 清掃船（ｍ3） 海浜清掃等（t） 

平成 25年度（2013年度） 7,592 58.5 

平成 26年度（2014年度） 7,030  40.1 

平成 27年度（2015年度） 9,027 56.7 

平成 28年度（2016年度） 6,807 41.3 

平成 29年度（2017年度） 7,503 51.9 

平成 30年度（2018年度） 5,920 31.5 

令和元年度 （2019年度） 8,590 108.3 

令和 2年度 （2020年度） 5,750 28.8 

令和 3年度 （2021年度） 5,701 34.8 

 

清掃船や海岸清掃等により回収された海のゴミの量は年度により増減がある

ものの、継続して海のゴミの回収が実施されており、短期目標は概ね達成されて

いた。 

 

■方法 

・ 関東地方整備局、東京都、千葉県、川崎市、横浜市に対し清掃船による浮遊ゴミ

の回収量についてヒアリングを実施した。 

・ 清掃船とは、行政機関が所有等し浮遊ゴミや油を回収するための船舶を指す。 

・ 浮遊ゴミの回収方法は、大きな金属製のカゴであるスキッパーを利用しゴミを

すくい取る方法やクレーンにて回収する方法等である。 

・ 横須賀市、東京都に対し海岸清掃による漂着ゴミの回収量についてヒアリング

を実施した。 
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・ 漂着ゴミとは、海岸に流れついたゴミを指す。 

・ 図 A5-1として 1ha当たりのゴミの回収量を、記載しているが、すべての自治体

から数値が集まったわけではないため、把握している数値のみを使用し、参考数

値として使用している。 

 

■詳細 

清掃船による清掃は、港湾区域内においては各港の港湾管理者、一般海域におい

ては関東地方整備局によって行われており、回収されるゴミは流木等が主であった。  

表 A5-1、A5-2及び図 A5-1、A5-2にゴミ回収量の経年変化を示す。清掃船により

回収された海のゴミの量は、年度により変動があるものの、9 年間で平均すると平

成 25年度並みの量であった。また、1ha当たりのゴミ回収量を比較したところ、H27

年度以降は減少傾向を示した。なお、全自治体が統計を行っているわけではないこ

とと、新型コロナウイルス感染拡大以降の回収船運航日数の減少による影響につい

て留意する必要がある。 

海岸清掃により回収された漂着ゴミの量は、天候等の影響で年度により増減があ

るが、特に令和元年度が著しく高い値となっている。原因としては令和元年度に発

生した豪雨による大量のゴミの流出が考えられる。 

 

表 A5-2 回収された海のゴミの量及び 1ha当たりのゴミ回収量 

 平成
25年
度 

平成
26年
度 

平成
27年
度 

平成
28年
度 

平成
29年
度 

平成
30年
度 

令和
元年
度 

令和
2年
度 

令和
3年
度 

清掃船（m3） 7,592 7,030 9,027 6,807 7,503 5,920 8,590 5,750 5,701 

1ha当たりの

ゴミ回収量

（m3）(参考) 

0.71 0.83 1.10 0.73 0.84 0.66 0.87 0.56 0.62 

 

表 A5-3 海浜清掃等によるゴミの量 

 平成
25年
度 

平成
26年
度 

平成
27年
度 

平成
28年
度 

平成
29年
度 

平成
30年
度 

令和
元年
度 

令和
2年
度 

令和
3年
度 

海浜清掃等

（ｔ） 
58.5 40.1 56.7 41.3 51.9 31.5 108.3 28.8 34.8 
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図 A5-1東京湾における 1ha当たりのゴミ回収量（参考） 

 

図 A5-2 清掃船によるゴミ回収量および海岸清掃等によるゴミ回収量 

 

■次期に向けて 

令和元年度のゴミ回収量が多かった要因として豪雨の影響を指摘したように、第

三期においては気候変動に伴う集中豪雨やゲリラ豪雨によるゴミ流出量の増加やゴ

ミ発生のタイミングの集中化などに留意する必要があると考えられる。また、ゴミ

回収者へのヒアリングにおいては、通常時はプラスチックゴミが、台風の後は流木

が、ゲリラ豪雨の後は流木に加えてプラスチックゴミが増加する等の回答が得られ

た。自然環境の変化に留意し、引き続きゴミの回収を継続する必要がある。 

また近年、新たな社会的課題としてマイクロプラスチックが注目されており、今

後の取組について検討を行っていく必要がある。 
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○市民・NPOにおける調査結果 

■結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査方法 

・ 東京湾再生官民連携フォーラム指標活用 PTの協力のもと、東京湾官民連携フォ

ーラム会員へのアンケート調査を実施した。 

・ 海浜公園の管理者を通じて海浜公園における市民団体によるゴミ収集活動の情

報を収集した。 

・ 平成 28年度以降は漁業協同組合へのヒアリングを実施した。 

・ 海域での活動の他、河川で活動している市民団体によるゴミ収集活動の情報も

参考情報として収集した。 

 

■詳細 

（1）ゴミ回収活動の実施場所および参加者数等 

 東京湾流域圏内の河川を含めた活動実績を以下に示す。 

河川を含めた参加者数は、平成 29年度には年間約 27,000人に達した（表 A5-5、

図 A5-3、図 A5-4）。その後、令和 2年度には新型コロナウイルス感染症の影響によ

り著しく減少したが、令和 3年度には年間約 10,000人まで回復した。一方、活動回

数は令和 2年を除くと増加傾向にあり活動自粛の影響を受けていないようにも見受

けられる。 

ゴミ回収量は散乱ゴミが減ることによって回収量も減るため、厳密にはゴミ回収

活動の評価指標にならないが、実績の参考情報として示す。年間のゴミ回収量は、

活動時間に比例するように減少傾向にある（表 A5-6、図 A5-3）。 

また、アンケートにおいて新型コロナウイルス感染拡大の状況下における変化に

ついても設問を設けたところ、開催数、参加者ともに減少したとの回答が多く見ら

れた。「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」が発出されている期間中は清掃

活動を自粛した団体が多く、その他の期間においては、人数及び時間の制限や、複

数日に分散して実施する等の配慮を行ったとの回答も見られた。 

表 A5-4 ゴミ収集活動の参加者数 

 参加者数（人） 

平成 27年度（2015年度） 2,420 

平成 28年度（2016年度） 5,926 

平成 29年度（2017年度） 5,994 

平成 30年度（2018年度） 8,435 

令和元年度（2019年度） 4,561 

令和 2年度（2020年度） 2,944 

令和 3年度（2021年度） 3,297 

 

海域におけるゴミ回収活動への参加者は、新型コロナウイルス感染症の影響

がない令和元年までは年による大きな増減がありつつもほぼ横ばいであり、短

期目標の達成には至らなかった。 
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その他、令和 3年度は公園来訪者が増加するとともに、公園内のゴミや海上を浮

遊するプラスチックごみも増加したという回答もあった。 

 

表 A5-5 ゴミ回収活動の参加者数・回数の実績 

 

年度 

参加者（人） 活動回数（回） 

海域 河川 計 海域 河川 計 

H27(2015) 2,420 21,401 23,821 81 157 238 

H28(2016) 5,926 19,463 25,389 85 150 235 

H29(2017) 5,994 21,518 27,373 92 156 248 

H30(2018) 8,435 18,166 26,601 144 173 317 

R01(2019) 4,561 21,550 26,111  105 227 332  

R02(2020) 2,944 2,018 4,962 111 76 187 

R03(2021) 3,297 7,092 10,389 176 150 326 

注）参加者は延べ人数であり，活動回数は日単位で集計した。 

 

表 A5-6 ゴミ回収活動の回収量・合計時間の実績 

 

年度 

回収量（袋） 合計時間（時間） 

海域 河川 計 海域 河川 計 

H27(2015) 6,430 13,702 20,132 142 331 474 

H28(2016) 6,556 10,587 17,143 146 313 458 

H29(2017) 3,935 13,622 17,557 150 378 528 

H30(2018) 2,295 11,668 13,963 178 341 519 

R01(2019) 1,531 14,096 15,627 185 393 578 

R02(2020) 4,445 2,904 7,349 132 152 284 

R03(2021) 1,729 4,546 6,275 312 154 466 

注）kg単位のアンケート回答については 4kg/袋（ペットボトルは 2kg/袋）として換算した。時間はガイダンス等も

含むイベントの開始から終了までである。 

 

 

（a）参加者数                 （b）回収量 

図 A5-3 年ごとのゴミ回収活動の推移 
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 2015年度 2016年度 2017年度 

   
 2018年度 2019年度 2020年度 

 
2021年度 

図 A5-4 ゴミ回収活動の実施場所 
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（2）ゴミの内訳 

内訳が示されたデータからゴミ分類別の割合を求めた（図 A5-5）。ペットボトル

と燃やさないゴミがそれぞれ 10～20%ずつ、燃やすゴミが 60～80%であった。また、

ペットボトル回収量の経年変化を図 A5-6 に示す。新型コロナウイルス感染拡大前

までは減少傾向を示していた。2020年度以降は、ゴミの回収活動が新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けていることもあり、回収量（袋）を含めゴミ分量別割合や

ペットボトル増減などの傾向は評価できなかった。今後、海洋ゴミやマイクロプラ

スチックへの問題意識の高まりなどが、どのようにデータに現れるのか注目される。 

 

 

 

   
図 A5-5 各年のゴミの内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 A5-6 ペットボトル回収量（海域＋河川）の経年変化 



（案） 

55 

 

 

■次期に向けて 

 上記のとおり、海辺や河川において市民によるごみ回収活動がなされているとこ

ろであるが、近年新たな社会課題としてマイクロプラスチックに関心が集まってい

る。しかしながら、現段階においてはマイクロプラスチックの挙動と漂着プラスチ

ックごみとの関連性等については不明な点が多く、市民のレベルにおいてマイクロ

プラスチックの問題を身近な課題として捉える意識は依然として低い状態にある。

したがって、今後はゴミ回収活動の参加者に限らない多くの市民がマイクロプラス

チックの課題を身近なものと実感できるような、啓発イベント等を含む取組につい

て検討が必要である。 

 

［参考文献］ 

・一般社団法人 JEAN，調査報告，http://www.jean.jp/activity/result.html 

・ 特 定 非 営 利 活 動 法 人 荒 川 ク リ ー ン エ イ ド フ ォ ー ラ ム ， 報 告 集 ．

https://cleanaid.jp/aboutus/media/annual 
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指標名 A-6 水遊び空間における水難事故防止のための監視・パトロール活動回数 

用いたデータ 水難事故防止のための監視・パトロール活動回数 

データ出典 東京湾再生官民連携フォーラム会員へのヒアリング 

評価期間 平成 27年度から令和 3年度 

目標値 短期（第二期期間中） 増加傾向を示す 

長期（およそ 30年後） 活動の継続 

評価 ■結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査方法 

・ 東京湾官民連携フォーラム会員へのアンケート調査を実施した。 

・ 海浜公園の管理者を通じて海浜公園における水難事故防止のための監視・パト

ロールの情報を収集した。 

 

■詳細 

（1）監視および水上パトロール場所 

海浜公園や海釣り施設、潮干狩り場での巡回・監視による毎日の安全確認やお花

見シーズンの目黒川沿いの安全パトロール、GW・夏休みなどの混雑時の河川水路に

おける安全パトロールが実施されていた。また、水上スポーツ競技会の開催時にも

周辺水域での監視活動が実施されていた。（図 A6-1、図 A6-2）図 A6-3に活動回数の

経年変化を示す。2018年度は東京湾の水上パトロールについてアンケートの回答が

得られなかったためデータなしとした。新型コロナウイルス感染症の影響がない令

和元年までは概ね横ばいであり増加傾向は示しておらず、短期目標は達成していな

かった。 

 

表 A6-1 水遊び空間における水難事故防止のための監視・パトロール活動回数 

 パトロール活動回数（日間） 

平成 27年度（2015年） 22 

平成 28年度（2016年） 35 

平成 29年度（2017年） 38 

平成 30年度（2018年） （欠） 

令和元年度（2019年） 26 

令和 2年度（2020年） 24 

令和 3年度（2021年） 13 

 

水遊び空間における水難事故防止のための監視・パトロール活動回数は、新

型コロナウイルス感染症の影響がない令和元年までは概ね横ばいであり短期目

標の達成には至らなかった。 
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■次期に向けて 

本指標は目標値を目指して努力するという努力目標型の指標ではなく、活動をア

ピールするための活動アピール型の指標であるため、本項目で取りまとめを行った

活動回数は、定点での毎日の監視・パトロール活動の日数を含まず、また集計結果

はアンケートへの回答率に依存する点に注意が必要である。他方で、行動計画の全

体目標の一要素「快適に水遊びができる」の小目標「安心して水遊びができるきれ

いな海辺」を目指し、多くの機関・人が活動を実施しているため、今後の活動支援

等のためにもその実態の把握が重要である（東京湾再生官民連携フォーラム指標活

用 PT）。 

近年、例えばコロナ禍において水上バイクの利用が増えるなどし、水辺利用者に

危険を感じさせる事故等の事例が発生している。上記のような状況も踏まえ、今後

は第二期のような単なる活動回数ではなく、多くの人が水辺空間を気持ち良く活用

できているかをより効果的に評価できるような指標を検討することも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 A6-1 水辺の監視・パトロール活動（2021年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

※水辺の監視・パトロール：11か所 
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図 A6-2 東京湾および接続水域における水上パトロールエリア（2021年度実績） 

 

 

図 A6-3 監視・パトロール活動回数（日）の経年変化 

 

[参考文献] 

・東京湾再生官民連携フォーラム（2014）,東京湾再生のための行動計画（第二期）

の新たな指標に関する提案解説書, p.21-22 

 

※水上からの監視・パトロール 

：4か所で 13日間 
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指標名 A-7 赤潮発生回数 

用いたデータ 赤潮年間発生割合 

データ出典 千葉県：公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書 

東京都：東京湾調査結果報告書 

評価期間 平成 25年度から令和 2年度 

目標値 短期（第二期期間中） 減少傾向を示す 

長期（30～50年後） 年間発生回数年 5回以下 

評価 ■結果 

表 A7-1 東京湾における赤潮の発生割合 

 

 

東京湾における赤潮発生割合の変化傾向は横ばいで推移しており、短期目標は

達成されていなかった。しかし、平成 10 年から令和 2 年の長期の東京湾全体に

おける赤潮発生割合は減少傾向を示していた。 

 

■方法 

・ 赤潮の調査を実施している千葉県と東京都で調査頻度および評価方法が異なる

ため、期末評価では千葉県の評価方式に揃え、各調査日において調査地点の 1

カ所でも赤潮を確認した場合は赤潮の発生とした。 

・ 千葉県および東京都における常時監視及び補足調査で赤潮を確認した回数（通

報を含む）を赤潮発生回数とした。 

・ なお、神奈川県は主として通報による把握であることから同様の評価が実施で

きないため、本評価には計上を行わなかった。 

・ 赤潮発生割合は（赤潮発生回数／調査回数）×100とした。 

・ 赤潮発生割合を通年で算出すると各月の調査回数の差の影響が顕著に現れるた

め、千葉県および東京都においては、月毎の赤潮発生割合を平均して年平均値

を求め、年間の赤潮発生割合とした。 

・ 東京湾全体における赤潮発生割合は、千葉県および東京都の調査結果を合計し

た赤潮確認回数及び調査回数を用いて、上記の算出方法にて求めた。 

年度 発生割合

平成25年度（2013年度） 25.1%

平成26年度（2014年度） 34.6%

平成27年度（2015年度） 28.5%

平成28年度（2016年度） 27.0%

平成29年度（2017年度） 27.4%

平成30年度（2018年度） 26.0%

令和元年度（2019年度） 30.6%

令和 2年度（2020年度） 25.4%
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・ 赤潮発生割合の経年変化から変化傾向を求めた。 

・ 通常、千葉県および東京都における赤潮の評価方法および赤潮判定の目安は以

下のとおりである（東京湾岸自治体環境保全会議、2017）。しかし、ここでは、

東京都の赤潮発生割合を上記の方法で算出しなおし、千葉県と同手法として評

価した。   

 

表 A7-2 千葉県および東京都における赤潮の評価方法 

千葉県 常時監視及び補足調査で赤潮を確認した回数（通報を含む）とその割合 

東京都 
常時監視及び補足調査の結果から、赤潮の発生範囲やプランクトン構成種、

気象状況等を勘案して推定した回数と日数 

 

表 A7-3 千葉県および東京都における赤潮判定の目安 

 千葉県 東京都 

色 オリーブ系～ブラウン系 茶褐色・黄褐色、緑褐色等 

透明度 1.5 m以下 概ね 1.5 m以下 

クロロフィル又は 

クロロフィル a 50 μg/L以上 

吸光光度法及び 

LORENZEN法に準ずる方法 

50 mg/m3以上 

溶存酸素飽和度 150 ％以上 - 

pH 8.5以上 - 

赤潮プランクトン - 顕微鏡で赤潮プランクトンが多量に

存在していることが確認できる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（a）千葉県              （b）東京都 

 

（c）東京湾 

図 A7-1 千葉県、東京都および東京湾における赤潮発生割合の経年変化 
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図 A7-2 平成 10年度から令和元年度における千葉県、東京都および東京湾における赤潮発

生割合の経年変化。図中の直線（破線）は東京湾における赤潮発生割合に対する

回帰直線を示す。 

 

 

■詳細 

（1）赤潮発生の概況 

赤潮発生割合は、千葉県で 20〜30％、東京都で 25〜39％であり、東京湾として

みると 25〜35％であった。千葉県と東京都を比較すると、東京都でより高い値を

示した。両都県共に平成 26 年度の赤潮発生割合が最も高く、それに伴い東京湾全

体の赤潮発生割合も最大値を示した。千葉県および東京都共に顕著な増減傾向はな

く、東京湾全体においても同様であった。したがって、東京湾の赤潮が減少傾向を

示しているとはいえず、短期目標を達成していなかった。また、千葉県または東京

都の水域別でみても、両都県ともに短期目標を達成していなかった。 

 

（2）長期変動 

千葉県および東京都の赤潮データが公表されている平成 10 年度（1998 年度）

から令和 2 年度（2020 年度）までの 22 年間の赤潮発生割合の経年変化を図 A7-2

に示す。千葉県の赤潮発生割合は、平成 16年度に 20％程度に減少した後、令和 2

年度にかけては 25％を中心に 20〜30％で推移した。東京都の赤潮発生割合は、平

成 15 年度から平成 23 年度にかけては 30～40％で変動し、平成 25 年度の 40％を

超える高い値から平成 28年度まで徐々に減少した後、令和元年まで再び増加し、

令和 2 年度には再び 25％程度まで減少した。東京湾全体の赤潮発生割合は両者の

傾向を反映し、平成 10 年度頃の 35％を超える高い値から平成 18 年度にかけて約

10％減少し、平成 20年度以降は 30％前後で推移していた。この東京湾の赤潮発生

割に対する一次回帰直線の結果は減少傾向を示した。 

 

（3）考察 

長期的には減少傾向にあるものの、近年はその減少傾向が鈍化している要因の一

つとして、渦鞭毛藻による赤潮の存在（石丸，2019）が考えられる。鞭毛藻は鉛直

移動が可能なため、底泥から溶出した底層中の栄養塩を取得することができる

  

 

H10  H12  H14  H16  H18  H20  H22  H24  H26  H28  H30  R2 
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（Katano et al., 2011; Katano et al., 2014）。したがって、渦鞭毛藻による赤

潮発生の抑制のためには、流入負荷の削減に加えて、底質の改善や貧酸素化の解消

等による底泥からの栄養塩の溶出抑制も必要となる可能性がある。 

 

■次期に向けて 

本項目の評価手法に関しては、透明度や CODといった関連性が高い項目との並行

した解析や、クロロフィル量や栄養塩類の比較および赤潮の質的変化についての言

及も必要である。また、今後、赤潮発生抑制のための対策を講じる時には、赤潮発

生機構の解明のために、より詳細な発生状況の掌握が必要であり、今後、東京湾再

生官民連携フォーラム指標活用 PT との連携等も行いながら、評価方法を更に検討

していく必要がある。 

上記と関連して、川崎沿岸で透明度の低下傾向および COD の上昇傾向が見られて

いることから（A-1、A－2参照）、神奈川県においても川崎や横浜での赤潮発生状況

に関して比較できるような観測を検討することが望ましい。 

流入負荷の削減については対策が進んでおり、近年の赤潮の発生については、底

泥からの栄養塩の供給も強く寄与している可能性があることから、底泥の改善や貧

酸素水塊の解消に向けた対策と合わせ、必要な対策を効果的に進められるような検

討が重要である。 

 

 

[参考文献] 

・T. Katano, M. Yoshida, S. Yamaguchi, T. Hamada, K. Yoshino, Y. Hayama (2

011) Diel vertical migration and cell division of bloom-forming 

dinoflagellate Akashiwo sanguinea in the Ariake Sea, Japan, Plankton Benth

os Res, 6(2), 92–100. 

・Katano, T., M. Yoshida, S. Yamaguchi, K. Yoshino, T. Hamada, 

Ma.Koriyama, Y. Hayami (2014) Effect of nutrient concentration and 

salinity on diel vertical migration of Chattonella marina 

(Raphidophyceae), Marine Biology Research, 10(10), 1007-1018. 

・石丸 隆（2019），東京湾の植物プランクトン群集の変遷，海洋と生物，Vol.41，

No.21 

・東京湾岸自治体環境保全会議, （2017）, 『東京湾水質調査報告書（平成 29年

度）』, http://www.tokyowangan.jp/top.html, （参照 2019-7-29） 

・千葉県, （1998-2017）, 『公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書』, htt

ps://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/kasentou/koukyouyousui/index.html, 

（参照 2019-7-29） 

・東京都, （1998-2001）, 『東京都内湾赤潮調査報告書』 

・東京都, （2002）, 『東京都内湾赤潮調査報告書』, http://www.kankyo.metro.

tokyo.jp/water/tokyo_bay/red_tide/download.html, （参照 2019-7-29） 

・東京都, （2003-2012）, 『東京湾調査結果報告書』, http://www.kankyo.metr

o.tokyo.jp/water/tokyo_bay/red_tide/download.html, （参照 2019-7-29） 

・東京都, （2013-2017）, 『東京湾調査結果報告書～赤潮・貧酸素水塊調査～』,
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 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/water/tokyo_bay/red_tide/download.html, 

（参照 2019-7-29） 
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指標名 A-8 水遊びイベント・環境学習イベント等の参加者数 

用いたデータ 水遊びイベント・環境学習イベント等の開催回数及び参加者数 

データ出典 東京湾再生官民連携フォーラム会員へのヒアリング 

評価期間 平成 27年度から令和 3年度 

目標値 短期（第二期期間中） 増加傾向を示す 

長期（およそ 30年後） 活動の継続 

評価 ■結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査方法 

・ 東京湾官再生民連携フォーラム会員へのアンケート調査を実施した。 

・ 海浜公園の管理者を通じて海浜公園におけるイベントの情報を収集した。 

・ アンケートは回答者が回答しやすいように選択方式とした（参考資料 A8-1）。 

・ 令和 3年度はオンラインでのイベント開催についても調査を行った。 

 

■詳細 

（1）イベント回数 

水遊びイベントと環境学習イベントのイベント回数を表 A8-2に、経年変化を

図 A8-1に、実施場所を図 A8-2に示す。また、それぞれのイベント内容別の回数

と参加者数を表 A8-3～表 A8-6に示す。 

水遊びイベントの回数は、潮干狩りの開催日数を計上するようなった 2016年

度から増加傾向を示していたが 2019年度は若干減少していた。2020年度は、新

型コロナウイルス感染症の影響により大きく減少した。しかし、2021 年度は新

型コロナウイルス感染症の感染拡大前の水準に戻っていた。 

表 A8-1 水遊びイベント・環境学習イベント等のイベント回数および参加者数 

 イベント回数（回） 参加者数（人） 

平成 27年度（2015年度） 163 60,541 

平成 28年度（2016年度） 474 231,531 

平成 29年度（2017年度） 545 257,909 

平成 30年度（2018年度） 540 287,715 

令和元年度（2019年度） 474 261,516 

令和 2年度（2020年度） 219 52,143 

令和 3年度（2021年度） 535 126,210 

 

新型コロナウイルス感染症の影響がない令和元年度までの期間において、

水遊びイベント・環境学習イベント等のイベント回数はほぼ横ばいあり、参

加者数は概ね増加していたことから、部分的に短期目標を達成していた。 
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環境学習イベントの回数は、2017年度までは増加を示したが、2018年度およ

び 2019 年度は 2015 年度と較べて少ない値を示した。環境学習イベントの回数

は、新型コロナウイルス感染症の影響による大きな減少は見られず、2019 年度

から着実に増加していた。2021 年度のアンケート調査では、環境学習イベント

の開催形式についても設問を設けたところ、年間 125 回のうち、86 回がオンラ

イン開催であった。新型コロナウイルス感染拡大の状況下においても環境学習イ

ベントの回数が大きく減少しなかった要因は、オンライン開催の実施等の主催者

の努力によるものと考えられる。 

水遊びイベント回数と環境学習イベント回数の合計は、新型コロナウイルス感

染症の影響前の 2019年度までの期間においても、水遊びイベントに潮干狩りの

開催日数を計上するようなった 2016年度以降ほぼ横ばいであり、短期目標の達

成には至っていなかった。 

 

（2）参加者数 

水遊びイベントの参加者数は、新型コロナウイルス感染症の影響がない 2019

年度までは増加傾向にあった。2020 年以降は新型コロナウイルス感染症の影響

により参加人数を制限するなどの措置は継続されており、2021 年度には増加し

ているものの、依然として新型コロナウイルス感染拡大前の水準には戻っていな

い。 

一方環境学習イベントについては、オンライン開催等の工夫によってイベント

開催数は増加傾向にあったものの、参加者数は増加には至らなかった。 

水遊びイベント参加者数と環境学習イベント参加者数の合計は、新型コロナウ

イルス感染拡大前の 2019年度までの期間において、水遊びイベントに潮干狩り

の開催日数を計上するようなった 2016年度から概ね増加しており、短期目標を

達成していた。 

 

表 A8-2 分類別イベント回数（回） 

年度 水遊びイベント 環境学習イベント 計 

H27（2015） 59 104 163 

H28（2016） 365 109 474 

H29（2017） 375 170 545 

H30（2018） 474 66 540 

R01（2019） 411 63 474 

R02（2020） 137 82 219 

R03（2021） 410 125 535 
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（a）イベント回数            （b）参加者数 

図 A8-1 水遊びイベント・環境学習イベント等のイベント回数と参加者数の経年変化 

 

表 A8-3 水遊びイベントの回数（回） 

年度 全回数 
内訳（複数回答あり） 

釣り スポーツ 浜辺・磯遊び 漁業・船舶 その他 

H27 59 4 2 45 8 2 

H28 365 31 42 260 88 7 

H29 375 2 12 271 104 0 

H30 474 11 58 354 74 0 

R01 411 3 20 389 25 1 

R02 137 1 0 134 2 0 

R03 410 13 0 397 0 0 

 

表 A8-4 水遊びイベントの参加者数（人） 

年度 
全参加

者数 

内訳（複数回答あり） 

釣り スポーツ 浜辺・磯遊び 漁業・船舶 その他 

H27 45,555 77 40 44,819 935 140 

H28 200,790 3,722 7,601 191,307 7,910 259 

H29 195,932 119 22,000 187,617 7,342 0 

H30 254,422 13,315 55,368 179,286 23,899 0 

R01 246,952 4,025 16,644 225,150 24,217 25 

R02 37,147 410 0 36,690 47 0 

R03 118,530 1,120 0 117,410 0 0 
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表 A8-5 環境学習イベントの回数（回） 

年度 全回数 

内訳（複数回答あり） 

生物・ 

植物・地形 

製作 伝統・文化 産業 海ゴミ その他 

H27 104 69 19 7 22 17 2 

H28 109 65 49 68 67 44 2 

H29 170 25 17 11 6 3 137 

H30 66 47 14 10 9 10 0 

R01 63 32 9 13 14 8 2 

R02 82 51 5 0 2 3 38 

R03 125 62 3 0 23 23 31 

 

表 A8-6 環境学習イベントの参加者数（人） 

年度 
全参加 

者数 

内訳（複数回答あり） 

生物・ 

植物・地形 

製作 伝統・文化 産業 海ゴミ その他 

H27 14,986 8,541 1,046 9,716 2,091 539 84 

H28 30,741 13,928 4,645 13,947 27,813 5,308 40 

H29 61,977 41,965 22,310 41,132 31,500 154 22,375 

H30 33,293 19,235 10,223 11,114 13,775 618 0 

R01 14,564 12,237 9,444 7,594 1,322 393 141 

R02 14,996 901 117 0 0 457 13,750 

R03 7,680 1,449 71 0 303 1,401 5,058 
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（a）2015年度               （b）2016年度 

 

 

 

 

 

 

  
（c）2017年度                         （d）2018年度 

図 A8-2 イベントの実施場所（その 1） 
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（e）2019年度              （f）2020年度 

 
（g）2021年度 

図 A8-2 イベントの実施場所（その 2） 

 

■次期に向けて 

本指標は、「再生に向けた取り組みの進展度を直接・間接的に評価する指標」

（A-1 透明度、A-2 COD、A-3合流改善対策によって削減された汚濁負荷量、A-4 

糞便汚染、A-5 ゴミの回収、A-6 水遊び空間における水難事故防止のための監

視・パトロール活動回数）に係る取組による「再生目標の達成度を評価する指標」
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の一つである。水遊びイベントの参加者数が伸び悩んでいることを考慮すると、

「再生に向けた取り組みの進展度を直接・間接的に評価する指標」に係る取組は、

まだ十分に効果を発揮していないと考えられるため、個別の指標（A-1、A-2、A-

3、A-4、A-5、A-6）に対するより一層の取組の推進が求められる（東京湾再生官

民連携フォーラム指標活用 PT）。 

また、行政組織が受動的に水遊びイベントや環境学習イベントの参加者の増加

を待つだけでなく、積極的に参加者の増加を図り、より多くの住人に海の良さ、

楽しさ、環境の大切さをアピールする必要性が指摘されている（東京湾再生官民

連携フォーラム指標活用 PT）。 

なお、毎年の収集結果については、東京湾再生官民連携フォーラムウェブサ

イト内の指標活用 PT市民データ収集結果（http://tbsaisei.com/pt/h29/index

_report.html）にて公開されている。 
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指標名 A-9 海浜公園等の施設利用者数 

用いたデータ 海浜公園等の施設利用者数（10施設） 

海浜公園等の駐車場利用台数（2施設） 

データ出典 千葉県、東京都、神奈川県、横須賀市、横浜市へのヒアリング 

評価期間 平成 25年度から令和 3年度 

目標値 短期（第二期期間中） 増加傾向を示す 

長期（およそ 30年後） 増加傾向を示す 

評価 ■結果 

 

 表 A9-1海浜公園等の施設利用者数 

年度 施設利用者数（万人） 

平成 25年度（2013年度） 622 

平成 26年度（2014年度） 543 

平成 27年度（2015年度） 578 

平成 28年度（2016年度） 580 

平成 29年度（2017年度） 554 

平成 30年度（2018年度） 565 

令和元年度（2019年度） 478 

令和 2年度（2020年度） 281 

令和 3年度（2021年度） 323 

 

海浜公園等の施設利用者数は、年度による増減はあるものの新型コロナウ

イルス感染症による影響がない平成 30 年までにおいてほぼ横ばいであり、

短期目標の達成には至っていなかった。なお、令和 2年以降の減少は新型コ

ロナ感染症による影響と考えられる。 

 

 

■方法 

・ 施設管理者が利用者数を把握している施設又は観光入込客数がある施設を

評価対象とし、千葉県、東京都、神奈川県、横須賀市、横浜市へヒアリング

を実施した。 

・ 対象となった施設は、幕張海浜公園や東京湾野鳥公園等の東京湾と関わり

のある施設である。 

・ ここでのイベントとは、各施設管理者が把握している海浜公園等に関連の

ある催し物を指す。 

・ イベント参加人数等を厳密に把握することは困難であるため、管理者等に

より把握された数値をそのまま評価に用いた。 
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■詳細 

 海浜公園等の施設利用状況の推移を表 A9-1 及び図 A9-1 に示す。令和 2 年以

降のデータは新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、その前後に

分けて考察する。令和元年以前においては、施設利用者数は若干の減少傾向にあ

った。一方で、海浜公園等で開催されたイベント参加人数及びイベント開催数は

年度ごとにばらつきがあるものの、平成 30年まで増加傾向にあった（図 A9-2）。

また、施設利用者、イベント開催数およびイベント参加人数共に、令和元年度は

顕著な減少を示した。令和元年度の 1 月から 3 月は新型コロナウイルス感染症

の影響時期と重なっているが、月別のデータがないため詳細は不明である。 

 このように、新型コロナウイルス感染症の影響の無い期間においても施設利

用者は若干の減少傾向であったことから、短期目標は達成していなかった。 

令和 2年度の施設利用者、イベント開催数およびイベント参加者数は大幅に減

少しており、新型コロナウイルス感染症の影響によるものと考えられる。しか

し、令和 3年度には施設利用者、イベント開催数およびイベント参加者数は増加

していた。駐車場利用台数が令和 2年以降に大幅に増加していることは、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で公共交通機関の利用を避けたことに起因していると

推測される（図 A9-3）。 

利用者数は減少しているものの、図 A9-3のように車を利用した訪問者数が増

えていることから、新型コロナウイルス感染症の影響においても海浜公園への

ニーズは高いものと考えられる。 

令和 3 年度にはイベント開催数およびイベント参加者数が増加している。こ

れらのイベントには、オンラインイベントも含まれており、新型コロナウイルス

感染症の影響にあっても市民と海のふれあいを絶やすまいとする、NPOや施設管

理者の努力が現れたものとして捉えることができる。 

 

 

 

図 A9-1 東京湾における海浜公園等の施設利用状況 

※点線は新型コロナ感染症の流行の前後を示している。 
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図 A9-2 海浜公園等のイベント参加人数と開催件数 

※点線は新型コロナ感染症の流行の前後を示している。 

 

 

図 A9-3 海浜公園等の駐車場利用台数 

※点線は新型コロナ感染症の流行の前後を示している。 

 

■次期に向けて 

第三期においては、施設利用者が新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前

もしくはそれ以上の水準まで回復することを期待し、引き続き施設利用者数に

関する調査を継続することが重要である。また、施設数が増加すると総施設利用

者数も増加することから、施設利用者数だけでなく、施設数の増減にも着目する

必要がある。さらに、大規模施設と小規模施設で分けて評価するなど、より効果

的な評価手法について詳細な検討を続けていく。 
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指標名 B-1 生物生息場の面積・箇所数（干潟, 浅場, 砂質海浜, 塩性湿地, 磯場・礫

浜） 

用いたデータ 生物生息場の面積・箇所数 

データ出典 関東地方整備局、横須賀市、東京都、横浜市、千葉県、川崎市へのヒアリング 

評価期間 平成 25年度から令和 3年度 

目標値 短期（第二期期間中） ・ 既存(平成25年度)の生物生息場約4,430ha(44箇

所)の保全 

・ 新たな生物生息場 約 35ha(7箇所)以上の再生 

長期（およそ 30-50年後） 更なる再生 

評価 ■結果 

最終評価に当たり生物生息場面積を再精査したところ、平成 25年度の生物

生息場面積は 4428 haであったことが判明したため、短期目標値の 4430 ha

を 4428 haとして結果を報告する。 

既存の生物生息場約 4,428 ha(44箇所)は保全されており、新たな生物生息

場の再生は実施されなかったものの、既存の施設において追加整備が 80 ha

実施されており、短期目標（約 35 ha）は達成された。 

 

■方法 

・ 関東地方整備局、横須賀市、東京都、横浜市、千葉県、川崎市に対し行政機関

が把握している生物生息場の面積・箇所数についてヒアリングを実施した。 

・ 干潟や砂浜などの生物生息場を箇所数としてカウントした。 

 

■詳細 

東京湾における生物生息場の面積・箇所数を表 B1-1及び図 B1-1に示す。新たな

地点としての生物生息場の再生は行われなかったが、東京港野鳥公園や富津沖など

の既存の施設で 80haの追加整備が行われ、目標である 35ha以上の再生は達成され

た。また、既存の 44 箇所は保全されていた。今後は既存箇所の保全を維持しつつ

新たな生物生息場の再生の検討も必要である。 

東京湾における生物生息場の箇所数割合及び面積割合を図 B1-2 及び図 B1-3 に

示す。箇所数割合では砂質海浜が最も多く、次いで干潟、藻場、浅場、磯場/磯浜、

塩性湿地の順番であった。面積割合では干潟が最も多く、次いで浅場、藻場が多く、

砂質海岸、磯場/磯浜、塩性湿地は僅かであった。 
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表 B1-1東京湾における生物生息場の面積・箇所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 B1-1東京湾における生物生息場の面積の推移 
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追加整備 総計 

平成 25年度 44 0 4,428 

平成 26年度 44 53 4,481 

平成 27年度 44 15 4,496 

平成 28年度 44 0 4,496 
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令和元年度 44 0 4,508 
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令和 3年度 44 0 4,508 
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図 B1-2東京湾における生物生息場の箇所数割合 

 

 

図 B1-3東京湾における生物生息場の面積割合 

 

■次期に向けて 

東京湾には、千葉県市原市沿岸の埋立地の背後に存続する水路のように、貴重な

生物が生息する場がある。このような貴重な場が、持続的に存続できるように保全

することも重要な課題であると思われる。また、一度作り変えた海岸線を自然なも

のに再生していくことは、今後の持続可能な社会を目指す上でも重要であり、官民

連携フォーラム等での議論も踏まえ、生物生息場の再生を推進する必要がある。 
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指標名 B-2 藻場の箇所数 

用いたデータ 藻場の箇所数 

データ出典 東京湾再生官民連携フォーラム会員へのヒアリング 

漁業関係者へのヒアリング 

評価期間 平成 27年度から令和 3年度 

目標値 短期（第二期期間中） 増加傾向を示す 

長期（およそ 30年後） 増加傾向を示す 

評価 ■結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査方法 

・ 東京湾再生官民連携フォーラム会員へのアンケート調査を実施した。 

・ 漁業関係者へのヒアリングを実施した。 

・ 初年度（平成 27年度）に下記の既往文献を参考にして藻場の分布図を作成した。

翌年からはアンケートおよびヒアリング調査により得られた藻場の分布情報を

追加した。 

・ 既往文献調査に用いた資料 

「第 5回自然環境保全基礎調査海辺調査総合報告書」（環境庁，1998.3） 

「干潟ネットワークの再生に向けて」（国土交通省港湾局・環境省自然環境局，2004） 

「横須賀港港湾計画環境アセスメント調査業務委託報告書」（横須賀市，2004.3） 

「千葉県沿岸海域におけるアマモの分布」（千葉県水産研究センター研究報告，3号，

2004.3） 

「第 7 回自然環境保全基礎調査浅海域生態系調査（藻場調査）報告書」（環境省，

2008.3） 

「東京湾水環境再生計画～美しく豊かな東京湾のために～」（国土交通省関東地方

整備局，2015.4） 

 

表 B2-1 東京湾全体の藻場箇所数 

 藻場の箇所数 

平成 27年度（2015年度） 71 

平成 28年度（2016年度） 74 

平成 29年度（2017年度） 81 

平成 30年度（2018年度） 78 

令和元度（2019年度） 83 

令和 2度（2020年度） 82 

令和 3度（2021年度） 82 

 

藻場の箇所数は概ね増加傾向を示し、短期目標を達成していた。 
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■詳細 

（1）藻場の箇所数の経年変化 

表 B2-2と図 B2-1に東京湾全体、東京都水域、神奈川県水域、千葉県水域の藻場

の箇所数の経年変化を示す。東京湾全体の藻場の箇所数は、2015 年度の 71 地点か

ら 2021年度の 82地点への着実に増加していた。各都県の水域については、千葉県

水域の藻場の箇所数が 43地点から 54地点へ顕著に増加していた（増加した地点に

関しては（2）参照）。なお、追加された藻場についても、新規の藻場か調査努力に

よって確認に至ったものかは不明である。また、関係者の努力にもかかわらず未だ

活着状況に至っていない箇所や、消滅した藻場をカウントし続けている可能性も否

定できない。 

 上記ように本調査の値については不確実性があるものの、藻場の箇所数は着実に

増えており、短期目標は達成していた。 

 

表 B2-2 東京湾全体および東京都水域、神奈川県水域、千葉県水域における藻場箇所数 

年度 東京湾 東京都 神奈川県 千葉県 

2015 71 2 26 43 

2016 74 2 27 45 

2017 81 3 29 49 

2018 78 3 25 50 

2019 83 3 25 55 

2020 82 3 25 54 

2021 82 3 25 54 

 

 

図 B2-1 東京湾における藻場箇所数の経年変化 

 

（2）藻場の分布 

東京湾の藻場の分布を図 B2-2に示す。平成 27年度の文献調査からヒアリングに

よって新たに追加報告のあった藻場は赤丸で示している。多摩川河口域、横須賀公
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防波堤北側、走水西、大浦海水浴場北部沖、牛込海岸前面、金田中島沖、中里漁場

干潟、富津航路西側、潮干狩場第 8駐車場西側、岩井海岸、平島周辺、小浜周辺、

南無谷周辺、富浦沖、大房岬周辺、西浜周辺が平成 27 年度以降に新たに追加され

た。一方、横須賀海軍施設、港研横、発電所、金田湾、富津漁港内（入口灯台横）

が消滅したとの報告があった。 

 

■次期に向けて 

近年、藻場による炭素貯留（ブルーカーボン）が地球温暖化の緩和策として注目

されている。東京湾における藻場の炭素貯留量を定量的に求めるためには、藻場の

定量調査が重要である。しかしながら、市民による調査のみで藻場面積を定量的に

把握することは困難であり、行政による定量調査の必要性が高まっている。 

また、2022 年 3 月に 30by30 ロードマップが生物多様性国家戦略関係省庁連絡会

議において了承された。30by30とは、2030年までに生物多様性の損失を食い止め、

回復させるというゴールに向け、2030年までに陸と海の 30%以上を健全な生態系と

して効果的に保全しようとする目標である。東京湾における藻場再生も，この目標

とリンクして促進されることが重要である。 

なお、毎年の収集結果については、東京湾官民連携フォーラムウェブサイト内

の指標活用 PT市民データ収集結果（http://tbsaisei.com/pt/h29/index_report.

html）にて公開されている。 
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図 B2-2 東京湾における藻場の分布（平成 27年度集計から、17箇所増加（図の●）、5箇所

減少（図の●）） 

 

[参考文献] 

・東京湾再生官民連携フォーラム（2014）,東京湾再生のための行動計画（第二期）

の新たな指標に関する提案解説書, p.33-34 
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指標名 B-3 生物共生型港湾構造物の延長 

用いたデータ 生物共生港湾構造物の延長 

データ出典 神奈川県、千葉県、東京都、横須賀市、横浜市へのヒアリング 

評価期間 平成 25年度から令和 3年度 

目標値 短期（第二期期間中） 現状(平成 25年度：約 28km)より 1.2倍以上増加 

（約 5kmを整備） 

長期（およそ 30年後） 増加傾向を示す 

評価 ■結果 

最終評価に当たり生物共生型港湾構造物の延長を再精査したところ、平成

25 年度の生物共生型港湾構造物の延長は 26.491 km だったことが判明した

ことから、短期目標値の約 28 ㎞を 26.491 kmとして結果を報告する。 

令和 3 年度までに 1.156 km の生物共生型港湾構造物の追加整備があっ

たが 5 ㎞には至っておらず、短期目標は達成していなかった。 

 

■方法 

・ 神奈川県、千葉県、東京都、横須賀市、横浜市に対し行政機関が所有する生物

共生型港湾構造物の延長についてヒアリングを実施した。 

・ 生物共生型港湾構造物として対象としたのは、「生物生息機能を人工的に付加

した護岸と岸壁」、「緩傾斜構造の護岸」、「消波ブロックを設置した護岸」でか

つ「設計時に生物配慮をした構造物」とした。 

・ 国土交通省港湾局が HP 上にアップしている「生物共生型港湾構造物の整備・

維持管理に関するガイドライン」において「生物共生型港湾構造物」とは、港

湾構造物の基本的な機能を有しながら、干潟や磯場などの生物生息場の機能を

併せ持つ港湾構造物を言う。 

・ 第二回中間評価時に官民連携フォーラム指標活用 PT からの提案を受け、調査

対象範囲に港湾区域に加え、漁港区域、一般公共海岸に拡大するとともに、民

有施設も対象に含めてヒアリングを行ったが、各自治体において、正確な数値

を把握しておらず、港湾区域のみに絞って検討を行った。 

 

■詳細  

東京湾における生物共生型港湾構造物の延長は表 B3-1 及び図 B3-1 に示すとお

り、令和 3年度までに 1.156 kmの追加整備があったのみである。今後は、既存構

造物の老朽化対策時や改良時に生物共生型港湾構造物への改修を検討していく必

要がある。なお令和 5 年度以降には、臨港パークや横浜港新本牧地区にて整備を

行う予定となっている。 

また、生物共生型港湾構造物の箇所数及び延長割合は、緩傾斜護岸と消波護岸に

ついて特に多く、次いで生物共生型護岸の順となった（図 B3-2、図 B3-3）。ただし

生物共生型港湾構造物には設計時に生物配慮をした構造物以外も含まれている点
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に留意が必要である。 

 

表 B3-1 東京湾における生物共生型港湾構造物の延長 

 追加整備 

（km） 

延長 

(km) 

平成 25年度 0 26.491 

平成 26年度 0 26.491 

平成 27年度 0.479 26.970 

平成 28年度 0.262 27.232 

平成 29年度 0 27.304 

平成 30年度 0.072 27.497 

令和元年度 0.193 27.647 

令和 2年度 0.150 27.647 

令和 3年度 0 27.647 

計 1.156 - 

 

 

図 B3-1 東京湾における生物共生型港湾構造物の延長 

 

26.491 26.491 26.491 

26.970 
27.232 27.232 27.304 

27.497 
27.647 0.479

0.262

0.072
0.193

0.15

25.800

26.000

26.200

26.400

26.600

26.800

27.000

27.200

27.400

27.600

27.800

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和３年度

生物共生型港湾構造物の新たに整備した延長

生物共生型港湾構造物の延長

（km）



（案） 

84 

 

 

図 B3-2 東京湾における生物共生型港湾構造物の箇所数割合 

 

 

図 B3-3 東京湾における生物共生型港湾構造物の延長割合 

 

■次期に向けて 

生物共生型港湾構造物の短期目標は達成に至らなかったため、次期に向けて取

組の検討が必要である。港湾構造物に限らず、海域の多くの構造物を生物共生型に

することが重要である。 

今期の追加整備は 1.156 kmに留まっており、またその中には、計画時には生物

の共生を考慮していなかったが結果として生物の生息場となっている箇所も含ま

れている。このような生物生息場として機能している緩傾斜護岸等の実態は明ら

かでないため、その把握は今後の課題である。また前述のとおり、来年度以降には

臨港パークや横浜港新本牧地区にて生物共生型護岸を新たに整備する計画があ

り、このような新規護岸の生物共生型化を積極的に図ることが重要である。特に近

年、脱炭素化の観点からブルーカーボンの活用が注目されており、護岸や防波堤等

においてもブルーカーボン生態系が形成できるような技術的検討も重要である。 
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指標名 B-4 DO（底層） 

用いたデータ 公共用水域水質測定結果の DO(底層) 

データ出典 環境省：水環境総合情報サイト 

評価期間 平成 25年度から令和 2年度 

目標値 短期（第二期期間中） 貧酸素水塊が減少傾向を示す 

長期（およそ 30年後） 夏季の底層で 2.0 mg/L(≒1.4 ml/L)以上の地点が増

加 

評価 ■結果 

表 B4-1 DO（底層）の変化傾向 

 

 

DO（底層）が上昇傾向のある地点数は、平成 30年度までは毎年 10 地点以上

存在し、低下傾向のある地点数は減少していた。しかしながら、令和元年度およ

び令和 2年度では、上昇傾向のある地点が大幅に減少し、低下傾向のある地点が

増加していた。このことから、貧酸素水塊が縮小傾向を示していると言えず、短

期目標は達成していなかった。 

 

■方法 

・ 本指標の短期目標は「貧酸素※2水塊が縮小傾向を示す」となっているが、3

次元的に広がりを持ち、かつ時々刻々と変化する貧酸素水塊の全容を把握す

るのは困難であるため、貧酸素水塊の影響が顕著な夏季だけでなく年間を通

した DO(底層)の値の長期変動の推移を評価した。 

※2 本評価では溶存酸素が 2.0 ㎎/L未満の状態を貧酸素と定義する。な

お、2021年 12月 28日付で東京湾における底層溶存酸素量に係る水域類型の

指定（以下、類型指定と略記）がなされているので、測定例を示した地点に

おいては、指定類型の基準値についても参考とした(図 B4-15 参照)。 

・ 評価には、二宮(2010)に従い、季節変動を考慮した重回帰分析を行った。

「季節変動を考慮した」とは、DO(底層)は夏季に低く冬季に高い周期的な季

年度 上昇傾向※1 変化なし 低下傾向※1

平成25年度（2013年度） 16地点 34地点  3地点

平成26年度（2014年度） 19地点 31地点  3地点

平成27年度（2015年度） 20地点 32地点  1地点

平成28年度（2016年度） 13地点 39地点  1地点

平成29年度（2017年度） 14地点 39地点  0地点

平成30年度（2018年度） 12地点 41地点  0地点

令和元年度（2019年度）  1地点 47地点  5地点

令和 2年度（2020年度）  1地点 39地点 13地点

※1　上昇傾向とは、評価年から過去10年間の重回帰分析の回帰直線の勾
　　 配が正の場合を指す。逆に下降傾向は勾配が負の場合を指す。
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節変動を示すことからこれらを「季節（月ごと）成分」とし、長期変動を

「トレンド成分（変化傾向）」として分離して重回帰分析を行うことを意味

する。 

・ データには湾内 53地点の公共用水域水質測定結果（毎月 1回）の DO(底層)

の値を使用した。 

・ 評価年から過去 10年間のデータに対して重回帰分析を実施し、変化傾向を

求めた。例えば、平成 25年度（2013年度）の場合、平成 16年度（2004年

度）から平成 25年度（2013年度）の 10年間のデータを使用した。  

 

■詳細 （以下、西暦表記で解説する。） 

（1）DO(底層)測定値の地点別時系列変化 

DO(底層)測定値の例として、類型指定・生物 1である湾央の中ノ瀬北、類型指

定・生物 2である湾奥の東京湾 03、川崎港内の鶴見川河口先、類型指定・生物 3

である東京湾 08、東京港内の St.25の 5地点に着目し、2011年度から 2020年度の

時系列変化を図 B4-1から図 B4-5に示す。各図において、実線の折れ線は測定値、

破線の折れ線は重回帰モデルによるフィッティング、実線の直線は 10年間のトレ

ンドを示す。また、有意差について p≦0.01を※※、0.01＜p≦0.05を※として示

す。 

 各地点ともに DO(底層)は夏季に低く、冬季に高い傾向を示した。 

類型指定・生物 2の東京湾 03では、2011年、2013年、2015年、2017年度以外

の夏季の最低値は 2.0 mg/L未満で貧酸素状態であり、類型指定の基準値 3.0 mg/L

も達成していなかった。重回帰分析の結果は、有意な増減傾向を示さなかった。 

類型指定・生物 3の東京湾 08では、2017年度以外のすべての年度において夏季

の最低値は 2.0 mg/L未満で貧酸素状態であり、類型指定の基準値 2.0 mg/Lも達成

していなかった。2017年度についても夏季の最低値は 2.0 mg/Lであった。重回帰

分析の結果は、有意な減少傾向であった。 

同じく類型指定・生物 3の St.25では、全ての年度において夏季の最低値は 2.0 

mg/L未満で貧酸素状態であり、類型指定の基準値 2.0 mg/Lも達成していなかっ

た。重回帰分析の結果は、有意な増減傾向を示さなかった。 

類型指定・生物 2の鶴見川河口先では、全ての年度において夏季の最低値が 2.0 

mg/L以上であり貧酸素状態ではなく、類型指定の基準値 3.0 mg/Lを達成する結果

となっていた。重回帰分析の結果は、有意な減少傾向であった。 

類型指定・生物 1の中ノ瀬北では、2013年度以外の夏季の最低値は夏季の最低

値は 2.0 mg/L以上であった。類型指定の基準値 4.0 mg/Lを達成していたのは、

2017年度と 2018年度のみであった。重回帰分析の結果は、有意な増減傾向を示さ

なかった。 

 なお、「DO（底層）の類型指定」に関しては、後述のコラムを参照されたい。 
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＜東京湾 03（千葉県）＞ 

 

 

 

＜東京湾 08（千葉県）＞ 

 

 

 

＜St.25（東京都）＞ 

 

図 B4-1  DO（底層）（mg/L）の時系列変化および重回帰分析結果（東京湾 03） 

図 B4-2  DO（底層）（mg/L）の時系列変化および重回帰分析結果（東京湾 08） 

※貧酸素 ： 2 mg/L 未満と定義する 

 

※貧酸素 ： 2 mg/L 未満と定義する 

 

※貧酸素 ： 2 mg/L 未満と定義する 
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＜鶴見川河口先（神奈川県）＞ 

 

 

 

＜中ノ瀬北（神奈川県）＞ 

 

 

 

 

（2）DO(底層)変化傾向の空間分布 

2013年度から 2020年度までの地点別の DO(底層)の重回帰分析で得られた傾きを

図 B4-6から図 B4-13にバブルチャートで示す。なお、図で示す傾きは、有意水準

が 5％以下のものである。 

 2013年度は、千葉港内の 4地点（東京湾 02、東京湾 09、東京湾 10、東京湾 12）、

木更津港内の 4地点（東京湾 15-18）、横浜港内の 3地点（横浜港内、磯子沖、平潟

湾内）、その他、東京湾 08、東京湾 13、東京湾 15、第三海堡東で DO(底層)が上昇し

ていたが、千葉港内の 1地点（千葉 2）、東京港内の 1地点（St.5）、川崎港内の 1地

点（京浜運河千鳥町）で DO(底層)が低下していた。 

2014年度は、千葉港内および船橋 1、船橋 2を除く湾奥から東側沿岸の多地点に

図 B4-3  DO（底層）（mg/L）の時系列変化および重回帰分析結果（St.25） 

図 B4-4  DO（底層）（mg/L）の時系列変化および重回帰分析結果（鶴見川河口先） 

図 B4-5 DO（底層）（mg/）の時系列変化および重回帰分析結果（中ノ瀬北） 

※貧酸素 ： 2 mg/L 未満と定義する 

※貧酸素 ： 2 mg/L 未満と定義する 
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おいて DO(底層)が上昇傾向を示していた。一方、西側では、横浜港内の 2地点（本

牧沖、磯子沖）のみが上昇し、東京港内の 1地点（St.5）、川崎港内の 1地点（京浜

運河千鳥町）、横須賀港内の 1地点（大津湾）で低下傾向を示していた。 

2015年度は、2014年度と比較し地点数は減少したものの、千葉港内、船橋 1、船

橋 2を除く湾奥から東側沿岸の複数の地点において DO(底層)が上昇傾向を示した。

西側では、2014年度と比較し上昇地点数が増加し、東京港内の 2地点（St.5、St.25）、

川崎港内の 1地点（東扇島防波堤西）、横浜港内の 2地点（本牧沖、磯子沖）で上昇

していた。低下地点は川崎港内の 1地点（京浜運河千鳥町）のみであった。 

2016年度は、これまでとは傾向が変わり、湾奥での低下地点は減り、東京港内お

よび千葉港内に上昇地点が現れた。また、湾央の東京湾 14 が低下地点となってい

た。 

2017年度は、2016年度と類似した空間分布であった。 

2018年度は、2016年度と 2017年度と類似した空間分布であった。 

2019年度は、千葉港内の 3地点（東京湾 02、東京湾 04、東京湾 07）、横須賀港内

の 1地点（夏島沖）、その他、東京湾 01において DO（底層）の低下傾向を示した。

第三海堡東 1地点では上昇傾向を示した。 

2020年度では、千葉港内の 1地点（東京湾 7）や川崎港内の 1地点（京浜運河千

鳥町）、その他、東京湾 8等 13地点において DO（底層）が低下傾向を示した。第三

海堡東 1地点のみにおいては上昇傾向を示した。 

2013 年度から 2016 年度では、千葉港内や東京港内、川崎港内、木更津港内で低

下傾向を示した地点が見られたが、2019 年度および 2020 年度は千葉港内や湾奥部

で低下傾向を示した。 
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図 B4-6 DO（底層）の上昇・低下地点の空間分布（2013年度：2004年度～2013年度） 



（案） 

91 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図 B4-7 DO（底層）の上昇・低下地点の空間分布（2014年度：2005年度～2014年度） 
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図 B4-8 DO（底層）の上昇・低下地点の空間分布（2015年度：2006年度～2015年度） 
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図 B4-9 DO（底層）の上昇・低下地点の空間分布（2016年度：2007年度～2016年度） 



（案） 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 B4-10 DO（底層）の上昇・低下地点の空間分布（2017年度：2008年度～2017年度） 
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図 B4-11 DO（底層）の上昇・低下地点の空間分布（2018年度：2009年度～2018年度） 
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図 B4-12 DO（底層）の上昇・低下地点の空間分布（2019年度：2010年度～2019年度） 
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図 B4-13 DO（底層）の上昇・低下地点の空間分布（2020年度：2011年度～2020年度） 
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（3）DO(底層)変化傾向 

継続して DO(底層)の観測を行っている東京湾内の 53地点について、有意な上昇

傾向のある地点数、有意な低下傾向のある地点数及び変化がなかった（有意な増減

傾向がなかった）地点数の推移を図 B4-14に示す。上昇傾向のある地点数は 2013

年度から 2015年度まで増えていたが、2016年度に一旦減少し、2017年度は再び上

昇したものの 2018年度は再び減少し、2019年度には大きく減少した。一方で、有

意な低下傾向のある地点数は 2014年度から徐々に減少し、2017年度および 2018

年度では 0地点であり、DO(底層)の改善の兆しが見られていたが、2019年度、

2020年度では低下傾向のある地点数は増加に転じた。また、貧酸素水塊のボリュ

ーム（層の厚み）は、その湧昇により発生する青潮の発生回数と関連があると考え

られる。事実、青潮の発生回数を整理した指標 B-8によると、当該年度の青潮発生

回数は 2回および 1回であり、2つの指標の関連性が示唆される。この DO（底層）

が低下傾向を示す地点の増加が一時的なものであるかについては、今後の動向を注

視する必要がある。 

なお、1981年 4月から 2020年 3月にかけて約 35年間の公共用水域水質測定結果

を整理した高尾ら（2021）の整理によると、DO（底層）の年最低値は、湾奥部や湾

東部で長期的に上昇傾向、東京港から湾西部にかけての東京湾西部で長期的に低下

傾向を示している。低下傾向を示した東京湾西部でも 2010年以降の上昇が示されて

いる。 

 

 

図 B4-14 東京湾内 53地点の DO(底層)の変化傾向 
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（4）まとめ 

東京湾内 53地点において、DO（底層）が上昇傾向を示す地点は 2018年度までは

毎年 10地点以上存在し、DO(底層)が低下傾向を示す地点は減少していた。しかしな

がら、2019年度および 2020年度は DO（底層）の低下傾向を示す地点が増加してい

た。 

2019年度以降の DO（底層）の低下傾向が一過性のものであるかどうかは今後も

注視する必要があるが、DO（底層）の増減傾向を評価した本解析の結果からは、短

期目標「貧酸素水塊が縮小傾向を示す」は達成していないと考えられる。 

なお、DO（底層）については、東京湾環境一斉調査による年 1回のモニタリング、

が平成 20年度から行われており、毎年、湾央から湾奥に広がる貧酸素水塊が確認さ

れ、今回の評価と矛盾しない結果が得られている。 

 

 

■次期に向けて 

東京湾再生のための行動計画（第二期）の新たな指標に関する提案解説書で示さ

れた課題「貧酸素水塊の動態メカニズムに関する大規模調査の必要性」「東京湾の海

底の堆積する多量の富栄養化した底泥を改善するための長期に渡って改善策を講じ

ることができるスキーム作りや費用対効果の検討」については、第二期では対応で

きておらず、第三期に向けても引き続き重要な課題である。 

他方で、第二期においても貧酸素水塊の縮小に向けた様々な取り組みが実施され

ている。例えば、底層溶存酸素量の水域類型の指定を始めとして、下水の高度処理

の推進や合流式下水の排水口の移設、小規模ではあるものの干潟造成、浚渫土砂や

陸上発生土を利用した深掘跡の埋め戻し、お台場海域での大規模な覆砂などが挙げ

られる。 

効率的な貧酸素水塊の改善には、これら個々の取組みにおける貧酸素水塊改善の

メカニズムを適切に理解し整理することや、システム全体としての相互関係を理解

し効果的な施策の実施を検討していくことが重要である。また、近年においては、

気候変動に伴う水温上昇や豪雨などによる影響も考慮する必要が高まりつつあり、

第三期の 10年間を検討する上で避けては通れない要素といえる。一方で、気候変動

の影響を踏まえても、貧酸素水塊に対する基本的な対策は変わらず、流入負荷を減

らして一次生産を抑えること、生物を増やして物質循環を促すこと、底質を改善す

ることが引き続き必要である。またこれらの対策は、赤潮、COD、透明度とも密接に

リンクしており、貧酸素水塊だけでなく総合的に水質を改善するためには上記の対

策をどのように事業として実施すれば効果的であるかを検討することが第三期にお

いて重要な課題となる。 

加えて、今回用いた公共用水域水質測定の DO(底層)は、海底上 0.5〜1.0 mの水

深で行われた測定結果であり、貧酸素水塊の全容を捉えることは困難である。ま

た、今回の評価方法では DOの値が上昇するだけで短期目標の達成と評価され、年

間通して 2.0 mg/Lを超えるような測定地点の上昇結果も反映されるため、目標の

達成度が過剰に評価された可能性も否定できない。さらに、底上 0.5〜1.0 mの DO

は、底生生物が生息する層の DOとどこまで相関があるのかについては今後も検討

が必要である。 
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また、本項目では、通年の DOデータのトレンド分析により評価をおこなった

が、DOは水温や塩分に依存するため、水温や塩分の変化が DOに影響している可能

性も考えられる。そのため、評価にあたっては、夏季データのみのトレンド解析の

追加についても検討する必要がある。例えば、先に引用した高尾ら（2021）では、

試行的に年最低値の変化傾向を整理することで、10年毎に悪化、停滞、改善の傾

向が見られることを指摘し、エリアごとのトレンド（湾奥・東岸で改善、東京港か

ら西岸で悪化）を示している。 

加えて、東京湾の DO（底層）については、2021年（令和 3年）に類型指定がさ

れたことから、今回は貧酸素水塊の評価（2.0 mg/L未満）を基調に、参考として

測定例を示した地点において、指定類型毎の基準値との比較を行ったが、今後は新

しい指定類型の区域ごとの基準値に基づいた DO（底層）の評価を実施する必要が

ある。 

なお、DO（底層）の評価方法は、2021年（令和 3年）7月 30日付の中央環境審議

会による「底層溶存酸素量に関する環境基準の水域類型の指定について（答申）」で

詳細に示されており、次期行動計画の評価時には、上記答申を踏まえた評価を基本

とすべきである。 

 

[参考文献]  

・環境省,『水環境総合情報サイト』,（https://water-pub.env.go.jp/water-

pub/mizu-site/）, (参照 2019-5-23） 

・東京湾再生官民連携フォーラム(2014) ．東京湾再生のための行動計画（第二期）

の新たな指標に関する提案解説書, pp.37-40 

・二宮ほか（2010）．東京湾西部海域における表層水温のトレンド-ダミー変数を用

いた重回帰分析による推定-,横浜市環境科学研究所所報第 34号, pp.46-51 

・安藤ら（2018）．東京湾における DO(底層)の近年の変化について、第 49回海洋学

会要旨集 

・高尾ら（2021）．公開されている環境データによる東京湾の長期水質変化の抽出と

施策検討への活用，日本沿岸域学会研究討論会 2021講演概要集，No.33(4-4), pp.1-
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■コラム（東京湾再生官民連携フォーラム指標活用 PT）  

DO（底層）の類型指定について 

環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境

基準（以下、生活環境項目）は昭和 46 年に設定され、底層溶存酸素量については、

「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて（答申）」（平成

27年 12月中央環境審議会。以下「平成 27年答申」という。）を受け、平成 28年 3月

に生活環境項目に位置付けられた。 

平成 27 年答申で示された底層溶存酸素量に関する類型指定の方向性並びに監視及

び評価方法に関する基本的な事項に基づき、令和 3 年 12 月に全国初となる底層溶存

酸素量における類型指定が東京湾および琵琶湖において実施された。 

底層溶存酸素量は、魚介類等の生息や藻場等、底層を利用する生物の生息・再生産

に直接的に影響を与え、同時に水域の特徴（生息生物や流れ、海水交換など）に左右
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される。そのため、底層溶存酸素の類型指定は、保全対象種の観点および水域の特徴

の観点から検討がなされた。前者については、保全対象種としてマアナゴ、シロギス、

ハゼなど 12 種が抽出され、種別の貧酸素耐性と生息域・再生産の場の重ね合わせに

よる目標値の設定がなされ、後者については、東京湾内海域の地形（埋立の有無や地

形の閉鎖性・通水性）や水深、過去（昭和 30年代前半）の底層溶存酸素量の観測結果

を踏まえ検討された。 

その結果、東京湾内の底層溶存酸素量に係る水域類型として、一帯の水域として保

全する水域は『生物 1』（基準となる DO（底層）：4.0 ㎎/L以上）、過去に 3.0 mg/L未

満の貧酸素化が発生していた水域は『生物 2』（基準となる DO（底層）：3.0 ㎎/L 以

上）、東京港、千葉港、木更津港及び過去に 2.0 mg/L未満の貧酸素化が発生していた

水域は『生物 3』（基準となる DO（底層）：2.0 ㎎/L 以上）の 3 つに分類された（図

B4-15）。底層溶存酸素量についての基準・類型は、生物の生息環境という視点から検

討された点において非常に画期的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 B4-15 東京湾における類型指定の状況（左図：平成 17年に指定された

COD等の類型指定※1、右図：令和 3年に指定された DO（底層）の類型指定※2） 

 

※1：出典：環境省 水質環境基準の類型指定状況（平成 17年 3月） 

※2：出典：環境省 報道発表資料（琵琶湖・東京湾における底層溶存酸素量に係る 

水質環境基準の水域類型の指定について） 
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指標名 B-5 硫化物濃度（底質） 

用いたデータ 底質の全硫化物濃度（夏季（7月-9月） 

データ出典 九都県市首脳会議環境問題対策委員会水質改善専門部会：東京湾の底質調査結果 

評価期間 平成 25年度から令和 2年度 

目標値 短期（第二期期間中） 検出される場所の減少 

長期（およそ 30年後） 検出されない 

評価 
■結果 

 

■方法 

・ 本指標の本来の対象である底層水の硫化物濃度は研究目的で測定されたデータが

限定的に存在するのみであることから、本項目では自治体等で広く観測が実施さ

れている底質の全硫化物濃度を代替指標として用いて評価を実施した。 

・ 九都県市首脳会議環境問題対策委員会水質改善専門部会の「東京湾の底質調査結

果」の平成 25～令和 2年度において 7月から 9月（夏季）のいずれかの月に調査

が行われた 43地点のデータを用いた。 

・ 千葉県と神奈川県の調査地点は公共用水域水質調査の観測点と同じであるが、東

京都は公共用水域調査に補足地点が加わっている。 

・ 43 地点について、夏季の底質の全硫化物濃度が 0.2 mg/g 乾泥以上となった地点

の割合を求めた。 

・ ここで、検出の判断基準は、水産用水基準（2018年版）において底生生物の生息

に影響を与えるとされている基準値（0.2 mg/g乾泥以上）を参考とした。 

 

表 B5-1夏季（7月-9月）における底質の全硫化物濃度が 0.2 mg/g乾泥以上となった地

点の割合 

平成 25年度（2013年度） 56％ 

平成 26年度（2014年度） 70％ 

平成 27年度（2015年度） 74％ 

平成 28年度（2016年度） 70％ 

平成 29年度（2017年度） 76％ 

平成 30年度（2018年度） 52％ 

令和元年度（2019年度） 72％ 

令和 2年度（2020年度） 76％ 

 

底層水の硫化物濃度は実際には測定されていないため、その代替指標として底

質の全硫化物濃度を用いた。底質の全硫化物濃度が 0.2 mg/g乾泥以上となった

地点の割合は減少傾向を示しておらず、現時点では短期目標は達成されていなか

った。 
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■詳細 

（1）底質の全硫化物濃度空間分布 

 平成 25～令和 2年度の夏季に調査が行われた 43地点の底質の全硫化物濃度観測結

果を表 B5-1に、全硫化物濃度の 8年間の平均値について緯度経度の明らかな 32地点

の空間分布を図 B5-1に示す。 

43 地点の内、複数回観測が実施されている地点で、8年間を通じて 0.2 mg/g 乾泥

未満の地点は、東京湾 18(富津航路)、St.31(多摩川河口)、森ケ崎の鼻、多摩川河口

干潟、富岡沖の 5地点で、浅場、干潟の形状をなす地点であった。その他の地点では

0.2 mg/g乾泥以上観測された年があり、湾の中央部から北西側の地点では 1.0 mg/g

乾泥を超える値が観測された。特に、St.25(羽田沖)、St.35(多摩川河口沖)、St.5(船

の科学館前)といった地点では毎年 1.0 mg/g乾泥を超える値が観測された。 

全硫化物濃度の平均値の空間分布より、東京湾 3(京葉港沿岸)、東京湾 18(富津航

路)、磯子沖といった沿岸の地点では値が比較的低く、扇島沖、東扇島沖、広域 26と

いった水深の深い地点では高い値を示した。 

水産用水基準によると、全硫化物濃度が 0.2 mg/g乾泥から 1 mg/g乾泥までが汚染

の始まりかかった泥、それ以上が汚染泥とされている。したがって、硫化物の観点か

ら評価すると、東京湾の広域における底質は、依然として汚染の始まりかかった泥、

もしくは汚染泥であり、今後においても注視が必要である。 
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表 B5-2 全硫化物濃度観測結果(43地点)単位：mg/g乾泥 

番号 地点名 経度 緯度 
平成 令和 平均 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 

1 東京湾 1(浦安沿岸) 139.89778 35.61056 0.59 0.89 0.41 0.27 0.41 0.13 0.56 0.40 0.46  

2 東京湾 3(京葉港沿岸) 139.99028 35.64583 0.06 0.38 0.19 0.08 0.22 0.14 0.12 0.13 0.17  

3 東京湾 5(稲毛沿岸) 140.06111 35.60528 0.21 0.60 0.19 0.43 0.31 0.07 0.59 0.38 0.35  

4 東京湾 8(湾中央) 139.91000 35.55056 0.91 0.91 0.87 0.26 0.31 0.16 1.05 1.37 0.73  

5 東京湾 9(五井沖) 140.02000 35.53694 0.79 0.35 0.45 0.47 0.71 0.18 0.82 0.87 0.58  

6 東京湾 18(富津航路) 139.79944 35.34361 NA NA NA NA 0.08 0.06 0.13 0.02 0.07  

7 St.8(荒川河口沖) 139.84619 35.61408 0.92 0.68 0.59 0.93 1.1 0.91 0.70 0.36 0.77  

8 St.22(三枚洲沖) 139.88897 35.58047 0.88 0.67 0.99 1.04 1.0 0.94 1.27 0.94 0.97  

9 St.25(羽田沖) 139.82119 35.55992 1.96 1.20 2.19 2.32 2.3 1.72 1.32 1.63 1.83  

10 St.35(多摩川河口沖) 139.84619 35.50853 1.58 1.03 1.62 1.70 1.5 1.57 1.61 1.25 1.48  

11 St.5(船の科学館前) 139.76758 35.61658 1.19 1.50 1.40 1.22 1.5 0.65 2.14 1.46 1.38  

12 St.6(中央防波堤内側) 139.80064 35.61408 0.42 0.33 0.79 1.67 0.50 0.62 0.55 0.40 0.66  

13 St.11(大井埠頭前) 139.77814 35.59686 1.89 0.41 0.90 0.65 0.98 0.31 1.53 1.62 1.04  

14 St.23(京浜島東) 139.78258 35.57269 0.40 0.58 0.43 0.39 0.49 0.40 0.20 0.35 0.41  

15 St.31(多摩川河口) 139.78694 35.53806 0.05 0.06 0.03 0.08 0.07 0.04 0.04 0.01 0.05  

16 三枚洲 139.87278 35.62222 0.06 0.06 2.23 0.04 0.04 0.03 0.05 0.50 0.38  

17 No.12（両国橋）     2.01 NA NA NA NA NA NA NA 2.01  

18 葛西人工渚     0.02 NA NA NA NA NA NA NA 0.02  

19 お台場海浜公園     0.02 NA NA NA NA NA NA NA 0.02  

20 城南大橋     0.02 NA NA NA NA NA NA NA 0.02  

21 森ケ崎の鼻 139.76194 35.56667 0.03 0.08 0.04 0.04 0.06 0.02 0.03 0.03 0.04  

22 広域 26 139.85278 35.46750 1.85 0.70 0.80 1.00 0.78 0.65 0.66 0.50 0.87  

23 大井埠頭海浜公園     0.08 NA NA NA NA NA NA NA 0.08  

24 羽田沖浅場     0.02 NA NA NA NA NA NA NA 0.02  

25 中央防波堤外側浅場     1.74 NA NA NA NA NA NA NA 1.74  

26 多摩川河口干潟 139.75556 35.55417 0.08 0.04 0.09 0.12 0.15 0.14 0.08 0.05 0.09  

27 芝浦アイランド前     4.38 NA NA NA NA NA NA NA 4.38  

28 豊洲ミニ磯場     1.51 NA NA NA NA NA NA NA 1.51  

29 有明北ミニ磯場     1.33 NA NA NA NA NA NA NA 1.33  

30 St.10(江戸川河口)     0.49 NA NA NA NA NA NA NA 0.49  

31 京浜運河千鳥町 139.75333 35.50444 1.44 NA NA 1.60 NA NA 1.77 NA 1.60  

32 京浜運河扇町 139.72111 35.49194 NA NA 1.06 NA NA 0.59 NA NA 0.83  

33 東扇島防波堤西 139.74583 35.47917 NA 0.25 NA NA 0.24 NA NA 0.23 0.24  

34 浮島沖 139.80833 35.50444 NA 1.10 NA NA 0.95 NA NA 1.02 1.02  

35 東扇島沖 139.79556 35.48389 1.13 NA NA 1.35 NA NA 1.23 NA 1.24  

36 扇島沖 139.74806 35.46083 NA NA 1.55 NA NA 0.97 NA NA 1.26  

37 鶴見川河口先 139.68528 35.47611 0.11 0.36 0.12 0.10 0.73 0.16 0.29 NA 0.27  

38 横浜港内 139.64694 35.46028 0.69 0.93 0.83 1.03 NA 1.80 NA 0.75 1.01  

39 磯子沖 139.64778 35.39444 0.12 0.20 0.29 0.21 NA 0.06 NA 0.05 0.16  

40 平潟湾内 139.62667 35.32972 0.90 0.83 0.85 0.89 0.67 NA 0.62 NA 0.79  

41 富岡沖 139.67333 35.37000 0.03 0.02 0.02 0.05 0.01 NA 0.02 NA 0.03  

42 本牧沖 139.69500 35.41917 1.37 1.24 0.79 0.80 0.55 NA 0.78 0.80 0.90  

43 平潟湾沖 139.65833 35.33833 0.18 0.26 0.24 0.45 NA 0.32 NA 0.28 0.29  
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図 B5-1調査地点の空間分布(32地点) 

 

（2）0.2 mg/g乾泥以上の地点の割合 

 調査年度ごとに調査点が異なるため、底質の全硫化物濃度が 0.2 mg/g 乾泥以上に

なった地点数および調査地点数に対する底質の全硫化物濃度が 0.2 mg/g 乾泥以上に

なった地点数の割合を図 B5-2に示す。 

 底質の全硫化物濃度が 0.2 mg/g乾泥以上になった地点数は 13から 24地点で、割

合は 52％から 76％の高い値で横ばいであった。 

このように底質の硫化物濃度の検出地点数は高い割合を維持していたことから、短

期目標は達成されていなかった。なお、底質の全硫化物濃度は航路浚渫等の影響を受

けるため、本評価は代替指標による評価であることに注意が必要である。 
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図 B5-2 底質の全硫化物濃度が 0.2 mg/g乾泥以上になった地点数とその割合 

 

 

■次期に向けて 

底層の硫化物濃度は、底層の DO濃度とともに、底生生物の生育に大きく影響し、

無酸素から貧酸素の状態の生育環境として悪化した底層で検出される。 

他方、有機汚染が進んだ水域では、硫化水素や硫化物イオンの形で存在している硫

化物が底層水に移行し、底層水中の溶存酸素を更に消費させ、水域によっては青潮発

生の原因となっていることが指摘されている。このように、硫化物イオンは溶存酸素

が存在する場合、反応して硫黄、硫酸イオンに酸化されるため、硫化物濃度は溶存酸

素量に応じて変化しやすく、データの解釈には困難が伴う。また、硫化物は死滅した

植物プランクトンが貧酸素状態で硫酸還元菌に分解される際に海水中に豊富に含ま

れる硫酸イオンが還元された結果生成される産物であり、水質の改善への応答性は遅

いため、短期的に評価を行うことは難しい。 

底層の硫化物は底生生物の生息環境並びに水質の評価に重要な指標であることか

ら、定期的な調査、データの収集を行い長期的な視点で改善対策を図ることが求めら

れる。なお、データの収集にあたっては、センサーの導入等により底層水の硫化物濃

度をモニタリングできる体制の構築が期待される。 

 

[参考文献] 

・九都県市首脳会議, 東京湾の底質調査結果（平成 25年度～令和 2年度）,http://w

ww.tokenshi-kankyo.jp/water/survey1.html,（参照 2022-7-1） 

・日本水産資源保護協会（2018）， 水産用水基準 2018年版 

・東京湾再生官民連携フォーラム（2014）， 東京湾再生のための行動計画（第二期）

の新たな指標に関する提案解説書，p.41-43 
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指標名 B-6 底生生物の生息環境 

用いたデータ 東京湾における底生生物等による環境保全度評価結果   

データ出典 九都県市首脳会議環境問題対策委員会水質改善専門部会：東京湾の底質調査結果 

評価期間 平成 25年度から令和 2年度 

目標値 短期（第二期期間中） 環境保全度が向上の傾向を示す 

長期（およそ 30年後） 内湾：環境保全度Ⅰ以上 

干潟・浅場：環境保全度Ⅲ以上 

評価 ■結果 

明確な向上傾向はみられず、短期目標の達成には至らなかった。しかし、平成

17 年度以降の長期変動では、干潟部および浅海部の環境保全度は向上の傾向を

示していた。 

 

■方法 

‧ 「底生生物の生息環境」の評価については、「東京湾における底生生物調査指針

及び底生生物等による底質評価方法（七都県市首脳会議環境問題対策委員会水

質改善専門部会）」に基づく評価結果を使用した。 

‧ 具体的な評価方法及び評価区分を表 B6-1、2（九都県市首脳会議環境問題対策

委員会水質改善専門部会（2014）より作成）に示す。調査地点及び調査日毎に、

①底生生物の出現種類数、②出現種類数に占める甲殻類の比率、③底質の強熱

減量、④底生生物の優占種について表 B6-1に示す方法でそれぞれ採点し環境保

全度評価点数を求めた。 

‧ 環境保全度評価点数を表 B6-2に示す評価区分に従って区分し、各調査地点の環

境保全度を評価した。 

 

表 B6-1 東京湾における底質環境評価方法 

 
※1：全体の出現種数が 4種以下の場合は、比率にかかわらず評点は 1とする。 
※2：全体の出現種数が 2種以下の場合は、ランク Cとする。 
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表 B6-2 底質環境評価区分 

 

 

■詳細 

（1）環境保全度の空間分布 

平成 25年度～令和 2年度における環境保全度の空間分布を図 B6-1～図 B6-8に示

す。ほぼすべての年度で夏季（7-9 月）の環境保全度は夏季以外と比べて低い値を

示した。令和 2年度は、一部の地点で夏季に対して夏季以外でより低い環境保全度

を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 B6-1 平成 25年度における環境保全度の空間分布 

 

 

 

 

 

（a）平成 25年度 

夏季 

（b）平成 25年度 

夏季以外 
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図 B6-2 平成 26年度における環境保全度の空間分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 B6-3 平成 27年度における環境保全度の空間分布 

 

 

 

（e）平成 27年度 

夏季 

（f）平成 27年度 

夏季以外 

（d）平成 26年度 

夏季以外 

(c）平成 26年度  

夏季 
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図 B6-4 平成 28年度における環境保全度の空間分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 B6-5 平成 29年度における環境保全度の空間分布 

 

 

（h）平成 28年度 

夏季以外 

（g）平成 28年度 

    夏季 

（j）平成 29年度 

夏季以外 

（i）平成 29年度 

夏季 
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図 B6-6 平成 30年度における環境保全度の空間分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 B6-7 令和元年度における環境保全度の空間分布 

 

 

 

（k）平成 30年度 

夏季 

（l）平成 30年度 

夏季以外 

（m）令和元年度 

夏季 

（n）令和元年度 

夏季以外 
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図 B6-8 令和 2年度における環境保全度の空間分布 

 

 

（2）環境保全度評価点数の経年変化   

底質環境の環境保全度評価点数の経年変化を海域区分別に評価した。海域区分は

沖合部、港湾エリア、浅海域、干潟の 4区分とした。海域区分方法を表 B6-3、地点

ごとの海域区分を表 B6-4 に示す。環境保全度評価点数は夏季および夏季以外で示

した。 

 

表 B6-3 海域区分方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（o）令和 2年度 

夏季 

（p）令和 2年度 

夏季以外 

沖合部 港湾エリア 浅海域 干潟

沖合にあり、水深

が7ｍ以深、河川

水の影響が少ない

港湾内にあり、河

川水の影響有り 干出しない 干出する

泥質 砂質
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表 B6-4 地点ごとの海域区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 第二期期間（平成 25年度～令和 2年度） 

平成 25 年度～令和 2年度における底質環境の環境保全度評価点数の経年変化を

海域区分別に図 B6-9に示す。 

 沖合部では、夏季の評価点数は 4.6～6.9で推移しており、平成 27年度から令和

2 年度にかけて緩やかに低下しており、明らかな向上傾向はみられなかった。夏季

以外の評価点数は 4.8～7.8 で上昇と低下を繰り返しており、明らかな向上傾向は

みられなかった。 

港湾エリアでは、夏季の評価点数は 3.5～7.6で推移しており、平成 27年度から

平成 29年度にかけて低下後、平成 30年度に上昇したが、令和元年度に再び低下し

た。明らかな向上傾向はみられなかった。夏季以外の評価点数は 4.5～8.6で推移し

ており、平成 27年度から平成 30年度まで上昇と低下を繰り返しており、平成 30年

度から令和 2年度にかけては低下した。明らかな向上傾向はみられなかった。 

浅海域では、夏季の評価点数は 5.5～9.2で推移しており、平成 27年度から平成

29年度にかけて上昇後、令和 2年度にかけて低下したことから、明らかな向上傾向

はみられなかった。夏季以外についても、評価点数は 7.5～10.8で推移しており、

平成 27 年度から令和 2 年度まで上昇と低下を繰り返したため、明らかな向上傾向

はみられなかった。 

干潟では、夏季の評価点数は 8.5～11.5 で推移しており、平成 27 年度から平成

29 年度にかけて低下後、平成 30 年度に上昇し、明らかな向上傾向はみられなかっ

た。夏季以外についても、評価点数は 7.5～11.5で推移し、平成 27年度から平成 29

年度にかけて低下後、平成 30年度に上昇したことから、明らかな向上傾向はみられ

なかった。 

 

 

 

 

沖合部 港湾エリア 浅海域 干潟

稲毛沿岸 浦安沿岸

湾中央 京葉港沿岸

五井沖 富津航路

広域26 St.25 三枚州 森ヶ崎の鼻

Sｔ.6 St.31 多摩川河口干潟

東扇島沖 京浜運河千鳥町

浮島沖 東扇島防波堤西

扇島沖 京浜運河扇町

本牧沖 横浜港内

平潟湾沖 磯子沖

富岡沖 鶴見川河口先

平潟湾内

－千葉県

東京都

神奈川県 －－

－
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図 B6-9 各海域における平成 27年度～令和 2年度の環境保全度評価点数の推移 

 

 

２） 長期期間（平成 17年度から令和 2年度） 

平成 17 年度～令和 2 年度における底質環境の環境保全度評価点数の経年変化を

海域区分別に図 B6-10に示す。 

沖合部では、夏季の評価点数は 2.6～6.1で推移しており、平成 18年度に低下し

た後、平成 21年度にかけて上昇、平成 26年度にかけて再び低下し、平成 27年度に

再度上昇した後は、令和 2年度にかけて緩やかに低下しており、明らかな向上傾向

はみられなかった。夏季以外の評価点数は 4.6～7.3で推移しており、上昇と低下を

繰り返し、明らかな向上傾向は示さなかった。 

港湾エリアにおいても、夏季の評価点数は 2.8～7.6で推移しており、平成 18年

度に低下した後、平成 20年度にかけて上昇、平成 22年度にかけて再び低下した後、

平成 28 年度にかけて緩やかに上昇、平成 29 年度に再び低下後、平成 30 年度に再

び上昇、令和元年度に低下した。ここでも明らかな向上傾向はみられなかった。夏

季以外の評価点数は 4.5～8.6 で推移しており、1～2 年ごとに上昇と低下を繰り返

しており、明らかな向上傾向はみられなかった。 

浅海域では、夏季の評価点数は 4.5～9.2 で推移しており、平成 19 年度にかけて

低下した後、平成 20年度に上昇後、平成 21年度に低下、平成 26年度にかけて上昇

した後、平成 27年度に再び低下、その後平成 29年度にかけて再び上昇した後、令

和 2年度にかけて再び低下した。全体的には向上傾向にあった。夏季以外の評価点

数は 7.3～10.8で推移しており、平成 19年度までは緩やかに上昇、平成 21年度に

(沖合部) (港湾エリア) 

(浅海域) (干潟) 
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かけて低下後、平成 24 年度にかけて上昇、その後令和 2 年度まで 1 年ごとに上昇

と低下を繰り返しており、全体的には緩やかな向上傾向であった。 

干潟では、夏季の評価点数は 7.0～12.0で推移しており、平成 18年度から平成

20年度にかけて評価点数 12.0から 7.0に大きく低下した後、平成 22年度から平成

25年度にかけて上昇、その後平成 29年度にかけて再び低下した後、平成 30年度に

再び上昇した。明らかな向上傾向はみられなかった。夏季以外の評価点数は 7.0～

12.0 で推移しており、平成 17 年度から平成 24 年度にかけて上昇した後、平成 25

年度に低下後、平成 27年度にかけて再び上昇、その後平成 29年度にかけて低下し

た後、平成 30年度に再び上昇したことから全体的には向上傾向であったといえる。 

以上から、長期期間でみると浅海域や干潟の環境保全度に向上傾向がみられた。

しかしながら、環境保全度はいずれの区分についても上昇と低下を繰り返しており、

かつ沖合部、港湾エリア、浅海域については令和 2年度に環境保全度が低下してい

るため、今後も動向を注視する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 B6-10 各海域における平成 17年度～令和 2年度の環境保全度評価点数の推移 

 

 

■次期に向けて 

浅海域および干潟においては、環境保全度の経年変化より底生生物の生息環境は

過去 10年で緩やかではあるが向上傾向にあった。しかしながら、沖合部および港湾

エリアの環境保全度は上昇と低下を繰り返しており、明確な向上傾向は見られなか

った。また、浅海域および干潟においても令和 2年度には環境保全度の低下が見ら

れている。したがって、底生生物の生息環境については、今後も継続して流入負荷

(沖合部) (港湾エリア) 

(浅海域) (干潟) 
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の対策や深掘り跡の埋め戻し、港湾エリアの浚渫や覆砂による底質の改善等の取組

を行いつつ、それらの実績のフォローとともに底生生物の生息環境の状況を注視し

ていく必要がある。 

 

 

[参考文献]  

・七都県市首脳会議環境問題対策委員会水質改善専門部会（1999），東京湾における

底生生物調査指針及び底生生物による底質評価方法 

・九都県市首脳会議：東京湾の底質調査結果（平成 29年度）,http://www.tokensh

i-kankyo.jp/water/survey1.html,（参照 2019-7-1） 

・東京湾再生官民連携フォーラム（2014）， 東京湾再生のための行動計画（第二期）

の新たな指標に関する提案解説書，p.44-47 
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指標名 B-7 江戸前の地魚・魚介類の販売箇所数, イベント数 

用いたデータ 江戸前の地魚・魚介類の販売箇所数・イベント数 

データ出典 東京湾再生官民連携フォーラム会員へのヒアリング 

漁業関係者へのヒアリング 

評価期間 平成 27年度から令和 3年度 

目標値 短期（第二期期間中） 増加傾向を示す 

長期（およそ 30年後） 活動の継続 

評価 ■結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査方法 

・ 東京湾再生官民連携フォーラム会員へのアンケート調査を実施した。 

・ 漁業関係者へのヒアリングを実施した。 

・ 道の駅や海の駅での販売実績を WEB検索した。 

・ ここで江戸前とは、東京湾の自生種で漁獲対象となっている生物全般とした（東

京湾再生官民連携フォーラム, 2014）。 

 

■詳細 

江戸前の地魚・魚介類の販売箇所の内訳を表 B7-2に示す。また、販売箇所数およ

びイベントの開催数の経年変化を図 B7-1に示す。加えて、販売所やイベント開催場

所を図 B7-2に示す。江戸前の地魚・魚介類の販売箇所は、漁業協同組合の常設店舗

の他、海の駅や道の駅での販売もみられた。 

新型コロナウイルス感染拡大前の 2019 年度までを見ると、販売箇所数およびイ

ベントの開催数共に 2019年度に減少していたものの概ね増加傾向を示していた。 

新型コロナウイルス感染症拡大以降においては、販売箇所数は若干減少したもの

表 B7-1 江戸前の地魚・魚介類の販売箇所数およびイベント数 

 販売箇所数 イベント数（件） 

平成 27年度（2015年度） 17 60 

平成 28年度（2016年度） 19 53 

平成 29年度（2017年度） 23 58 

平成 30年度（2018年度） 35 65 

令和元年度（2019年度） 29 61 

令和 2年度（2020年度） 27 34 

令和 3年度（2021年度） 26 14 

 

江戸前の地魚・魚介類の販売箇所数・イベント数ともに新型コロナウイル

ス感染症の影響がない令和元年までは概ね増加しており、短期目標を達成し

ていた。 
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の、横ばいを維持していた。しかし、イベント開催数は、大きく減少し 2021年度の

時点は回復の傾向は見られなかった。漁業協同組合の常設店舗も休業中との回答が

多かったが、潮干狩りについては感染対策を講じながら継続して行われていた（ア

ンケート調査より）。2021 年度は深浦わかめまつりの開催報告がアンケートにより

得られ、江戸前産品として、わかめ、マダコ、アナゴ、タコ飯等が販売され、400人

の来場者があった。また、新型コロナウイルス感染症対策についても来場者は慣れ

ている様子との回答があった。 

 

表 B7-1 江戸前の地魚・魚介類の販売箇所数およびイベントの内訳 

年

度 
江戸前の地魚・魚介

類の販売箇所数およ

びイベント数：合計 

販売箇所数（常設） 
イベント数 

（不定期） 漁業協同組合等 

の店舗 

海の駅・道の駅 

みなとオアシス 

H27 77 17 60 

H28 72 5 
海の駅：9 

道の駅：5 
53 

H29 81 17 

海の駅：2 

道の駅：3 

みなとオアシス：1 

58 

H30 100 28 

海の駅：2 

道の駅：4 

みなとオアシス：1 

65 

R1 90 22 

海の駅：2 

道の駅：4 

みなとオアシス：1 

61 

R2 60 19 

海の駅：3 

道の駅：3 

みなとオアシス：1 

34 

R3 40 19 

海の駅：3 

道の駅：3 

みなとオアシス：1 

14 

注）平成 29年度以降のインターネット調査では、東京湾沿岸の海の駅・道の駅・みなとオア

シスのうち、江戸前の地魚・魚介類の販売実績が確認できた場合のみカウントしたため、

平成 28年度に比べて減少している。 
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図 B7-1 江戸前の地魚・魚介類の販売箇所数およびイベントの経年変化 

 

 

 
（a）令和 2年度 
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（b）令和 3年度 

図 B7-2 江戸前の地魚・魚介類の販売箇所およびイベント開催場所 

 

■次期に向けて 

本指標の“江戸前”は行動計画（第二期）から加わった新たなキーワードである。

「江戸前」を味わう楽しさや感動の機会を通して、より多くの人々の東京湾再生へ

の取組への積極的な参画が期待される。また本指標は、「再生に向けた取り組みの進

展度を直接・間接的に評価する指標」（B-1 生物生息場の面積・箇所数、B-2 藻場の

箇所数、B-3生物共生型港湾構造物の延長、B-4 DO（底層）、B-5 硫化物濃度）の「再

生に向けた取り組みの進展度を直接・間接的に評価する指標」の一つである。 

江戸前の地魚・魚介類の販売イベント数が大きく増大していないことを踏まえる

と、「再生に向けた取り組みの進展度を直接・間接的に評価する指標」の取り組みは、

まだ十分に効果を発揮していないと考えられる。個別の指標（B-1、B-2、B-3、B-4、

B-5）に対する益々の取り組みが求められる。 

一方で、江戸前の地魚・魚介類の販売イベントの実態を適切に把握できていない

課題もある。新型コロナウイルス感染拡大の状況下においてデジタル化が加速し、

インターネット販売等による販路の拡大に取り組む事業者や、江戸前ブランド育成

PTにおける「バーチャル料理教室」などの新たな試みも増えていることから、正確

な実態の把握のため、さらなる調査方法の工夫が求められる。 

なお、毎年の収集結果については、東京湾官民連携フォーラムウェブサイト内の

指標活用 PT市民データ収集結果（http://tbsaisei.com/pt/h29/index_report.htm

l ）にて公開されている。 

 

http://tbsaisei.com/pt/h29/index_report.html
http://tbsaisei.com/pt/h29/index_report.html
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[参考文献] 

・東京湾再生官民連携フォーラム（2014）,東京湾再生のための行動計画（第二期）

の新たな指標に関する提案解説書, p.48-51 
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指標名 B-8 青潮 

用いたデータ 青潮継続日数及び年間発生件数（「年度」ごとに集計） 

データ出典 東京湾岸自治体環境保全会議：東京湾水質調査報告書 

評価期間 平成 25年度から令和元年度 

目標値 短期（第二期期間中） 大規模青潮が減少傾向を示す 

長期（30～50年後） 発生しない 

評価 ■結果 

表 B8-1 大規模青潮の平均継続日数および年間発生件数 

 

 

大規模青潮の平均継続日数および年間発生件数ともに減少傾向はなく、短期目

標は達成していなかった。 

 

■方法 

・ 大規模青潮の判定基準には、千葉県の青潮発生規模の区分を用いた。 

・ 青潮発生規模の区分 

 局所的青潮：澪筋あるいは船橋港内等のごく一部で局所的に発生する青潮 

 大規模青潮：局所的青潮を除いた青潮 

・ 青潮発生が長く継続するほど生物にとって影響が大きいため、1 回の青潮発生

の継続日数の年平均値（平均継続日数）を評価指標の一つとした。 

・ 平成 25年度から平成 29年度においては、東京都及び神奈川県では青潮の発生

を確認していないことから、千葉県地先に発生したもののみを評価対象とした。 

 

■詳細 

（1）大規模青潮の発生状況 

 表 B8-2に千葉県における大規模青潮の発生状況を示す。発生件数および年毎の 1

回の青潮発生の継続日数の年平均値（平均継続日数）を図 B8-1に示す。 

大規模な青潮の発生回数は 2回から 8回の間で変動しており、明確な増減傾向は

確認されなかった。 
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1回の青潮発生の継続日数は 1日間から 8日間であった（表 B8-2）。平均継続日数

は 2.5日間から 6.5日間の間で横ばいであった。 

上記のように大規模青潮の発生回数および平均継続日数は年によるばらつきが大

きく、現時点において明確な減少傾向は確認されなかったことから、大規模青潮が

減少しているとは言えない。 

 

表 B8-2 平成 25年度～令和 2年度における千葉県地先での青潮発生状況 

発生時期 継続日数 発生場所 

平成 25年度                           総日数 15日 

6/2～6/4 3 千葉中央港内及び市原港内の一部 

6/13～6/17 5 千葉中央港内～市川港沖 

9/11～9/13 3 千葉中央港、花見川河口沖～船橋港 

9/24～9/27 4 千葉中央港～花見川河口沖、幕張沖～船橋港 

平成 26年度                           総日数 13日 

6/6～6/10 5 千葉中央港～市川港沖 

8/27～9/3 8 千葉中央港及び花見川河口沖～市川港沖 

平成 27年度                           総日数 22日 

5/30 1 千葉中央港、稲毛～茜浜、船橋港～市川港沖 

6/20～6/22 3 千葉中央港、稲毛～茜浜、船橋～市川 

8/10～8/13 4 千葉中央港、千葉新港、船橋航路、市川航路東側 

8/24～9/1 9 市原（養老川河口）～浦安 

9/26～9/30 5 千葉中央港～船橋港 

平成 28年度                           総日数 5日 

6/14～6/15 2 海老川河口、幕張沖～検見川沖、千葉中央港内 

8/29～8/31 3 千葉中央港内、船橋航路、猫実川河口（一部三番瀬漁場内） 

平成 29年度                           総日数 33日 

6/14～6/15 2 千葉中央港、幕張（沿岸部）～茜浜～船橋航路～船橋港（沿岸部） 

6/19～6/21 3 千葉中央港～幕張～茜浜～三番瀬～船橋港・船橋航路 

7/27～8/1 6 船橋港（北部）、稲毛の浜一部、千葉中央航路内 

8/3～8/7 5 船橋港、茜浜～幕張～稲毛の浜～千葉中央港 

8/16～8/21 6 
市川航路東側～船橋三番瀬～船橋港・船橋航路～茜浜、 

幕張沖～検見川浜、千葉中央港 

8/28～8/29 2 船橋港・船橋航路～茜浜～幕張沖～稲毛の浜、千葉中央港 

9/1～9/4 4 
船橋三番瀬～船橋港・船橋航路～茜浜～幕張沖～稲毛の浜～千葉中央港

～市原港～千種海岸 

10/16～10/20 5 船橋三番瀬～船橋港・船橋航路、及び幕張沖 

平成 30年度                           総日数 18日 

6/11～6/15 5 船橋三番瀬～船橋港～千葉中央港 

7/27～7/31 5 船橋港内及び幕張沖～千葉中央港 

8/8～8/10 3 船橋港～千葉中央港 

9/21～9/25 5 市川航路～船橋港～千葉中央港 
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令和 元年度                           総日数 8日 

6/10～6/13 4 養老川河口～浦安近辺 

7/8～7/11 4 千葉中央港～市川航路西側 

令和 2年度                           総日数 2日 

9/2～9/3 2 船橋港内、茜浜海岸 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）まとめ 

 本評価では、中間評価に続き評価指標の一つとして平均継続日数を用いた。しか

し、青潮の発生は、その年の気温や風、台風等の気象状況に大きく依存するため、

評価には一定の期間を要すること、発生回数や規模の減少・縮小がそのまま東京湾

の環境改善とは言えないことに留意が必要である。 

年により平均継続日数と発生回数に変動はあるものの、依然として青潮の発生は

続いている。10年間の取り組みとして、青潮の原因と考えられる貧酸素水塊の形成

要因となる深掘り跡や窪地の埋め戻しは行われてきたが、湾奥沿岸の深掘り跡や窪

地は依然として残されており、引き続き対策の継続実施が必要であると考えられる。

また、大規模な青潮の発生には、浚渫窪地や航路の無酸素水塊だけではなく、湾の

中央部平場の無酸素水塊も関与しているため、窪地の埋め立てだけではなく、底層

DOの改善という地道な努力が必要である。 

 

[参考文献] 

・東京湾再生官民連携フォーラム, (2014), 東京湾再生のための行動計画（第二期）

の新たな指標に関する提案解説書, p.52-53 

・東京湾岸自治体環境保全会議, (2013-2020), 『東京湾水質調査報告書』， 

http://www.tokyowangan.jp/top.html, （参照 2019-12-13） 

 

  

    
（a）年間発生件数           （b）平均継続日数 

図 B8-1 大規模青潮の年間発生件数および平均継続日数の経年変化（千葉県） 
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指標名 C-1 海辺に近づける水際線延長 

用いたデータ 東京湾内の港湾における親水護岸の延長 

データ出典 川崎市、千葉県、東京都、横須賀市、横浜市へのヒアリング 

評価期間 平成 25年度から令和 3年度 

目標値 短期（第二期期間中） ・ 現状(平成 25年度：約 100km)より 1.4倍以上増

加（約 40kmを整備） 

・ うち、海とのふれあいの場（平成 25 年度：約

17km）は増加傾向を示す 

長期（およそ 30年後） ・ 現状(平成 25年度：約 100km)より 1.8倍以上増

加（約 80kmを整備） 

・ うち、海とのふれあいの場は増加傾向を示す 

評価 ■結果 

最終評価に当たり、海辺に近づける水際線延長及びそのうち海に触れられる

水際線延長を再精査したところ、平成 25 年度のそれぞれの値は 99.5 km 及び

17.122 kmだったことが判明した。そのため、短期目標における約 100 km及び

17 kmを 99.5 km及び 17.122 kmとして結果を報告する。 

平成 26年度から令和 3年度までに、海辺に近づける水際線延長では 2.481 km

が整備されたが、そのうち海に触れられる線延長は整備実績がなく、短期目標

の達成には至らなかった。 

 

■方法 

・ 川崎市、千葉県、東京都、横須賀市、横浜市へ行政機関として把握している海

辺に近づける水際線延長についてヒアリングを実施した。 

・ 対象とする水際線は、親水護岸、海浜公園等として整備された公共施設のう

ち、海に接する部分である。 

・ 海に触れられる水際線延長とは、水際線延長のうち海に直接触れることので

きる部分である。 

 

■詳細 

東京湾における海辺に近づける水際線の延長を表 C1-1に示す。海辺に近づける

水際線の延長は令和 3年度までに合計で 2.481 kmの整備がなされたが、短期目標

の 40 km の整備には至らなかった。また、利用における安全面を考慮して海に触

れられる水際線延長の整備は行われなかった。東京湾を市民が体感するためには、

日常生活において、人が海に近づき自然環境を体感できる海辺の親水護岸などは

欠かせないため、今後の追加整備を引き続き検討する必要がある。なお、今後 10

箇所以上の海辺に近づける水際線の延長整備が計画されている。 

 



（案） 

126 

 

表 C1-1 東京湾における海辺に近づける水際線延 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 C1-1 海辺に近づける水際線延長 

 

■次期について 

第二期においては、海辺に近づける水際線の延長について、当初の計画とおり整

備が進まなかったことから短期目標を達成することができなかった。また海との

ふれあいの場についても、安全管理上の課題から短期目標を達成できなかった。第

三期においては、人の利用と安全の両立を図る検討が必要であると考える。 

東京湾全域で見ると護岸は公共護岸だけでなく、民間が所有する護岸も存在す

る。第二期においては民間が所有する護岸等について実態が適切に把握できなか

ったため、公共護岸のみのデータを収集した。次期においては、これらの情報を適

切に把握することが課題である。 

 

 

 
水際線延長(km) 

左記のうち、海に触

れられる延長（km） 

平成 25年度 99.5 17.122 

平成 26年度 99.856 17.122 

平成 27年度 100.196 17.122 

平成 28年度 101.036 17.122 

平成 29年度 101.036 17.122 

平成 30年度 101.036 17.122 

令和元年度 101.981 17.122 

令和 2年度 101.981 17.122 

令和 3年度 101.981 17.122 
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指標名 C-2 海が見える視点場 

用いたデータ － 

データ出典 － 

評価期間 平成 26年度から令和 3年度 

目標値 短期（第二期期間中） 増加傾向を示す 

長期（30年後） 増加傾向を示す 

評価 ■結果 

評価実施せず。 

 

■方法 

 本指標は東京湾再生のための行動計画（第二期）における小目標「多くの人が訪れ、

楽しめ、憩え、何度でも行きたくなる身近な海辺空間」の充実の度合いを図るための

指標として設定された。本項目では既存の「視点場」となりうる施設の活用現状に関

する定性的評価を行う。 

 

■詳細 

 指標の解説書において、「東京湾が見える視点場」は、観光情報としてパンフレッ

トや HP 等において一般的に紹介されている施設を把握することとなっていた。第二

期の期間中においては、東京湾岸において、横浜市のハンマーヘッドや東京都の東京

国際クルーズターミナル等が新設された一方で、晴海客船ターミナルが閉鎖されるな

どの動きが見られた。しかしながら、本指標の設定段階において「海の見える視点場」

の明確な定義が設定されていなかったため、2度の中間評価において本指標の評価は

行われておらず、また「東京湾が見える視点場」の数を一定の基準のもとで継続的に

集計した例はないため、本指標の定義の設定や計量を行うことは依然として困難な状

況である。 

一方、令和元年 12月に東京湾再生官民連携フォーラムによって、「東京湾パブリッ

ク・アクセス方策政策提案“東京湾へGO”」及び「未来の東京湾と人のつながりの再

構築に向けた、東京湾の窓施設のネットワーク推進に関する提案」が東京湾再生推進

会議に提出された。これらの提案書の中では、海との接点となる「視点場」として「海

浜公園、釣り桟橋、海洋学習施設（海に至近のもの）等を位置づける」ことが提案さ

れたほか、「東京湾の恵みの社会的享受を推進する場として市民と東京湾を結びつけ、

生態系の保全再生を促進する活動への参加を受け入れる拠点」として、博物館等の 21

施設（令和 4年度時点）が「東京湾の窓施設」に位置づけられた。  

上記を踏まえると、期末評価においても、本指標「東京湾が見える視点場」が短期

目標の「増加傾向を示す」を達成していたか否かを判断することは困難な一方で、計

画期間中には政策提案により「東京湾の窓施設」が設定されるなど、「東京湾が見え

る視点場」の増加や利活用につながる取組がなされたと評価できる。 
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■次期に向けて 

本指標「東京湾が見える視点場」は、まさにこの「東京湾の窓施設」の役割を期待

して設定された指標であり、「東京湾の窓施設」の理念と活用については、次期の東

京湾再生のための行動計画を構成する要素の一つとすることを検討する余地がある。

しかしながら「東京湾の窓施設」として位置づけられた施設の数で評価することは、

今回の「東京湾がみえる視点場」のように、施設定義の難しさから評価困難となる可

能性があり、また、地方公共団体等においても予算上の問題等から、施設の新設を期

待することが難しい状況である。他方でこのような「東京湾の窓施設」のネットワー

ク化等による活動の活発化については、検討する余地が十分残っていると考えられる

ため、次期計画においては「東京湾の窓施設」として位置づけられた施設を起点とす

る活動やイベント数、あるいは来場者数などをこの「東京湾の見える視点場」に代わ

る指標として検討することが考えられる。 

 また、第二期期間中には SNSプラットフォームの普及等の社会変容が起こり、東京

湾周辺における個人の余暇活動等も活発に発信されている。このようなプラットフォ

ーム上に投稿された東京湾沿岸の施設、スポット等も、小目標「多くの人が訪れ、楽

しめ、憩え、何度でも行きたくなる身近な海辺空間」の達成状況の一端を示す情報と

して捉えられることから、今後は SNS等を活用した情報収集の手段等を模索すること

も考えられる。 

 

 

［参考文献］ 

・東京湾再生官民連携フォーラム(2014)，東京湾再生のための行動計画(第二期)の新

たな指標に関する提案解説書，p.60-65 

・東京湾再生官民連携フォーラム東京湾の窓 PT(2019年), 未来の東京湾と人のつな

がりの再構築に向けた、東京湾の窓施設のネットワーク推進に関する提案 

・東京湾再生官民連携フォーラム東京湾パブリックアクセス方策検討 PT(2019), 東

京湾パブリック・アクセス方策政策提案“東京湾へ GO” 
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指標名 C-3 水辺のイベントの開催回数 

用いたデータ イベント開催情報 

環境啓発活動等のイベント開催実績 

三管区水路通報 

データ出典 東京湾岸自治体環境保全会議（提供） 

東京湾再生推進会議：東京湾環境一斉調査結果報告書 

第三管区海上保安本部海洋情報部：三管区水路通報 

評価期間 平成 26年度から令和 3年度 

目標値 短期（第二期期間中） 増加傾向を示す 

長期（30年後） 増加傾向を示す 

評価 ■結果 

表 C3-1 水辺のイベントの開催回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度までの 6 年間をにおいては概ね増加傾向であり、短期目標を達成

していた。しかし令和 2 年以降は新型コロナウイルス感染症の影響で開催回数

に落ち込みが見られた。 

 水辺のイベントの開催回数 

平成 26年度 240 

平成 27年度 258 

平成 28年度 310 

平成 29年度 267 

平成 30年度 307 

令和元年度 404 

令和 2年度 103 

令和 3年度 227 

 

 

■方法 

・ 「水辺のイベントの開催回数」については、東京湾岸自治体環境保全会議が毎

年度収集している東京湾周辺におけるイベント開催状況、東京湾環境一斉調査

の環境啓発活動等のイベント開催実績及び第三管区海上保安本部海洋情報部が

発行している三管区水路通報から開催情報を収集した。 

・ 評価期間については、東京湾再生のための行動計画(第二期)が策定された平成

25年度のデータの出典元からの入手が困難なため、平成 26年度（2014年度）

から令和 3年度（2021年度）までを対象とした。 
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■詳細 

 東京湾周辺の水辺におけるイベントの開催回数の経年変化を図 C3-1 に示す。新型

コロナウイルス感染症拡大以前の令和元年度までの期間は、イベントの開催回数は増

加傾向を示していた。評価期間内の最大値は令和元年度の 404回であった。水辺にお

けるイベントの詳細としては、東京湾の生き物観察、海水浴体験、海岸清掃イベント、

ヨット、トライアスロン、シーカヤックやカッターレースなど、環境普及啓発活動系

のイベントからマリンスポーツまで多種多様なイベントが開催されていた。以上か

ら、新型コロナウイルス感染拡大以前の令和元年度の時点において、「水辺のイベン

トの開催回数」は増加傾向を示していた。 

 一方で、令和 2年度には新型コロナウイルス感染症の影響で、イベント件数は 103

回にまで大きく落ち込んだが、それに続く令和 3年度は第 2期開始時点（平成 26年

度）に近い水準の 227 回まで回復している。また、例えば東京湾大感謝祭が 2020、

2021 年にオンライン開催されるなど、一部で WEB 配信やオンラインミーティング等

のサービスを活用したイベント開催形式への転換が見られた。今後も新型コロナウイ

ルス感染拡大前の水準にまで回復するか注視していく必要があるものの、感染拡大前

の 2019年度までの期間においては本指標の目標は概ね達成されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■次期に向けて 

 上に述べられているとおり、水辺のイベント開催数は、2020年以降の新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大による影響を大きく受けた。2022 年度末にはパンデミック

の発生から約 3 年が経過するが、その間に国内外を問わず社会の意識はいわゆる

「withコロナ」を模索する方向へと変化し、各種イベントや集会の開催件数は徐々に

回復しつつある。これを踏まえると、今後もパンデミックによる行動抑制からの復元

的な反応として、イベント開催件数は増加するものと見込まれる。今後も引き続き新

型コロナウイルス感染症による市民活動への影響を注視しながら、「東京湾再生のた

めの行動計画（第三期）」の新たな目標を基に、適切な指標の設定について議論を行

う必要がある。 

図 C3-1 東京湾周辺の水辺におけるイベントの開催回数 
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［参考文献］ 

・東京湾再生官民連携フォーラム(2014)，東京湾再生のための行動計画(第二期)の新

たな指標に関する提案解説書，p.60-65 

・海上保安庁第三管区海上保安本部海洋情報部,『三管区水路通報』，https://www1.

kaiho.mlit.go.jp/KAN3/tuho/index.html#kako，（参照 2022-7-10） 
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指標名 C-4 水上バス、屋形船、レストラン船の利用者数 

用いたデータ 管内島しょ・都市近郊・観光地等の主要航路の輸送実績 

東京湾における船利用客数調査 

データ出典 国土交通省関東運輸局：統計資料 

東京湾遊漁船業協同組合：東京湾に生きる Vol.42  

評価期間 平成 25年度から令和 2年度 

目標値 短期（第二期期間中） 増加傾向を示す 

長期（30年後） 増加傾向を示す 

評価 ■結果 

表 C4-1 水上バス、屋形船、レストラン船の利用者数 

1) 観光クルーズおよびフェリーも含む 

2) 暦年での統計 

 

平成30年度まではレストラン船の利用者数は着実に増加しており短期目標を

達成していたが、水上バス、屋形船は微増または横ばいを維持していた。令和 2

年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、レストラン船、水上バスおよび屋

形船の全てにおいて利用者数に落ち込みが見られた。 

 水上バス 1)（人） レストラン船（人） 屋形船 2)（人） 

平成 25年度 3,898,072 650,664 106,956 

平成 26年度 3,874,421 638,951 114,476 

平成 27年度 3,955,862 747,185 115,121 

平成 28年度 3,752,386 709,166 102,478 

平成 29年度 3,713,536 757,948 118,259 

平成 30年度 3,545,954 750,827 106,443 

令和元年度 欠測 503,183 103,442 

令和 2年度 907,710 105,484 15,841 

 

■方法  

・ 「水上バス、レストラン船の利用者数」については、国土交通省関東運輸局の

統計資料(海事関連海上運送事業関係業務の「管内島しょ、都市近郊、観光地等

の主要航路の輸送実績の推移」) の結果を用いた。また「屋形船の利用者数」

については、東京湾遊漁船業協同組合が実施している東京湾における船利用客

数調査の結果を用いた。 

・ 評価対象は、館山市洲埼から三浦市剣埼まで結んだ線より北の水域に位置する

航路とした。 

・ 水上バスについては、一般的に一般旅客定期航路事業がこれにあたるが、『東京

湾再生のための行動計画(第二期)の新たな指標に関する提案解説書』によると、

『「水上バス、屋形船、レストラン船の利用者数」の対象として、観光クルーズ
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およびフェリーも含むこと』とあることから、データは観光クルーズおよびフ

ェリーも含む都市近郊型旅客輸送人員の推移(関東運輸局公表統計資料)を用い

た。 

 

■詳細 

 水上バスの利用者数の推移を図 C4-1に示す。水上バスの利用者数は平成 30年度ま

で若干の減少傾向があるがほぼ横ばいであったものの（約 350–390 万人）、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大により令和 2年度に急激な落ち込みを示した（約 90万人）。

なお、令和元年度は年度末に発生した新型コロナウイルス感染症への対応等の影響

で、集計対象の一部の事業者から利用者数の報告が得られなかったことから欠測とし

ている。 

レストラン船の利用者数の推移（図 C4-2）は、平成 25 年度の約 65 万人から平成

30年度には約 75万人に増加していた。その後令和元年度（約 50万人）から大きく減

少し、令和 2年度では平成 30年度の 14％程度の水準（約 10万人）にまで落ち込んだ

が、これは令和元年度末の新型コロナウイルスへの感染拡大によるものと推測され

る。 

 屋形船の利用者数の推移を図 C4-3に示す。屋形船は昭和 61年から利用が盛んにな

り、バブル期にピーク（約 22万人/年）を迎えた後減少を続け、平成 16年頃に約 10

万人に落ち着いた（野村・風間、2011）。評価期間における利用者数も、令和元年まで

は約 10 万人程度の水準であり、その動向を維持しているものと思われる。一方、新

型コロナウイルスへの感染拡大以降は、レストラン船と同様に利用者数が急激に減少

し、令和 2年には令和元年と比較し約 15％程度（15,841人）の水準となった。 

以上をまとめると、本指標は新型コロナウイルス感染症の影響を排除できる平成 30

年度までの時点において、大きな増加にまでは至らなかったが、微増または横ばいを

維持しており、短期目標を部分的に達成していたといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 C4-1 水上バス利用者数の推移 
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■次期に向けて 

今後は、現在新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んでいるレストラン船や屋

形船の利用者数が、いわゆる「withコロナ」への行動変容により順次回復傾向に向か

うと見込まれる。今後も引き続き新型コロナウイルス感染症による市民活動への影響

を注視しながら、「東京湾再生のための行動計画（第三期）」の新たな目標を基に、適

切な指標の設定について議論を行う必要がある。 

 

[参考文献] 

・東京湾再生官民連携フォーラム（2014）,東京湾再生のための行動計画（第二期）の

新たな指標に関する提案解説書,p.66-67 

・国土交通省関東運輸局,『統計資料』， http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/toukei_s

iryou/index.html，（参照 2022-8-4） 

・東京湾遊漁船業協同組合（2021）,東京湾に生きる Vol.42 ,p.70-77 

・野村英明，風間真理（2011），2.4.2水辺の行楽.「東京湾 人と自然のかかわりの

再生（東京湾海洋環境研究会編）」,恒星社厚生閣,p.177-185 

 

 

図 C4-3 屋形船の利用者数の推移 

図 C4-2 レストラン船の利用者数の推移 
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指標名 D-1 都市圏における雨水浸透面の面積 

用いたデータ 雨水浸透桝の設置個数 

データ出典 東京湾再生推進会議：陸域対策分科会委員への調査 

評価期間 平成 25年度から令和 2年度 

目標値 短期（第二期期間中） 増加傾向を示す 

長期（30～50年後） 増加傾向を示す 

評価 ■結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方法 

・雨水浸透桝の設置個数を、雨水浸透面の面積に代替した。 

・平成 25年度からの雨水浸透桝の設置個数の累計値を用いた。 

 

■詳細 

（1）雨水浸透桝の増加 

平成 25年度から令和 2年度までの雨水浸透桝の設置累計個数は、図 D1-1に

示すとおり、公共機関および民間・個人による設置を合わせて、8年間で約 299

千個増加した。また増加個数は 37千個／年程度で推移し、うち公共機関におけ

る増加数は約 4～7千個／年、民間・個人における増加数は約 30～37千個／年

と毎年着実に増加した（表 D1-2）。 

 

 

 

表 D1-1 雨水浸透桝の設置個数 

 雨水浸透桝設置個数 

平成 25年度 39千個 

平成 26年度 75千個 

平成 27年度 112千個 

平成 28年度 148千個 

平成 29年度 184千個 

平成 30年度 225千個 

令和元年度 263千個 

令和 2年度 299千個 

 

雨水浸透桝の設置個数は着実に増加しているため、都市圏における雨水

浸透面の面積は増加傾向にあり、短期目標を達成した。 
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図 D1-1 雨水浸透桝設置個数の推移（累計数） 

 

表 D1-2 雨水浸透桝設置個数 
（公共機関設置個数及び民間・個人による設置個数） 

 

 

■次期に向けて 

雨水浸透面の面積は、越流水の抑制や都市部の熱大気汚染の軽減等、東京湾

への物質負荷や熱負荷に強く関連する。また、グリーンインフラを推進する都

市計画としても重要な項目である。第二期においては、雨水浸透面の面積に関

する施設として雨水浸透桝の設置個数を使用したが、雨水浸透面を増加させる

施設等として、雨水浸透桝以外にも透水性舗装や公園・緑地の整備などが挙げ

られる。しかしながら、これらの雨水浸透桝以外の施設に関する統計データは

十分な整理がされていないという課題がある。 

今後、自治体におけるデータ整備の容易性、整合性などを考慮の上、より適

切な評価方法の確立に向けて、雨水浸透桝以外の施設（透水性舗装面積や緑地

面積等）のデータの整理、保管について各自治体における今後の課題として取

り組む必要がある。 

 

[データ出典] 

・東京湾再生推進会議 指標の評価アンケート調査 陸域対策分科会委員の

回答（各年度） 
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指標名 D-2 下水処理施設の放流水質 

用いたデータ 供用人口、日平均処理水量、放流水質 

データ出典 東京湾再生推進会議：陸域対策分科会委員への調査 

評価期間 平成 25年度から令和 3年度 

目標値 短期 

（第二期期間中） 

・放流水質（COD、全窒素、全りん）が現状（H25年度）よ

り改善 

・下水処理施設から排出される一人当たりの流入負荷量が

現状より改善 

長期 

（30～50年後） 

・全ての処理施設が『東京湾の環境基準達成に向けた流域

別下水道整備総合計画』の目標値を達成 

・下水処理施設から排出される一人当たりの流入負荷量の

上記目標値に対応する値の達成 

評価 ■結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 D2-1 下水処理施設の放流水質 

 
放流水質（mg/L） 

下水処理施設から 

排出される 

一人当りの流入負荷量

（g/人/日） 

COD T-N T-P COD T-N T-P 

平成 24年度 9.7 12.0 0.97 3.79 4.70 0.38 

平成 25年度 9.5 11.9 0.95 3.68 4.64 0.37 

平成 26年度 9.5 11.7 0.91 3.75 4.61 0.36 

平成 27年度 9.0 11.2 0.95 3.54 4.40 0.37 

平成 28年度 9.1 11.1 0.92 3.53 4.29 0.36 

平成 29年度 9.3 11.0 0.92 3.55 4.19 0.35 

平成 30年度 9.3 11.2 0.96 3.45 4.15 0.35 

令和元年度 9.0 11.1 0.93 3.41 4.18 0.35 

令和 2年度 8.6 10.8 0.92 3.24 4.08 0.35 

令和 3年度 8.7 10.7 0.91 3.29 4.07 0.35 

 

放流水質（COD、全窒素、全りん）及び下水処理施設から排出される一人

当りの流入負荷量（COD、全窒素、全りん）は平成 25年度より改善してお

り、短期目標を達成した。 
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■方法 

・下水処理施設毎の放流水質、処理水量、処理人口について、各自治体へ調査を

行った 。対象とする下水処理施設を表 D2-2に示す。 

・全下水処理施設の放流水質の算定式を以下に示す。 

全下水処理施設の放流水質＝ 

（（A処理場の処理水量×A処理場の放流水質）＋（B処理場の処理水量×B処理

場の放流水質）＋・・・・・）／（（A処理場の処理水量）＋（B処理場の処

理水量）＋・・・・） 

・下水処理施設から排出される一人当たりの流入負荷量の算定式を以下に示す。 

下水処理施設から排出される一人当たりの流入負荷量＝ 

（（A処理場の処理水量×A処理場の放流水質）＋（B処理場の処理水量×B処理

場の放流水質）＋・・・・・）／（（A処理場の処理人口）＋（B処理場の処理

人口）＋・・・・） 

 

※放流水質：年平均、処理水量：年平均、処理人口：供用人口 
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表 D2-2(1) 対象下水処理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都県名 市町村等
団体名 事業区分 下水処理施設名称

埼玉県 荒川左岸南部流域 流域 荒川水循環センター

荒川左岸北部流域 流域 元荒川水循環センター

荒川右岸流域 流域 新河岸川水循環センター

荒川右岸流域 流域 新河岸川上流水循環センター

中川流域 流域 中川水循環センター

古利根川流域 流域 古利根川水循環センター

荒川上流流域 流域 荒川上流水循環センター

市野川流域 流域 市野川水循環センター

さいたま市 公共 単独 下水処理センター

秩父市 公共 単独 秩父市下水道センター

飯能市 公共 単独 飯能市浄化センター

飯能市 特環 単独 原市場浄化センター

加須市 公共 単独 加須市環境浄化センター

東松山市 公共 単独 市野川浄化センター

東松山市 公共 単独 高坂浄化センター

羽生市 公共 単独 羽生市水質浄化センター

日高市 公共 単独 日高市浄化センター

横瀬町 特環 単独 横瀬町水質管理センター

坂戸、鶴ヶ島  下水道組合 公共 単独 北坂戸水処理センター

坂戸、鶴ヶ島  下水道組合 公共 単独 石井水処理センター

毛呂山･越生･鳩山公共下水道組合 公共 単独 毛呂山処理センター

皆野・長瀞上下水道組合 特環 単独 長瀞浄化センター

千葉県 印旛沼流域 流域 花見川終末処理場

印旛沼流域 流域 花見川第二終末処理場

江戸川左岸流域 流域 江戸川第一終末処理場

江戸川左岸流域 流域 江戸川第二終末処理場

千葉市 公共 単独 中央浄化センター

千葉市 公共 単独 南部浄化センター

市川市 公共 単独 菅野終末処理場

船橋市 公共 単独 西浦下水処理場

船橋市 公共 単独 高瀬下水処理場

館山市 公共 単独 館山市鏡ケ浦クリーンセンター

木更津市 公共 単独 木更津下水処理場

松戸市 公共 単独 金ヶ作終末処理場

習志野市 公共 単独 津田沼浄化センター

市原市 公共 単独 松ヶ島終末処理場

市原市 公共 単独 菊間終末処理場

市原市 公共 単独 南総終末処理場

袖ケ浦市 公共 単独 袖ケ浦終末処理場

君津富津広域下水道組合 公共 単独 君津富津終末処理場
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表 D2-2(2) 対象下水処理施設 

 

※上町処理区：下町処理区に統合（令和 3年 8月から） 

※下町浄化センター：1系廃止（令和 2年度末） 

 

 

 

 

 

都県名 市町村等
団体名 事業区分 下水処理施設名称

東京都 多摩川流域 流域 南多摩水再生センター

多摩川流域 流域 北多摩一号水再生センター

多摩川流域 流域 多摩川上流水再生センター

多摩川流域 流域 北多摩二号水再生センター

多摩川流域 流域 浅川水再生センター

多摩川流域 流域 八王子水再生センター

荒川右岸流域 流域 清瀬水再生センター

東京都区部 公共 単独 三河島水再生センター

東京都区部 公共 単独 東尾久浄化センター

東京都区部 公共 単独 砂町水再生センター

東京都区部 公共 単独 芝浦水再生センター

東京都区部 公共 単独 みやぎ水再生センター

東京都区部 公共 単独 落合水再生センター

東京都区部 公共 単独 森ヶ崎水再生センター

東京都区部 公共 単独 新河岸水再生センター

東京都区部 公共 単独 小菅水再生センター

東京都区部 公共 単独 葛西水再生センター

東京都区部 公共 単独 中川水再生センター

東京都区部 公共 単独 中野水再生センター

東京都区部 公共 単独 有明水再生センター

東京都区部 公共 単独 浮間水再生センター

八王子市 公共 単独 北野下水処理場（令和２年度廃止）

立川市 公共 単独 立川市錦町下水処理場

三鷹市 公共 単独 東部水再生センター

町田市 公共 単独 成瀬クリーンセンター

町田市 公共 単独 鶴見川クリーンセンター

奥多摩町 公共 単独 小河内浄化センター

神奈川県 横浜市 公共 単独 中部水再生センター

横浜市 公共 単独 南部水再生センター

横浜市 公共 単独 北部第一水再生センター

横浜市 公共 単独 港北水再生センター

横浜市 公共 単独 都筑水再生センター

横浜市 公共 単独 神奈川水再生センター

横浜市 公共 単独 金沢水再生センター

横浜市 公共 単独 北部第二水再生センター

川崎市 公共 単独 入江崎水処理センター

川崎市 公共 単独 加瀬水処理センター

川崎市 公共 単独 等々力水処理センター

川崎市 公共 単独 麻生水処理センター

横須賀市 公共 単独 上町浄化センター（令和３年８月廃止）

横須賀市 公共 単独 下町浄化センター２～３系

横須賀市 公共 単独 下町浄化センター４系

横須賀市 公共 単独 追浜浄化センター

三浦市 公共 単独 三浦市東部浄化センター
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■詳細 

（1）傾向 

・下水処理施設の放流水質（図 D2-1） 

CODは 9.5mg/L（平成 25年度）から 8.7mg/L（令和 3年度）に減少（減少

率：8.42%）、全窒素は 11.9mg/L（平成 25年度）から 10.7mg/L（令和 3年度）

に減少（減少率：10.08%）、全りんは 0.95mg/L（平成 25年度）から 0.91mg/L

（令和 3年度）に減少（減少率：4.21%）となった。COD、全窒素、全りんはい

ずれも減少したが、COD、窒素と比較して全りんの減少率は小さかった。 

以上から、放流水質（COD、全窒素、全りん）は平成 25 年度より改善してお

り、短期目標を達成した。 

※減少率：（（平成 25年度値）-（令和 3年度値）/（平成 25年度値）*100） 

 

 
図 D2-1 下水処理施設の放流水質 

 

・下水処理施設から排出される一人当りの流入負荷量（図 D2-2） 

CODは 3.68g/人/日（平成 25年度）から 3.29g/人/日（令和 3年度）に、 

全窒素は 4.64g/人/日（平成 25年度）から 4.07g/人/日（令和 3年度）に、 

全りんは 0.37g/人/日（平成 25年度）から 0.35g/人/日（令和 3年度）に、 

いずれも減少した。また、都県別の推移を図 D2-3に示す。 

以上から、一人当りの流入負荷量（COD、全窒素、全りん）は平成 25年度より

改善しており、短期目標を達成した。 
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図 D2-2 下水処理施設から排出される一人当たりの流入負荷量 
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図 D2-3 都県別の下水処理施設から排出される一人当たりの流入負荷量 
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■次期に向けて 

東京湾では、湾奥部において赤潮、貧酸素水塊といった富栄養化に伴う問題が

依然として発生している。一方、一部海域では栄養塩類の不足によりノリの色落

ちが発生するなど、貧栄養化による漁業や生物生産への悪影響が指摘され、栄養

塩類の偏在が課題となっている。 

水質総量削減計画に基づき、生物多様性・生物生産性の観点から望ましい水質

を目指しつつ、窒素及びりんの環境基準の達成状況を維持しながら、CODは引き

続き負荷量の削減のため、各都県など関係機関との連携を図りながら施策を実施

していく。また、貧栄養化による漁業や生物生産への悪影響を防ぐため、栄養塩

類の偏在化への対応について検討を進めていく必要がある。 

 

[データ出典] 

・東京湾再生推進会議 指標の評価アンケート調査 陸域対策分科会委員の回

答（各年度） 
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指標名 D-3 フォーラム会員数、東京湾大感謝祭の来場者数 

用いたデータ フォーラム会員数（個人・団体）、東京湾大感謝祭来場者数 

データ出典 東京湾再生官民連携フォーラムへのヒアリング 

評価期間 平成 25年度から令和 3年度 

目標値 短期（第二期期間中） 増加傾向を示す 

長期（およそ 30年後） 増加傾向を示す 

評価 ■結果 

東京湾再生官民連携フォーラム個人登録数、団体登録数ともに、増加傾向を示

しており、短期目標は達成された。 

東京湾大感謝祭の来場者数は、新型コロナ感染症の影響でオンライン開催にな

る令和元年まで増加傾向を示しており、短期目標は達成された。 

 

■方法 

・ 東京湾再生官民連携フォーラムへヒアリングを実施した。 

 

■詳細 

東京湾再生官民連携フォーラムの個人登録者数及び団体登録数は、年々増加する

傾向であった。（表 D3-1、図 D3-1） 

東京湾大感謝祭は、平成 25年度は東京都の青海で開催され、その後は令和元年度

まで横浜市の赤レンガ倉庫で開催された。令和 2 年度、3 年度は新型コロナウイル

ス感染拡大防止の観点からオンライン開催となった。東京湾大感謝祭への来場者数

は、台風の影響により一部中止（日曜日中止）となった平成 29年度を除くと年々増

加傾向であった。平成 30年、令和元年には 10万人を超える来場者数があった。 
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表 D3-1 東京湾再生官民連携フォーラム個人登録数、団体登録数および東京湾大感謝祭

来場者数 

 個人登録数（人） 団体登録数（団体） 東京湾大感謝祭来場

者数（人） 

平成 25年度 218 93 1,000 

平成 26年度 250 101 82,000 

平成 27年度 263 109 88,000 

平成 28年度 289 114 98,000 

平成 29年度 298 119 25,0001) 

平成 30年度 307 122 105,000 

令和元年度 307 128 101,000 

令和 2年度 314 130 54,0242) 

令和 3年度 332 133 13,5622) 

1) 平成 29年度は、台風につき会期 3日間のうち最終日が中止となった。 

2) 令和 2年度及び令和 3年度は新型コロナ感染拡大防止の観点からオンライン開催とな

ったため、25日間のページビュー数で示している。 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 D3-1 平成 25年度～令和 3年度における（a）東京湾再生官民連携フォーラム 

個人登録数及び（b）団体登録数 
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図 D3-2 東京湾大感謝祭来場者数 

 

■次期にむけて 

次期に向け、より一層、東京湾再生官民連携フォーラムの個人登録数、団体登録

数が増加傾向を示すよう、協力を続けていく。 
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指標名 D-4 多様な主体による環境の保全・再生の取組等の情報発信 

用いたデータ 多様な主体による環境の保全・再生の取組等の情報発信数 

データ出典 ウェブページ検索 

評価期間 平成 25年度から平成 29年度 

目標値 短期（第二期期間中） 増加傾向を示す 

長期（およそ 30年後） 増加傾向を示す 

評価 ■結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方法 

・ Googleのウェブページ検索のオプションを利用し、ウェブページの更新もしく

は作成された期間を各年で指定した上で、下記のキーワードの組み合わせで検

索を行った（言語は日本語）。  

・ ウェブページ検索の都合上、年度ではなく年で整理した。 

・ キーワード：東京湾 AND (再生 OR 保全) 

 

■詳細 

（1）情報発信数の経年変化 

2000年からの多様な主体による環境の保全・再生の取組等の情報発信数の経年変

化を図 D4-1に示す。  

行動計画（第一期）（2003年から 2012年）においても、情報発信数は着実に増加

していたが、第二期に入ってから、より一層増加しており、特に 2016 年から 2017

年にかけての増加が顕著であった。2019年に一度落込みが見られたが、再度増加傾

向が見られるようになった。 

表 D4-1 多様な主体による環境の保全・再生の取組等情報発信数 

 情報発信数（件） 

平成 25年（2013年） 23,510 

平成 26年（2014年） 30,200 

平成 27年（2015年） 45,200 

平成 28年（2016年） 64,700 

平成 29年（2017年） 107,000 

平成 30年（2018年） 213,000 

令和元年（2019年） 176,000 

令和 2年（2020年） 249,000 

令和 3年（2021年） 429,000 

 

多様な主体による環境の保全・再生の取組等の情報発信は着実な増加傾向

を示しており、短期目標を達成していた。 
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なお、毎年の収集結果については、東京湾再生官民連携フォーラムウェブサイト

内の指標活用 PT 市民データ収集結果（http://tbsaisei.com/pt/h29/index_repor

t.html）にて公開されている。 
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図 D4-1 多様な主体による環境の保全・再生の取組等情報発信数の経年変化 
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指標名 D-5 科学論文・報告書の数 

用いたデータ 科学論文・報告書の数 

データ出典 ウェブ検索システム 

評価期間 平成 25年度から平成 29年度 

目標値 短期（第二期期間中） 増加傾向を示す 

長期（およそ 30年後） 増加傾向を示す 

評価 ■結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査方法 

・ 科学論文：論文検索エンジン J-stageを利用して東京湾の再生に係る論文を検

索した。 

キーワード：東京湾 

・ 報告書：ウェブ検索および東京湾環境一斉調査の参加団体のウェブサイト等を

調べ抽出した。 

・ ウェブページ検索の都合上、年度ではなく年で整理した。 

 

■詳細 

（1）論文・報告書数の経年変化 

東京湾の再生に係る科学論文・報告書の数の 2000年からの経年変化を図 D5-1に

示す。平成 25年（2013年）：83件、平成 26年（2014年）：84件、平成 27年（2015 

年）：117件、平成 28年（2016年）：75件、平成 29年（2017年）：96件、平成 30年

（2018年）：121件、令和元年（2019年）：120件、令和 2年（2020年）：140件、令

和 3年（2021年）：114件、だった。 

表 D5-1 東京湾の再生に係る科学論文・報告書の数 

 科学論文・報告書の数 

平成 25年（2013年） 83 

平成 26年（2014年） 84 

平成 27年（2015年） 117 

平成 28年（2016年） 75 

平成 29年（2017年） 96 

平成 30年（2018年） 121 

令和元年（2019年） 120 

令和 2年（2020年） 140 

令和 3年（2021年） 114 

 

東京湾の再生に係る科学論文・報告書の数は増加傾向を示しており、短期

目標を達成していた。 
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第二期における 2013年以降の変動を見ると、上下しつつも科学論文・報告書の数

は増加傾向を示していた。 

 

（2）第一期と第二期の比較 

第一期（2003年－2012年）と第二期（2013年－2021年）の平均値は、それぞれ

93件と 106件であった。第一期と較べて、第二期の科学論文・報告書の数は着実に

増加していた。 

 

 

図 D5-1 東京湾の再生に係る科学論文・報告書の経年変化 

 

■次期に向けて 

本評価では、キーワードを「東京湾」のみに絞って検索を行ったが、お台場や三

番瀬、京浜運河などの個別の地点名をキーワードとした検索方法により、多様な活

動の成果（科学論文や報告書）をより詳細に把握できる可能性がある。 

なお、毎年の収集結果については、東京湾再生官民連携フォーラムウェブサイト内

の 指 標 活 用 PT 市 民 デ ー タ 収 集 結 果

（http://tbsaisei.com/pt/h29/index_report.html ）にて公開されている。 

 

  

http://tbsaisei.com/pt/h29/index_report.html
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指標名 D-6 一人当たりの流入負荷量 

用いたデータ 流入負荷量（COD、T-N、T-P）、人口 

データ出典 環境省：水質総量削減に係る発生負荷量等算定調査業務報告書 

評価期間 平成 25年度から令和 2年度 

目標値 短期（第二期期間中） 減少傾向を示す 

長期（およそ 30年後） 減少傾向を示す 

評価 ■結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方法 

・一人当たりの流入負荷量は、下式により算出した。 

一人当たりの流入負荷量 ＝ 流入負荷量／流域内人口 

・「流入負荷量」の対象項目を図 D6-1に示す。 

・「流入負荷量」は、主要河川、中小河川、海域直接分、養殖等の 4区分から求

めた。また、用いたデータの特性から、ここで算定する流入負荷量以外に降雨

時の流入負荷量も存在する。 

・海域の水質に寄与する「流入負荷量」以外の要素である、海底の底質からの

溶出、大気から直接海面に供給される負荷量、外洋とのやり取りにおいて出

入りする量などは含まれていない。 

・流域内人口は住民基本台帳に基づいており外国人登録者も含まれている。 

・家庭・工場・田畑など様々な発生源から発生した負荷が処理施設等を経由す

るなどして、最終的に公共用水域に排出された負荷量を「発生負荷量」とし

表 D6-1 一人当たりの流入負荷量 

 一人当たりの流入負荷量（g/人/日） 

COD T-N T-P 

平成24年度 6.58 5.90 0.392 

平成25年度 5.81 5.94 0.375 

平成26年度 6.07 5.67 0.368 

平成27年度 5.93 5.46 0.372 

平成28年度 6.30 5.34 0.373 

平成29年度 5.70 5.25 0.358 

平成30年度 6.06 5.23 0.374 

令和元年度 5.40 5.10 0.336 

令和2年度 4.43 4.78 0.343 

 

COD、T-N、T-Pはそれぞれ減少傾向を示し、短期目標を達成した。 
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て定義した。なお、下水処理施設から排出される負荷量も「発生負荷量」に

含まれる。 

・一方、本指標で対象とする「流入負荷量」は、陸域から排出された「発生負

荷量」が海域に流入する量として定義した。 

・陸域から排出された「発生負荷量」は、主に河川を経由して最終的に海域へ

流れ込む過程において、様々な浄化機能の働きにより減少するとともに、降

雨等の条件によっては過去蓄積していた堆積物等が混合した状態で海域に流

入する場合もあることから、本項目では代替指標として「流入負荷量」を用

いた。 

 

 

図 D6-1 流入負荷量の算定対象項目 

 

■詳細 

表 D6-2、図 D6-3に示すとおり、平成 25年度から流入負荷量はほぼ減少して

おり、平成 25年度の一人当たりの流入負荷量を 100とした場合、令和 2年度の

比率は、CODが 76、T-Nが 80、T-Pが 91と全て減少した。 

また、図 D6-5に示すとおり、一人当たりの流入負荷量の一次回帰直線式の傾

きは、COD、T-N、T-Pとも全て負となり減少傾向を示し、この一次回帰直線は、

COD、T-N、T-Pいずれも有意な減少傾向（P<0.05）を示した。 

以上から、COD、T-N、T-Pは改善傾向にあったことから、COD、T-N、T-Pは短

期目標を達成した。なお、表 D6-2、図 D6-2、図 D6-3に示すとおり、平成 25年

度から令和 2年度の間に流域内人口は 93.7万人増加したが、流入負荷量は、

CODが 35.3t/日、T-Nが 28.8t/日、T-Pが 0.6t/日減少した。 

なお、【参考】に一人当たりの発生負荷量の推移を表 D6-3、図 D6-6、D6-7に

示す。COD、T-N、T-Pはいずれも減少傾向を示した。 
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表 D6-2 一人当たりの流入負荷量 

 

※環境省の令和 3年度報告書（令和元年度数値）の再算定に伴い数字を修正（赤字部分） 

 

 

図 D6-2 流域内人口 

 

 

図 D6-3 流入負荷量 

 

 

流域内人口(百人） 285,259 286,426 288,110 289,878 291,480 292,739 294,124 295,504 295,800 9,374

流入負荷量 COD 187,575 166,379 174,800 171,938 183,723 166,984 178,202 159,616 131,027 -35,352

　（kg/日） T-N 168,247 170,225 163,415 158,307 155,578 153,591 153,805 150,567 141,399 -28,826

T-P 11,190.2 10,727.0 10,608.9 10,794.7 10,882.8 10,481.0 10,990.4 9,940.1 10,149.8 -577.2

一人当たりの流入負荷量　（g/人/日)

COD 6.58 5.81 6.07 5.93 6.30 5.70 6.06 5.40 4.43 -1.37

T-N 5.90 5.94 5.67 5.46 5.34 5.25 5.23 5.10 4.78 -1.16

T-P 0.392 0.375 0.368 0.372 0.373 0.358 0.374 0.336 0.343 -0.031

一人当たりの流入負荷量の比率（平成25年度：100）

COD 100 104 102 109 98 104 93 76

T-N 100 95 92 90 88 88 86 81

T-P 100 98 99 100 96 100 90 91
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図 D6-4 一人当たりの流入負荷量 

 

 

図 D6-5 一人当たりの流入負荷量の回帰分析結果 

 

【参考】一人当たりの発生負荷量 

 

表 D6-3 一人当たりの発生負荷量 
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図 D6-6 一人当たりの発生負荷量 

 

図 D6-7 一人当たりの発生負荷量 

 

図 D6-8 一人当たりの発生負荷量の回帰分析結果 
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■次期に向けて 

東京湾では、湾奥部において赤潮、貧酸素水塊といった富栄養化に伴う問題が

依然として発生している。一方、一部海域では栄養塩類の不足によりノリの色落

ちが発生するなど、貧栄養化による漁業や生物生産への悪影響が指摘され、栄養

塩類の偏在が課題となっている。 

水質総量削減計画に基づき、生物多様性・生物生産性の観点から望ましい水質

を目指しつつ、窒素及びりんの環境基準の達成状況を維持しながら、COD につい

ては引き続き負荷量の削減のため、各都県など関係機関との連携を図りながら施

策を実施していく。また、貧栄養化による漁業や生物生産への悪影響を防ぐため、

栄養塩類の偏在化への対応について検討を進めていく必要がある。 

また、将来的な人口予測や水道用水・工業用水など、水利用の将来利用につい

ては、今後、東京湾流域の下水道整備総合計画の見直し等に応じて検討を行って

いく。 

 

[参考文献] 

・環境省 水・大気環境局 

水質総量削減に係る発生負荷量等算定調査業務報告書（各年度） 
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指標名 D-7 東京湾の環境に対して取組を行っている企業・団体等の数 

用いたデータ 東京湾の環境に対して取組を行っている企業・団体等の数 

データ出典 東京湾岸自治体環境保全会議を通じて環境取組み企業へアンケート 

経団連自然保護協議会のウェブサイトを通じたアンケートの協力依頼 

評価期間 平成 27年度から令和 3年度 

目標値 短期（第二期期間中） 増加傾向を示す 

長期（およそ 30年後） 増加傾向を示す 

評価 ■結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査方法 

・ 東京湾岸自治体環境保全会議を通じて環境取組み企業へアンケートを実施し

た。 

・ SDGsの企業への広がりを受けて、平成 30年度（平成 29年度実績調査）から、

環境に対する取組と SDGsのゴールのとの関連性を示し、企業がより回答しやす

いように工夫した（参考資料 D7-1）。 

・ アンケート以外に、東京湾環境一斉調査及び東京湾大感謝祭への参加企業と東

京湾再生官民連携フォーラム会員企業数を追加した。 

・ 令和 3年度はオンラインでのイベント開催についても調査を行った。 

 

■詳細 

東京湾の環境に対して取組を行っている企業・団体等の数は、2015年度の 311団

体から 2019 年度の 572 団体まで着実に増加しており短期目標は達成していた（図

D7-1）。2020 年度以降、新型コロナウイルス感染症の影響により著しく減少したも

のの、2020年度、2021年度は調査を開始した 2015年度、2016年度と比べて高い値

を示していた。新型コロナウイルス感染症の影響を受けたとしても、ベースライン

表 D7-1 企業・団体数の数 

 企業・団体の数 

平成 27年度（2015年度） 311 

平成 28年度（2016年度） 378 

平成 29年度（2017年度） 420 

平成 30年度（2018年度） 461 

令和元年度（2019年度） 572 

令和 2年度（2020年度） 393 

令和 3年度（2021年度） 344 

 

東京湾の環境に対して取組を行っている企業・団体等の数は、新型コロナウ

イルス感染症の影響がない令和元年まで増加傾向を示しており、短期目標は達

成されていた。 
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は底上げされていると見られる。なお、本調査の数値は、調査方法や調査努力に依

存することに留意が必要である。 

例年企業の展示などの多い東京湾大感謝祭もオンライン開催になるなど、企業の

関わり方にも変化があった。令和 3年度の活動について新型コロナウイルス感染拡

大の影響を聞いたところ、「オンライン展示が多くなり、一般の方とのコミュニケー

ションの場が限られた。」「令和 2年度に引き続きイベント開催は中止し、スタッフ、

関係者のみで活動を実施した。」との回答があった。一方で「ブルーカーボンへの関

心の高まりで企業の参加・関与は増えている。」といった回答もみられた。 

参加方法活動内容の詳細をみると、流域の工場・事業場からの回答が多く、法令

遵守のための排水管理などに取り組んでいるほか、省エネや省資源の取り組みや、

近隣の活動団体との協働や職員による環境保全活動への参加などの取組が多かった

（図 D7-2、表 D7‐2、3、4、5）。 

 

 

図 D7-1 企業・団体数の経年変化 
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図 D7-2 アンケート回答にもとづく活動の内訳 
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表 D7-2 アンケート調査にもとづく活動内容の詳細（平成 30年度（2018年度）） 

アンケート選択肢 団体数 活動内容（複数回答） 

イベント開催 13 環境学習 12 

水遊び 3 

環境保全・改善 

自然再生 

25 排水の管理・適正処理・削減 16 

環境調査の実施 11 

ゴミ拾い 13 

省資源、廃棄物の削減 12 

水際の緑化 1 

新たな水際環境の創出 2 

環境に配慮した技術・サービスの開発 1 

海の環境に配慮した製品やサービスの提供 1 

海の環境に配慮した資材や製品の調達 1 

アクセス・景観 3 関係者以外の海へのアクセスに関する配慮 1 

海や運河から見たときの景観配慮 2 

環境活動支援 7 イベント支援・協賛 4 

地域と協力して海に関する活動実施 3 

東京湾や海の再生の取組を発信 3 

その他 2 区民ティーチャー活動（川ゼミ） 1 

ちば環境再生基金の募金 1 

※上記集計対象：アンケート回答 19団体＋東京湾環境一斉調査報告書掲載 13団体 

アンケート以外の団体 

東京湾環境一斉調査参加 185 

東京湾大感謝祭参加 134 

東京湾再生官民連携フォーラム参加 122 
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表 D7-3 アンケート調査にもとづく活動内容の詳細（令和元年度（2019年度）） 

アンケート選択肢 団体数 活動内容（複数回答） 

イベント開催 16 環境学習 14 

水遊び 3 

海に関連する絵画や写真のコンテスト 1 

環境保全・改善 

自然再生 

27 排水の管理・適正処理・削減 21 

環境調査の実施 12 

ゴミ拾い 13 

省資源、廃棄物の削減 19 

環境配慮型の港湾構造物の利用 1 

水際の緑化 2 

新たな水際環境の創出 3 

新技術開発 4 

海の環境に配慮した製品やサービスの提供 2 

海の環境に配慮した資材や製品の調達 2 

アクセス・景観 2 海や運河から見たときの景観配慮 2 

環境活動支援 12 官民連携フォーラムへの参加 3 

東京湾大感謝祭への参加 2 

イベント支援・協賛 5 

地域と協力して海に関する活動実施 4 

東京湾や海の再生の取組を発信 4 

※上記集計対象：アンケート回答 23団体＋東京湾環境一斉調査報告書掲載 14団体 

アンケート以外の団体 

東京湾環境一斉調査参加 194 

東京湾大感謝祭参加 229 

東京湾再生官民連携フォーラム参加 126 

 

表 D7-4 アンケート調査にもとづく活動内容の詳細（令和 2年度（2020年度）） 

アンケート選択肢 団体数 活動内容（複数回答） 

イベント開催 2 環境学習 2 

環境保全・改善 

自然再生 

1 ゴミ拾い 1 

環境活動支援 1 地域と協力して海に関する活動実施 1 

※上記集計対象：アンケート回答 0団体＋東京湾環境一斉調査報告書掲載 2団体 

アンケート以外の団体 

東京湾環境一斉調査参加 177 

東京湾大感謝祭参加 86 

東京湾再生官民連携フォーラム参加 130 
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表 D7-5 アンケート調査にもとづく活動内容の詳細（令和 3年度（2021年度）） 

アンケート選択肢 団体数 活動内容（複数回答） 

環境保全・改善 

自然再生 

4 排水の管理・適正処理・削減 3 

環境調査の実施 3 

ゴミ拾い 1 

省資源、廃棄物の削減 2 

新たな水際環境の創出 1 

新技術開発 1 

海の環境に配慮した製品やサービスの提供 1 

環境活動支援 2 官民連携フォーラムへの参加 （1） 

東京湾大感謝祭への参加 （1） 

イベント支援・協賛 1 

地域と協力して海に関する活動実施 1・（1） 

東京湾や海の再生の取組を発信 2 

その他 1 Jブルークレジットの認証申請及びクレジットの受領 1 

生産したアマモ種子の東京湾内他地域や試験研究機関

等への提供 1 

※1 上記集計対象：アンケート回答 4団体＋東京湾環境一斉調査報告書掲載 6団体 

※2 （ ）はオンラインでの実施や参加 

アンケート以外の団体 

東京湾環境一斉調査参加 157 

東京湾大感謝祭参加 54 

東京湾再生官民連携フォーラム参加 133 

 

■次期に向けて 

本指標は、「再生に向けた取り組みの進展度を直接・間接的に評価する指標」（D-

1 都市圏における雨水浸透面の面積、D-2 下水処理施設の放流水質、D-3フォーラ

ム会員数、D-4 多様な主体による環境の保全・再生の取り組み等の情報発信、D-5 化

学論文・報告書の数）に係る取組の「再生目標の達成度を直接・間接的に評価する

指標」の一つである。値が増加していることから、「再生に向けた取り組みの進展度

を直接・間接的に評価する指標」に係る取組みは、効果を発揮していると考えられ

る。しかし、東京沿岸域の企業数に比べ、本指標の値は大きいとは言えず、「首都圏

にふさわしい」東京湾を目指し、個別目標（D-1、D-2、D-3、D-4、D-5）に対するさ

らなる取組みが求められる（東京湾再生官民連携フォーラム指標活用 PT）。 

 

[参考文献] 

・東京湾再生官民連携フォーラム（2014）,東京湾再生のための行動計画（第二期）

の新たな指標に関する提案解説書, p.80 
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